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議長（永田耕朗君） 

   おはようございます。ただいまの出席議員数は 14 人です。 

   定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

   本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

   日程第１、一般質問を行います。 

   一般質問は通告順とします。 

   ９番、松浦隆起君の発言を許します。 

９番（松浦隆起君） 

   おはようございます。９番、松浦隆起でございます。通告に従い

まして本日も３点にわたり一般質問をさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

   １点目に、ＳＮＳと地域担当職員制度の取り組みについてお伺い

をいたします。 

   昨年の９月定例会において、ツイッター、フェイスブック、また

ラインなどのＳＮＳの活用とＷｉ－Ｆｉの整備についてお伺いを

いたしました。本日は、その後の取り組み状況、またラインを活用

した情報収集の取り組みなどについて、地域担当職員制度の取り組

みも含めてお伺いしたいと思います。 

   まずは、ＳＮＳの進捗状況についてお伺いをしていきたいと思い

ます。昨年の９月定例会において、ツイッター、フェイスブック、

ラインを活用しての行政情報の発信についてお伺いをいたしまし

た。町長からは「行政情報としてのフェイスブック、ツイッターの

利用に関しては、今年度検討を進める中で、来年度のスタート時点

で立ち上げることを目標にしながら、プロジェクトチームの中で検

討、協議を進めていきたいと考えております」という答弁をいただ

いておりました。そこで、その後の進捗状況、また見通し等につい

て、まずお伺いをしたいと思います。 

チーム佐川推進課長（岡﨑省治君） 

   おはようございます。松浦議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。ＳＮＳの行政情報の発信のあり方についてにおきましては、

昨年のですね、９月議会以降、実際にはプロジェクトチームの発足

は、活動はですね、11 月からにはなりましたけれども、庁内の、役

場のですね若手職員６人ということで構成をさせていただいて、そ

の中にはチーム佐川推進課の広報の発信の担当の職員も含まれて

おりますが、そのプロジェクトチームのほうで検討をしてまいって
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おります。 

   月２回ぐらいのペースでですね、会合を２時間程度開いて、まず

は、１つはですね広報さかわ、紙面になりますけれども広報さかわ

の見直しについてですね、今載せている情報とかっていうのを一旦

洗い出しをして、その対象とか内容とか時期等を整理をして、プロ

ジェクトチーム、自分たちが考える広報紙というのはどういうこと

がいいかということで検討を、それをまず中心に進めておりました。

それが２月までの作業ということでかかりまして、実際、ＳＮＳの

検討、情報発信のあり方については、この３月でですね、話を進め

ることになっております。 

   その３月末のですね、６人の話の中でですね、取りまとめをして、

町長に報告をすることになりますが、それを受けて新年度、４月以

降ですね、行政情報の、広報さかわの見直しも含めて、あとホーム

ページのほうの見直しもありますが、その他、フェイスブック等の

ですね、インターネット、ＳＮＳの活用について、具体的に新年度

から動きを進めていくということで、現時点でですね、そこのプロ

ジェクトチームの話がまだ取りまとめができておりませんので、そ

れを受けてから、話を具体的に、チーム佐川推進課を中心として進

めていくということになります。 

現時点での動きは以上になります。 

９番（松浦隆起君）  

   11 月から月２回の会と言いましたかね。そのＳＮＳについては、

この３月に行うと。ちょっとどう言うていいのか、11 月から２月と

して、８回行っている中で、この検討が全く出されてない、先に広

報のほうを先行していたのかもわかりませんが、先ほど紹介しまし

た町長の答弁からいくと、やろうと思えばきょうからでもフェイス

ブックというのは立ち上げれますが、少し、その検討がどうなのか

なというふうに思いますが。先ほど課長の、進めますという答弁で

したが、具体的に、このフェイスブック、ツイッター、両方やるの

か、フェイスブックだけとかツイッターだけとかということはある

かもわかりませんが、それを開設する方向で考えているのかどうか

を、もう一度ちょっと答弁いただけますか。 

チーム佐川推進課長（岡﨑省治君） 

お答えいたします。いずれにしてもですね、このＳＮＳのですね、

行政情報の発信については、取り組む方向で考えております。 
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９番（松浦隆起君） 

   そしたら、立ち上げるということで理解していいですかね。 

   わかりました。じゃぜひ、全国の自治体の中でも先進的な取り組

みであるとか、またいろんな発信をしているところは、やはりこの

フェイスブック、ツイッター等を有効的に活用している自治体が多

いですので、ぜひ、そういう形で開設をして、さまざま取り組んで

いただきたいと思います。 

   次に移りたいと思いますが。なぜ、冒頭に聞いたかというと、後

でこのラインというのもお伺いをしますので、ＳＮＳを取り組もう

としてるかどうかということで、特にその取り組みも変わって来る

と思いましたので、まず冒頭でお聞きをしました。 

   一旦、この地域担当職員制度のほうに話を移したいと思いますが、

昨年の３月定例会におきまして、下川議員のこの地域担当職員制度

の質問に対して、「会計年度任用職員制度の実施に向けての取り組

みを優先させなければならないと考えており、地域担当職員制度に

ついては、その役割等について十分認識はしておりますけれど、こ

れらの今後の業務のほうを見ながら引き続き検討のほうをしてい

きたいと、現在のところは考えております」という答弁がなされて

おりました。当初は、28 年度から 30 年度に検討する計画になって

いたと思いますが、この答弁を聞く限りでは、後退をしたのかなあ

という印象も受けました。 

この地域担当職員制度につきましては、私も、前町長、榎並谷町

長のときに、平成 22 年の３月、それから 24 年の６月、それから 27

年の６月と、３度にわたりまして、この地域担当職員制度につなが

る取り組みを質問させていただいております。 

このきっかけは、当時、町民の方から、協働のまちづくり、当時

は協働のまちづくりということで進めておりました。そう言いなが

ら、職員の姿がなかなか地域で見えないという声が町民の方から聞

こえておりました。そういったことを受けて、この定例会において、

22年の３月に初めて私が地域担当職員制度の取り組みを提案をいた

しましたが、ただ、導入までには十分な準備が必要でありまして、

その意味では、若干ハードルが高い部分もあるかもわかりません。

今まだ本町でも導入をされていないということから見ても言えるか

もわかりません。 

そういうことから、私は、この地域担当職員制度の前段的な取り
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組みとして、まずこれをしてください、どうですかという提案をい

たしました。それは、佐川町在住の職員の方は、それぞれ各地域、

自治会に住んでおられるわけで、そこで、職員の方が日常生活の中

で、自分の住む地域の環境に目を配っていただいて、お仕事に来ら

れるなら、朝夕、自分の道を通るわけで、そういったさまざまな自

分の地域、自治会の情報、道路等の修繕が必要かどうかの状況、そ

ういったこと、また地域の要望等を、ある一定、報告書のような様

式に沿って、２カ月に１回なり、３カ月に１回でも上げるような、

そういった仕組みをとってはどうですかということを提案をさせて

いただきました。 

この地域担当職員制度の本来の目的は、地域と行政のパートナー

シップ、住民と行政の協働のまちづくりを推進するために、各地域

に数名の担当職員を配置をし、その地域と行政のパイプ役となると

いうものであります。 

活動として、担当地域の総会や地域行事に参加、それから地域か

らの要望などへの対応を行うと。その本来の目的からいえば、この

地域担当職員制度という、今、なかなかそこへ入っていけない、そ

の形をとることができないということであれば、今申し上げました

まずは、そういう自分の地域の声を上げていくというのも有効では

ないかと思います。 

当時、質問した折は、さまざま、いろんな理由があって、なかな

かそれに取り組めないということもお聞きをしましたが、再度検討

をいただきたいと思いますが、この点について、お考えをお伺いし

たいと思います。 

総務課長（麻田正志君） 

   お答えさせていただきます。地域担当職員制度につきましては、

先ほどの松浦議員のお話のとおり、平成 28 年度から 30 年度の期間

で検討するという予定にしておりました。28 年度につきましては、

一定の検討のほうは行われておりますけれど、29 年度は例規集のホ

ームページ公開、そして平成 30 年度、本年度におきましては、会計

年度任用職員の検討というほうを優先させていただきましたので、

地域担当職員制度におきましては 29 年度 30 年度において検討のほ

うはなされておりません。 

平成 31 年度におきまして、地域担当職員制度につきまして、主に

検討したいというふうに考えておりまして、その検討の中で、地域
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担当職員制度としての、ここ取り組み自体がなかなか難しくまだ期

間がかかるということでありましたら、先ほど松浦議員のお話にも

ありましたようなそのような前段での検討ということも含めて取り

組んでまいりたいと思います。以上でございます。 

９番（松浦隆起君） 

   わかりました。ことし 31 年度に、具体的に検討をするということ

のお話でしたので、最初の話が、私が質問をして、それから下川議

員も３回ほど質問しているんじゃないかなあというふうに思いま

すが、数年にわたってたびたび質問が出ておりますので、できるだ

け早急に結論を決めるための検討をしていただいて、31 年度に、ど

ちらにしても結論を出していただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

   次に、通告をしております、ラインを使用しての情報収集という

ことでお聞きをしたいと思います。この取り組みは、簡単に言えば、

先ほど提案させていただいた各地区の、特に、そういう道路であり

ますとか、そういったものの情報を収集するツールとしてラインを

活用するというものであります。実際に取り組んでおります自治体

の例を紹介をさせていただいてお話ししたいと思いますが。 

   兵庫県の芦屋市というところでは、昨年の 10 月から、スマートフ

ォンアプリのラインを活用した道路や公園の不具合に関する市民

通報システムというものをスタートして、活用されております。市

民の方は、この芦屋市のラインページで友達登録をした上で、地域

の道路や公園などで、路面に穴があいているでありますとか、公園

の遊具が少し、故障しているんじゃないか、とそういう情報をその

場所を撮影した写真、それから位置情報とともに市に送信をします。

それを確認した市が解決する流れになっております。途中経過につ

いても、このお知らせいただいた方に途中状況を報告をし、大変、

今、好評のようであります。 

   開設した 10 月は、道路が 57 件、公園が 13 件。11 月は、道路が

23 件、公園 12 件ということで、市は一旦、窓口となる課で受けて、

その後、それぞれ担当課と連携して対応しているということでござ

います。消えていた、佐川町で言うと防犯灯であると思いますが、

この公益灯が直ったというような解決例もさまざま相次いでおり

まして、感謝の返信も届いているようであります。 

昨年 12 月 25 日現在で、この芦屋市のラインの友達数は 529 人と
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いうことのようで、道路課の方のお話では、電話での要望では、不

具合がある場所の特定に時間がかかり、損傷の程度が現場に行くま

でわからなかったが、このラインだと現場の写真、また位置情報も

送られてくるので、スピーディに現場に急行でき、あらかじめ持っ

て行く装備も検討がつくということのようであります。 

   今、芦屋市の例を挙げましたが、非常に有効な、これは取り組み

ではないかなあというふうに思います。そしてまず、一番予算がか

からないということなので、取り組みやすいのかなと思います。私

も、町民の方から、さまざま要望をいただいて、特に産業建設課の

ほうにつなげさせていただいて、対応をしていただいておりますが、

中には、何年か修繕が必要な状態のまま、そのままになっていたと

いうところも多々ございました。役場の担当の方が、町内を、全域

を常にパトロールする、できるかというと、それは不可能に近い。

そういうことからいえば、このラインを活用して、町民の皆さんの

力もお借りをして、地域の情報をラインを通じて提供してもらうと

いうことは、非常に有効だと思いますので、ぜひ、取り組んでいた

だきたいと思いますが。この２点について、お考えをお伺いをした

いと思います。 

総務課長（麻田正志君） 

   お答えさせていただきます。兵庫県の芦屋市の分の取り組みにつ

いては、申しわけございません、ちょっと承知をしておりませんで

した。今、松浦議員のお話を伺いますと、取り組みとしては有効な

部分があろうかというふうに考えております。 

   今後につきましては、今、検討しておりますＳＮＳの活用状況等

も踏まえて取り組んでいけますように考えてみたいというふうに、

現在のところは思います。以上でございます。 

９番（松浦隆起君） 

   ぜひ、ＳＮＳを検討するということですので、その中で、このラ

インの通報システムというのをぜひ、取り組んでいただきたいと。

今、前向きな御答弁いただきましたので、システムということで総

務課ですので、これは産業建設課長には答弁を求めませんので、安

心してください。ぜひ取り組んでいただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

   それでは、２つ目の質問に移りたいと思います。 

   マイキープラットフォーム構想の取り組みについてお伺いをい
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たします。 

   このマイキープラットフォームという言葉は、余り聞き慣れない、

それは何ぜよ、今初めて聞いたという方もたくさんおられると思い

ますが、マイナンバーカードの本人確認機能をもとに設定するマイ

キーＩＤを活用して、行政サービスの効率化や地域活性化を図るも

のが、このマイキープラットフォーム構想と呼ばれるものでありま

す。この構想により、公共施設の利用カードを１枚にまとめること

ができるほか、買い物などで使える自治体ポイントと民間のポイン

トを合算する仕組みなども考えられております。 

   現在、政府では、本年 31 年の 10 月１日の消費税率引き上げに伴

う対応策について検討が進み、プレミアムつき商品券事業やキャッ

シュレス決済によるポイント還付制度などの実施が決定されてお

ります。さらに、これらの支援策に続いてマイナンバーカードを活

用したプレミアムポイントの付与も実施されることとなっており

ます。これは、マイキープラットフォームを活用して発行される自

治体ポイントへ国がプレミアムポイントを付与する仕組みであり

ます。 

   このマイキープラットフォームを活用している自治体は、現在、

全国で 70 程度でありまして、2019 年度はその準備年度と考えられ

ており、各自治体におけるマイキープラットフォームへの理解、取

り組みが急務となっております。 

   本日は、本町におけるこのマイキープラットフォーム構想への取

り組み状況、それから今後の見通しについて、確認も含めて、るる

お伺いをしたいと思います。 

   国においては、先ほど申し上げましたが、消費税率引き上げに伴

う反動減対策として、３つの消費活性化策を実施することとしてお

り、2019 年度には、プレミアムつき商品券の発行、クレジットカー

ドなどのキャッシュレス手段による買い物に対するポイント還元

というものが実施をされることになっております。 

   さらに 2020 年度には、マイナンバーカードを活用した消費活性

化策が実施をされる予定と聞いております。そこでまずお伺いをい

たしますが、これらの施策に対する準備状況というのはどのように

なっておられるのか。また、情報収集というものをどこまでされて

おられるのか、まずお聞きをしたいと思います。 

町民課長（和田強君） 
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   おはようございます。松浦議員の御質問に、私のほうから答えさ

せていただきます。 

   まず、マイキープラットフォーム構想についてですが、先ほど、

議員がおっしゃられたように、マイキーＩＤを設定したマイナンバ

ーカードを介しての行政の効率化であったり、地域経済の活性化を

行うというふうに認識しておりますが、現時点では、この分につい

ては具体的な取り組みはございません。 

   ３月の 20 日に、消費税引き上げに伴う対応策についてのブロッ

ク会議が開催され、そこでですね具体的なことについて説明がある

かと思いますので、その説明を踏まえて今後、庁議等でその理論に

ついて議論を深めていきたいと考えております。以上です。 

９番（松浦隆起君） 

   分かりました。そしたら、今月その会でお話を聞くということの

ようですので、2019 年度、2020 年度、時間のない中での対応になる

と思いますので、よろしくお願いをします。 

   それでは、先ほどの活性化策の中のプレミアムつき商品券の発行

についてお伺いをしたいと思います。消費税、地方消費税率 10％へ

の引き上げ、これが低所得者、子育て世帯の消費に与える影響を緩

和するとともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的

として、プレミアムつき商品券の販売が、国の全額補助によって実

施をされることになっております。 

そこで、購入対象者、購入限度額、販売時期など、概要について、

まずお示しをいただきたいと思います。 

産業建設課長（田村正和君） 

   おはようございます。松浦議員の御質問にお答えをさせてもらい

ます。 

   プレミアムつき商品券の事業の概要についての御質問でした。ま

ず、目的は先ほど松浦議員のおっしゃられたとおりということで、

消費税の引き上げによって消費に与える影響の緩和、それから地域

における消費の喚起、下支えするための低所得者と子育て世帯向け

のプレミアムつきの商品券ということです。 

   対象者についてですが、まず、2019 年１月１日現在時点での住民

のうち、2019 年度の住民税が非課税である方、その中に、住民税課

税者と生計が同一をされている配偶者、扶養親族、生活保護受給者

は除くとなっております。 
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   続きまして、2019 年の６月１日時点の住民のうち、2016 年４月２

日以降に生まれた子供さんがいる世帯ということが対象となって

おります。 

   それから、商品券の利用できる額についてお答えをしますと、ま

ず、非課税世帯の方につきましては、購入額が２万円で、プレミア

ムとして５千円、合わせて２万５千円が利用できると。それから子

育て世帯向けの利用券ですけども、これは購入額２万円で、利用額

は２万５千円。５千円のプレミアムと。子育て世帯につきましては、

先ほど言いました子供さんのいる数の分だけ買えるということで

ございます。 

   それから、使用できる期間でございますけども、本年度の 10 月１

日より予定をしております。 

   あと、今後のスケジュールになりますが、まず非課税者の方に対

しましては、６月からですね、対象者への個別の広報活動をさせて

いただきまして、７月から希望申請を受け付けをさせてもらいます。

その後、要件を確認させていただいて、９月ごろからですね、購入

引換券を配布をして、10 月から商品券を買えるということ、予定で

す。それから子育て世帯につきましては、同じく６月からですね対

象者を抽出しまして、購入引換券を９月ごろから送付をして、10 月

から商品券を買えるようにしたいと、準備をする予定でございます。 

   プレミアムつきの商品券の概要につきましては、以上でございま

す。 

９番（松浦隆起君） 

   今、丁寧に概要についてお示しをいただきました。この購入の対

象者の中で、特にこのゼロ歳から２歳の子育て世帯について、少し

お聞きをしたいと思います。このゼロ歳から２歳の対象というのは、

国は、自治体の税務に合わせて、６月１日を基準に抽出したという

ふうに聞いております。また、学年も基準ということで、2016 年４

月２日から本年の６月１日に生まれた子供のいる世帯ということ

であります。 

   ただ、ここで気になるのは、この基準日でありまして、このゼロ

歳から２歳という対象にもかかわらず、６月２日以降に生まれた 10

月の引き上げ時を１つの起点とすると、６月２日以降に生まれた 10

月引き上げ時のゼロ歳児というのが対象から外れるということに

なるわけで、このことについては、高知新聞の記事にもこのことが
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出されておりまして、不公平感も生じそうだというふうな記事の内

容になっておりました。国がこの６月１日に基準日を定めた理由の

１つには、商品券販売に向けて膨大な事務作業が要るためだという

ふうに聞いております。 

   ただ、このプレミアムつき商品券の概要を決めるなかで、一方で

国は、この商品券使用開始の目標日としている 10 月１日にできる

限り近い基準日を定めるべきだということも書いております。ただ、

そうは書きながら、その事務量の度合いを考慮して、６月１日に最

終的に決めたということでありまして、ただ、この子育て世帯の支

援という観点から見れば、やはりこのゼロ歳児というのは何かとお

金がかかるわけで、できる限り対象にしてあげてもらいたいという

のが、正直な感想であります。本町の出生数は、現在、年間大体約

80 名ぐらいではないかというふうに聞いております。単純に、これ

は月割りをしてそのとおりに生まれるというものではありません

が、単純に月割りをしたとすると、１カ月に６人から７人ぐらいの

お子さんが誕生しているということになると思います。 

   仮に７人として、６月から９月の４カ月で、約 30 人弱ぐらいが誕

生することになります。本町において、仮に、この 30 人分を商品券

発行の対象にするということは、大きな自治体ではありませんので、

事務的にそんなに難しいことではないのかなあというふうに、個人

的には感じております。事務を担当する職員の方の感想はまた別か

もわかりませんが。当然、この国の基準外で行った場合、その財源

というのは、本町の持ち出しということになるのではないかなと思

いますが、先ほど課長からもお示しいただいたプレミア分５千円、

この５千円を 30 人分で計算すると 15 万円ということで、そんなに

多額なものではないと。ぜひ、基準日を 10 月１日にできるだけ近い

日に設定をしていただいて、対象者を少しでも拡大をしていただい

て、子育て応援の町宣言をしている本町でありますので、ぜひその

目的に即していただきたいと思います。 

   この販売期間は、本年の 10 月から来年の２月ごろまでだと思い

ますので、少し、その６月以降、９月までの方は少し窮屈かも分か

りませんが、日程的に、買える時期が。その時期内には販売ができ

ると思いますので、ぜひ、そういった判断をしていただければとい

うふうに思っております。 

なぜ今回、こういう提案をするのかというのは、１つ経験という
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か、理由がございまして、2009 年に実施をされました、今から約 10

年前ですか、定額給付金と子育て応援特別手当というものがありま

したが、その支給の折にも同じようなことがございました。国の定

めたその基準によりまして、１人はある高齢者の方が、本来なら支

給されるべき方が定額給付金の対象からはずれておりました。子育

て応援特別手当についても、同じ学年の中で支給される子供と、支

給されない子供が出てしまうという公平感に欠けることになりかけ

ておりました。当時、国にも問い合わせをして、変えてもらいたい

という話もしましたが、単年度の事業であり、また、もう給付も始

まっているので、今から変更はできませんという回答をいただきま

した。 

   私は、この現状を当時の榎並谷町長に相談をしてお話しをさせて

いただいて、ぜひ本町独自でも支給をしていただきたいという申し

入れをさせていただきました。当時、榎並谷町長も、行政の事務と

いうのは、これは本来、国がこれやっていることだけれども、公平

性にやっぱり欠けるということから、公平性が大事だということで、

佐川町独自で、その分は支給しましょうということで、国の対象か

ら外れたそういう方たちへの支給を決断をしていただきました。 

   私は、これは大げさではなくて榎並谷町長の英断だったと今でも

思っております。支給された方々、当時、大変に喜んでいただいて、

子供さんを持っておられる方、またその高齢者の方等も本当に喜ん

でいただきました。本町は、こういった町民の側に立った取り組み

を、このときに行ってきておりますので、そうった歴史も考えてい

ただいて、事務的に可能、不可能もあるかもわかりませんが、ぜひ、

この対象者の拡大というものに取り組んでいただきたいと思いま

すが、この点について、お考えをお伺いをしたいと思います。 

町長（堀見和道君） 

   御質問いただきまして、ありがとうございます。松浦議員から、

より具体的な提案をいただきました。町の執行部としましても、そ

の不公平感という点につきまして、少し議論もさせていただきまし

た。例えば、９月 30 日という基準日を設けたとした場合にはです

ね、10 月１日に生まれてきた子供はですね、同じ学年であっても支

給されないということになります。ですから、何を持って公平とす

るかという部分が大変難しいところではあります。ただ基準日は、

いずれにしてもどこかで設けなければいけないと。2016 年の４月２
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日からというその国の基準もですね、じゃ４月１日に生まれた子は

もらえないよねということになりますので、基準日を決めるという

ことの大変難しさを感じているところであります。 

   ただ、松浦議員から、より具体的に人数も提示をしていただいて

ですね、金額的には 15 万円ぐらいだろうと。今の出生数からいけば

ですね、そのとおりだということになりますので、改めてきょうの

御提案を受けて、執行部として至急ですね、また協議検討をして決

定をしたいというふうに考えております。御提案ありがとうござい

ました。以上です。 

９番（松浦隆起君） 

   町長おっしゃるとおり、この基準日というのは、決めると、その

時点で対象になる人、ならない人、９月 30 日、10 月１日というこ

ともあります。ただ、１つには、消費税が 10 月１日からという、そ

の部分で了解していただけるのかなあと。基準日でいうと、この

2016 年の４月２日ということでいくと、ゼロ歳から２歳というとな

りながら、若干３歳の、なる子も含まれる、実際は。ということに

なるので、町長言われるとおりその基準日というのは非常に難しい

んですが、10 月１日ということで理解をしていただいて、ぜひ、少

しでもそういうことになるように検討をしていただけるというこ

とですので、再度お願いをしたいと思います。 

   それでは次に、このマイキープラットフォームの取り組みに話を

移したいと思います。 

   2020 年度に実施するマイナンバーカードを活用した消費活性化

策は、2017 年度から事業がスタートしているマイキープラットフォ

ーム等を活用した自治体ポイント事業のシステム活用を基本とし

て実施される見込みというふうに伺っております。 

   平成 29 年度以降、総務省から事業参加の呼びかけがあったので

はないかと思いますが、先ほども３月に会が行われるということで

ありました。その会の中でもお話が出るかもわかりませんが、マイ

キープラットフォーム運用協議会というものがございます。ぜひ、

それに参加をしていただくことを検討していただきたいと思いま

す。 

今、この運用協議会には、全国 270 の自治体が参加をしておりま

して、県内では南国市、須崎市、田野町、大豊町、中土佐町、三原村

という市町村が既に参加をしておりまして、本町は、今まで余りお
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話聞いてなかったと、初めてこの３月に聞くということですが、既

に参加している自治体がありますので、その差はどこでどう生じた

のかなというふうに思いますが、この運用協議会等に参加をしてい

ただければと思いますが、御答弁を、ちょっとしにくいかもわかり

ませんが、お願いしたいとおもいます。 

総務課長（麻田正志君） 

   お答えさせていただきます。このマイキープラットフォームの運

用協議会、今、松浦議員がおっしゃられたように、県内の参加市町

村は６市町村ということでございます。これにつきましての参加に

ついての調査というものが２月にございまして、そちらのほうのお

答え自体が、参加済み、参加予定、検討中と、三択ということであ

りました。佐川町においては、この調査のほうにおいて検討中とい

うところでお答えをさせていただいておるところです。 

県下の状況のほうを県のほうに確認いたしましたところ、先ほど

の参加済みの６市町村のほか、参加予定となっておるのが３市町、

そして残り 25 市町村が佐川町と同様に検討中と。高知県のほうもま

だ検討中というような状況でありました。こちらのほうにつきまし

て、さらに県のほうに確認しましたら、随時の加入も可能であると

いうこともありましたので、今後はこの取り組みについて検討して

いく中で、参加するということの結論になれば、参加していきたい

というふうに考えております。以上でございます。 

９番（松浦隆起君） 

   ということは、この６市町村は、いち早く情報を入手をして取り

組んできたということなのか、総務省は 29 年度に通達をしている

ということですので、それはどこかでとまっていたのか、ちょっと

その辺が定かでありませんが、ぜひ積極的に取り組んでいただきた

いと思います。 

   このマイキープラットフォームというのを活用すれば、図書館等

の公共施設カードのワンカード化やシステム構築をしなくても健

康ポイント事業なども可能になるというふうに言われております。

この、特にマイキープラットフォーム構想の中心となるのが、自治

体ポイントの活用でありまして、この自治体ポイントをためる方法

は、主に２つあります。民間のクレジットカードやポイントカード

のポイントや航空マイレージのポイントを自治体ポイントに変換

する方法、それと地域でボランティアやイベントなどに参加をして
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ためる方法がございます。 

   以前、何回かお伺いをしておりますが、ボランティアポイント制

度、この取り組みも、こういった中に組み込めるのではないかと思

います。このためたポイントは、本町が決めたお店等で使っていた

だいたり、それからオンラインショップでも使うことができ、現時

点でも当然可能になっております。既に、南国市、田野町、中土佐

町でも取り組んでいただいているようで、それぞれの町の特産品を

販売をポイントで販売をするということを行っております。 

   熊本県の小国町というところでは、この自治体ポイントの名称に

慶応義塾大学の医学部を創設をして、初代医学部長となった北里柴

三郎さんの名前を冠した、小国町北里柴三郎ポイントというふうに

名称を決めて、地域の住民に愛着を抱いていただくとともに、全国

的な知名度の向上を目指しているということであります。 

   来年度に実施されるこのマイナンバーカードを活用した消費活

性化策は、国民が好きな自治体ポイントをクレジットカードなどで、

選んで購入をしたり、またその一定割合についてプレミアムポイン

トを国費で上乗せするということも聞いております。 

本町の経済活性化のために、この地元の住民の方々に加えて、ほ

かの地域からも資金を呼び込んでくる可能性もある、こういう機会

になるのではないかと思います。さらに寄附口座を設けておけば、

子育て支援等の寄附を集めることも可能ではないかなあと。新しい

形のふるさと納税ということになる可能性も秘めているというふう

に考えております。 

その意味では、各自治体の工夫でいろいろな使い方が可能になる

事業だと思います。先ほど申し上げましたポイント、各自治体の中

でためるボランティアをしたり、どういうことでポイントを差し上

げるのか、ボランティアをしてもらう、いろんな事業に参加する、

いろんなイベントに参加する、そういうメニューも当然、本町の中

で組み上げていかなければなりません。本町において、そういう工

夫をした上で行っていく事業で、本町においても今後の政策展開に

当たって利活用していくべきではないかなと思いますが、この点に

ついてお聞きをしたいと思います。 

総務課長（麻田正志君） 

   お答えさせていただきます。冒頭で町民課長のほうからもお答え

させていただきましたとおり、現在、まだ検討のほうがなされてお
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りませんので、そのような話も含めて、今後、庁議等の中で議論を

深めていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

９番（松浦隆起君） 

   ぜひ早急に進めていただいて、もう時間が、本当にないと思いま

すので、よろしくお願いをしたいと思います。 

   次に、このプラットフォーム構想をやる中で、非常に大事なもの

となるのが、このマイナンバーカードでございます。 

自治体ポイント、それからプレミアムポイントの利用に当たって

は、このマイナンバーカードを住民の方々に取得をしていただいて、

マイキーＩＤというのを設定をしていただく必要がございます。今

後、このマイナンバーカードを健康保険証として利用することも決

まっているというふうにお聞きをしております。そういうことから

も、より円滑にマイナンバーカードを発行する必要があると考えて

おります。 

事前に、町民課長のほうにお話をお伺いをいたしました。町民課

の窓口には、マイナンバーカードの発行手続きができるパソコンが

ありまして、カード用の写真もそのパソコンで撮れるということで、

私も全然知りませんでした。で、見せてもいただきましたが、ただ、

課長にも申し上げましたが、そういうことができるということが、

余り広報されてないのではないかなあと。そのパソコンの場所にも

そのマイナンバーカードの取得を呼びかける、そういう掲示といい

ますか、ポスターといいますか、そういうものも掲示されておりま

せんので、一見したら、パソコンが座っていると。画面があるとい

うだけなので、せっかく、そういうことができるのであれば、みん

なに呼びかけるようなものをしてはどうですかということもお話し

をさしていただきました。もう少し工夫があったほうがいいのかな

あと。 

自治体の中には、１カ月に１度のペースで、マイナンバーカード

の特設窓口というものを役場また市役所等の本庁舎、また出張所な

ど、そういうところに設けて、広く呼びかけて、多くの方が利用し

て申請数が増えているというところもございます。 

また、マイナンバーカードの申請機能を備えた証明写真機、これ

はコンビニ等にもございますが、そういったものを庁舎内に設置を

して、利用者の利便性向上と申請数の向上に取り組んでいる自治体

もございます。 
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課長ともお話しをしましたが、このマイキープラットフォーム等

が出てきて、マイナンバーを今よりもたくさんの方に取得をしてい

ただこうとなると、当然、申請に来たときに職員の方がかかわらな

ければならない。そのかかわる数が増えていったら、今のように、

受け付けできるパソコンのところへ１人がついてずーっとやるとい

うのは、なかなか難しいのではないかと。自分でやっていただくこ

ういう写真機というのも設置をしておけば、わからないときだけ行

って、少し案内をしてあげるということで済むのかなあというふう

に思いますので、こういうこともぜひ考えていただければと思いま

す。 

そこで、現在の本町におけるマイナンバーカードの発行率、それ

からこの取得率の向上に向けての取り組みについて、今るるお話し

しましたが、お考えをお聞きをしたいと思います。 

町民課長（和田強君） 

   私のほうからお答えさせていただきます。まず、普及率について

ですが、10 月末現在ではありますが、6.62％ということになってお

ります。やはり、現時点では、利用するのにマイナンバーカードを

提示するときの使用を除けば、写真つきの身分証明書と、あと確定

申告等をですね、インターネットで行うために、今、使用できる、

現状は、ことぐらいということもあってですね、現在、普及率は伸

び悩んでいる状況ではないかなあと思います。 

   先ほど、議員のほうからおっしゃっていただきました、端末のと

ころへの掲示につきましては、この間お話しをいただいた後、担当

係のほうともですね、話をして、ちょっといい方法でというのはで

すね、検討していこうと考えております。 

   また、広報でですね、12 月広報だったと思いますが、この申告に

合わせて、このマイナンバーカードの申請の窓口のほうでお手伝い

させていただくというのをですね、出させていただいて取り組んで

いたということ等もございますが、先ほどおっしゃっていただいた

ように、自治体ポイント等をですね活用することになってくると、

マイナンバーカードが必要になってきますので、それまでの間に、

できるだけ取得していただけるように、住民に周知を行ってですね、

普及率を上げていきたいなというふうに考えております。以上です。 

９番（松浦隆起君） 

   今よりも申請、取得を上げていくわけですが、その申請がそうな
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ると、増えてこないといけないというふうに思いますが、先ほど申

し上げましたが、その、今のパソコン１台の対応で、可能なのかど

うか、先ほど写真機ということも少しお話ししましたが、その点に

ついてはいかがでしょうか。 

町民課長（和田強君） 

   お答えさせていただきます。マイナンバーカードの作成方法とし

ましては、郵送以外でいいますと、先ほどおっしゃっていただきま

した街角にある証明写真機からの申請、これはもうそのままダイレ

クトに申請できます。 

   あと、自宅からのパソコンからも申請できまして、あとスマート

フォンからの申請という、この３つがベーシックなやり方になって

まして、それ以外に、役場の端末も利用できます。そういうことに

なっています。 

   街角にあるその写真機につきましては、町内にもですね、ちょっ

と全部は把握できておりませんが、申請のできる写真機等をですね

設置している量販店等もございまして、その設置状況なんかも把握

しながら、あと、そちらのほうでも申請いただける方はですね、こ

うして申請していただいて、そのような状況を見ながら、先ほどお

っしゃっていただきましたその、役場への証明写真機の設置が必要

なのかどうなのかっていうのもですね、今後、状況を見ながら他の

団体の取り組み等も参考にしながらですね、検討していきたいなと

思っています。以上です。 

９番（松浦隆起君） 

   このマイナンバーカードの、今 6.62％で、当然そのプレミアムポ

イントであるとか、国からのそういうものを受けていただきやすく

するのも１つ大事なことだと思います。 

   そのためには、このマイナンバーカードがないと、先ほども言い

ましたが、恩恵を受けれないわけで、どうやったらそれを今、6.62％

をパーセントを上げていくかということを取り組んでいかなけれ

ばならないので、今、課長がおっしゃいました町内のコンビニ等に

もある、どこどこにもある、それはそれでいいですが、そうである

ならば、それをしっかり広報等でお知らせをして、こういうところ

で申請できます、こういうやり方で申請できますということを広く

案内をすることをしないと、あそこに、今、この間お伺いしてお話

しをしたときにも、そういうお話をされてましたが、あそこにある
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からあそこに行ったらできるよというのは、その気がある人はやり

ますが、今の状況だから 6.62％にとどまっているわけで、それを上

げていくにどうするのかということを考えていきませんかという

提案を、今、しているので、例えば庁舎内にあれば、来たときに、

あそこにあるのであそこ申請していきませんかと声をかけること

ができるわけで、具体的に、どうやったら取得率を上げていくかと

いうことを考えていただいて、もう答弁は構いませんが、町内のそ

ういう民間のお店に設置しているものを活用したらできるという

ことであれば、そういうこともきちんと提示をするなり、地図にポ

イントをつけて広報の１ページを使ってお知らせするなり、そうい

うとこまでの工夫がないと、なかなかこの７％ぐらいのやつを順々

に上げていくというのは難しいと思うので、ぜひ取り組んでいただ

きたいと思います。 

   これは、今後必ず必要になってくる、まだあんまり多く言われて

ませんが、だんだんとこの消費税引き上げが現実に近づいてきて、

その恩恵がこうなりますよということを国は多分、言うと思います。 

   そういったときに、どうやったらそれをもらえるんですかとなっ

たときに初めて、マイナンバーカードを持ってないとじゃあ受けれ

んがやねと、慌てるようになるということになるので、それを見越

してできるだけ早く手を打っていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

   これについては、これで終わらせていただきます。  

   ３つ目の質問に移ります。 

   持続可能な開発目標、ＳＤＧs についてお伺いをいたします。 

   この質問につきましては、昨年３月の定例会で御質問させていた

だいて、前回質問の折に、事細かくお話しをさせていただきました

んで、詳しくは申しませんが、今一度確認すると、このＳＤＧs と

いうのは、貧困、格差、気候変動、そういう課題解決に向けて、国

連加盟国が 2016 年１月から 2030 年末の達成を目指して取り組む、

持続可能な開発目標のことであります。 

   貧困や健康、福祉、教育、気候変動など 17 の目標、ゴールを 169

のターゲットで具体的な目標として具体化をしていくと。このＳＤ

Ｇs の 17 の目標については、前回申し上げておりますので、一つ一

つは言いませんが、現実的に、この目標を達成しようとすれば、自

治体や企業、現場に即した場所での取り組みというものが必要不可
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欠であります。この目標は、自治体運営において必要な観点であり、

実際の事業実施に大きく関係をしていることが多く含まれており

ます。 

大事な点は、誰一人取り残されない持続可能な社会の実現を目指

すという点でありまして、言いかえれば、誰一人取り残さない持続

可能なまちづくりと言えます。そういう自治体、企業が増えること

で、大きな規模での持続可能な社会が実現するのではないかと思い

ます。  

   一昨年の 12 月定例会で、堀見町長からは、佐川町でもこのＳＤＧ

s の目標を大切な視点として捉え、佐川町らしい持続可能な幸せな

まちづくりのために、総合計画に掲げた各施策を実施をしていくと

いう表明をしていただいております。あわせて自治体ＳＤＧs のモ

デル事業の公募への応募もしていただきました。 

   ただ、残念なことに選定からは漏れたということでありますが、

応募したその事業については、今回の行政報告にも町長からござい

ましたが、地方創生交付金事業を活用して実施をするということに

なっているようであります。ＳＤＧs のモデル事業にしようとして

いた事業が継続をされることになったのはよかったことだという

ふうに思いますが。 

   ただ、少し気になっている点は、この選定から漏れたということ

で、このＳＤＧs 自体の取り組みが弱くなっていくのではないかな

あと。また弱くなっているのではないかなという点であります。こ

のＳＤＧs の取り組みは、持続可能なまちづくりを行っていくため

のもので、そのためのゴールとターゲットを定めて事業を行うとい

うのが本来の姿だと思っております。そういった点から言えば、モ

デル事業に選定されれば当然、交付金、補助金等がつくわけですが、

選定される、されないということは、本来の目的からいえば、実は

そんなに重要なことではなくて、いかに地に足をつけた事業を継続

的に本町の中で行っていくことができるかということだと思いま

す。 

そういう点からいっても、今、町長から今回、報告がありました

地域ぐるみふるさと学シティプロモーション事業、その以外のもの

も、１つでも多くのゴールとターゲットを定めて取り組んでいただ

ければというふうに思います。 

   そこで、今後のこのＳＤＧs の進め方について、どのようにお考
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えになられているのか、まず、お伺いをしたいと思います。 

町長（堀見和道君） 

   松浦議員の御質問にお答えさせていただきます。松浦議員がおっ

しゃいますように、ＳＤＧｓの視点というのは、幸せな佐川町をつ

くっていく上でとても大事な視点だというふうに思っております。

地域ぐるみふるさと学、教育の部分以外につきましては、もうずっ

と地方創生の事業で続けてきております自伐型林業の推進、この取

り組みをしっかりと継続をしていくと。持続可能な森林経営のあり

方をしっかりと構築をしていくということが大切だなあというふ

うに思っております。 

   また、今、町民課の所管の業務でありますが、一般廃棄物の焼却

につきましては、徳島県の上勝町が、大変モデル的な取り組みをさ

れておりますので、焼却ごみゼロに向けた取り組みを高吾北３町で

長い視点で、長期的な視点でしっかりと検討して取り組んでいきま

しょうということで、今、話をしております。 

   また、住み続けられる町づくりという観点から、今、さかわぐる

ぐるバスの運行も開始しましたが、しっかりと住民の皆様の移動の

足ということで、継続をしてですね、取り組んでいくということで、

皆さんの幸福度、移動の手段を可能なものにしていきたいというふ

うに思っております。 

   あと、福祉的な取り組みにしましても、安心生活支援センターで

すとか、地域支援ネットワーク、佐川町がしっかりと取り組み続け

てきた福祉的な取り組みもですね、誰一人取り残さないという視点

でとても大切だというふうに思っておりますので、今取り組んでい

る事業を確実にしっかりと継続をしていくということが大切だな

というふうに思っておりますので、また、御理解をいただければな

というふうに思っております。以上です。 

９番（松浦隆起君） 

   このＳＤＧｓの、ＳＤＧｓアワードという、いろんな全国の取り

組みをされている中から優秀な取り組みを表彰するというのが、

2018 年行われておりますが、今回のこのＳＤＧｓアワード、先ほど

町長がごみ処理のことを言われておりましたが、受賞された中の唯

一の自治体が、ちょうどそのごみ処理の取り組みで受賞をされてお

りましたので、ぜひ取り組みを進めていただきたいというふうに思

います。 
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   前回、質問の折にも何点か例を挙げさせていただきましたが、今

回改めてその中で２つ、もう一度提案をさせていただきたいと思い

ますが。 

   １つは、ユネスコスクールについてであります。前回も申し上げ

ましたが、ジャパンＳＤＧｓアワード 2018 の特別賞に輝いた八名

川小学校の校長さんであります手島さん、この方がこのＳＤＧｓに

おける教育の重要性について、17 項目の目標の中で、その中心にＥ

ＳＤ、エデュケーションの意義を忘れずに人を育てていくんだとい

うことを大事にしていただきたいと言われておりまして、このＥＳ

Ｄとは、持続可能な開発のための教育という意味であります。 

   その実践をしている取り組みが、ユネスコ・スクールになります。

継続してＳＤＧｓの取り組みを行っていくためには、職員の方も含

めて、町民の方にその意義を理解をしてもらい、また協力者になっ

てもらい、また後継者にもなってもらうということが大事な点であ

ります。 

   そしてその中心に、子供たちこそいていただかなければならない

と思います。平成 21 年の定例会において、このユネスコ・スクール

の参加を提案をさせていただいておりますが、少し時期が早すぎた

ためか、取り組みには至っておりませんが。前回も提案をさせてい

ただきました。この機会に、このユネスコ・スクールの参加にも、

ぜひ、取り組んでいただきたいと思います。 

   ２つ目は、食品ロス削減の取り組みであります。これにつきまし

ても１度質問をさせていただいておりますし、前回もお話をさせて

いただきましたが、まだ具体的な取り組みには至っておりませんの

で、改めてお聞かせをいただきたいと思います。 

   昨年 12 月に、国立国会図書館の調査シリーズの中で、食品ロス対

策の現状と課題と題するレポートが発表をされました。この中で、

自治体における食品ロス削減の取り組みが記載をされているよう

でありまして、少し抜粋をして紹介をしますと、消費者庁の取りま

とめでは、2017 年度は、全ての都道府県及び指定都市の中の約４割

の市区町村で食品ロス削減の取り組みが実施をされていると。取り

組み内容を類型別に見ると、住民消費者への啓発が 631 団体と最も

多く、子供への啓発・教育、これは 259 自治体、飲食店での啓発促

進が 214 自治体というふうに続いております。 

   自治体においての食品ロス削減の取り組みの例をいくつか紹介
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しますと、小中学校での食べ切りキャンペーン、また児童向けの啓

発冊子の作成、それから大型小売店と連携をして食品ロス削減イベ

ントというものの実施、それから外食時の食べ残しや家庭での食品

ロス削減に協力してくれる飲食店、食品販売店等と連携をした食べ

切り運動というものを推進しているというところであります。 

   2016 年 10 月には、自治体同士が情報を共有しながら、全国で食

べ切り運動を推進するための自治体間組織、全国おいしい食べ切り

運動ネットワーク協議会が発足をしております。同協議会には、363

の都道府県、市区町村が参加し、食品ロス削減の施策内容とノウハ

ウの共有、全国共同キャンペーンの実施等の活動を行っております。 

   以上、紹介させていただきましたが、今、国におきましても食品

ロス削減推進法案というものが、今国会成立を目指して出されてお

りまして審議をされているところであります。ぜひ、本町におきま

しても、具体的な取り組み、持続可能なまちづくりのための食品ロ

ス削減の取り組みを進めていただきたいと。 

   この２点について、お伺いをしたいと思います。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。ユネスコ・スクールの取り組み、Ｅ

ＳＤの取り組みですが、四国で熱心に活動されてる皆さんが佐川町

にもお見えになって、いろいろと話も聞かせていただきました。大

変すばらしい取り組みだなあというふうには感じております。 

   今、佐川町では、佐川未来学の構築に向けて今年度から、あと２

年間かけてですね、３年間かけて構築に取り組みをしてます。です

から、まず、教育の分野につきましては、あと２年のこの佐川未来

学の取り組みをまずしっかりとした後でですね、またユネスコ・ス

クールの参加も含めてですね、どうしたらいいかということは、体

系だった後にまた検討をしたいなあというふうには思っておりま

す。 

   あと、食品ロスの削減につきましては、これはもう佐川町も当然

取り組まなければいけない課題でありますし、これはもう地球規模

で取り組まなければいけないというふうに思っております。 

   やはり、日本のもったいないというこの言葉が、世界にもインパ

クトを与えましたが、佐川町としても、この食品ロスの削減の取り

組みについては、具体的に自治体として何ができるんだということ

をしっかり検討して取り組みを進めていきたいと考えております
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ので、また何か御提案がありましたら、いただけるとありがたいな

というふうに考えております。以上です。 

９番（松浦隆起君） 

   ぜひ、このユネスコ・スクール、それから食品のロスをぜひ積極

的に取り組んでいただきたいと思います。特にこの食品ロスについ

て、これから具体的に検討していただくということですので、やっ

ぱり町民の方を、このことを広報をして知っていただいて、また、

お店の方にも協力していただく。積極的に取り組んでいるところは

自治体では、そういう啓発ポスターをつくって各お店に張っていた

だいたり、各テーブルに三角柱で、前後 30 分は、例えば宴会の前後

30 分、食事しましょうという、その三角柱なり円柱を配布して各お

店に置いていただいて、声をかけていただくというような具体的に

目に見える形をまずは取り組んでいる。それから食品ロスで廃棄さ

れる前のものを、いろんな子供食堂であるとかそういうところで使

っていただく、そういうことを具体化しているところもありますの

で、ぜひ、具体的に、この質問が終わった今回の議会の後のいろん

な会で、30 分食べろうで終わるのではなくて、具体的に決めていた

だいて実施をしていただきたいと思います。 

   先ほども申し上げましたが、継続してＳＤＧｓの取り組みを行っ

ていくということには職員の方にこの取り組みの重要性を理解、ま

た納得もしてもらうということも重要だと思いますし、同時に町民

の方にもこのＳＤＧｓの考え方というのを知ってもらうというこ

とも大事なことだと思います。 

   国連のホームページには、持続可能な社会のために、ナマケモノ

にもできるアクションガイドというのが掲載をされております。ち

ょっと僕もプリントアウト、私もしましたが、これぐらいの、字が

細かくて見えませんが、いっぱい書いてあります。その中には、電

気を節約するであるとか、買い物にはマイバックを持参をするであ

るとか、それから職場で差別があったら声を上げよう、とさまざま

な例が挙げられております。 

   ＳＤＧｓ、この持続可能な開発目標は、日常生活のごく簡単な行

動からというふうに強調されておりますので、まさにこの考え方が

重要でありまして、ぜひ、このガイドブックを一度見ていただいて、

その内容も町民の方に広くＳＤＧｓということで、こういう取り組

みをということを広報していただければと思いますが、この点につ
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いて、今一度お聞きをしたいと思います。 

町長（堀見和道君） 

   御質問にお答えさせていただきます。いろいろと、本当に細かな

提案をいただきましてありがとうございます。具体的に、やはり進

めていくということが大事でありますので、町民課が担当課になり

ますが、町民課を筆頭にですね、教育委員会も含めて、関係部署あ

りますので、具体的な取り組みにしていきたいなというふうに考え

ております。以上です。 

９番（松浦隆起君） 

   先ほど食品ロスの話をしました。このＳＤＧｓ全体についてもそ

うですが、一人一人我々がそれぞれの立場で、主体的にこの課題に

取り組んで、町全体として社会全体として対応していく、食品ロス

であれば、食べ物を無駄にしないというその意識の醸成というもの

を定着を図っていくことが大事だと思います。誰一人取り残さない、

その佐川町の持続可能なまちづくりに向けて、るるお話しをしまし

たが、それぞれ積極的に検討、取り組みをしていただきたいこと、

お願いをしまして、本日の質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

議長（永田耕朗君） 

   以上で、９番、松浦隆起君の一般質問を終わります。 

   ここで、10 分間休憩します。 

 

   休憩  午前 10 時 15 分 

   再開  午前 10 時 25 分 

 

議長（永田耕朗君） 

   休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   引き続き、３番、西森勝仁君の発言を許します。 

３番（西森勝仁君） 

   おはようございます。３番、西森勝仁です。ただいまから通告に

従いまして一般質問に入りますが、この３月議会が平成最後の定例

会となります。私は昭和 23 年生まれでありまして、私たちの世代

は、後に作家の堺屋太一さんによりまして、塊の世代、とこう名づ

けられた、いわゆる第一次ベビーブームの塊の世代の１人です。 

   子供のころには、食べ物も少ない時代でしたが、それから飽食の
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時代と言われる現在まで、昭和、平成と生きてきた者としましては、

一抹の寂しさを感じるところではありますが、４月１日に発表され

ます新しい元号とともに、輝かしい未来に大きく心を弾ませている

ところであります。 

   それでは一般質問に入りますが、今回も住民の皆さんが普段から

疑問や不満に思っていること、また声なき声なども織りまぜてお尋

ねしていきますが、答弁漏れや変化球、あるいは隠し球がないよう

にお願いをいたします。 

   まず初めに、佐川町史、また佐川の人名辞典とも言うべき、わが

町の人びと、こうしたものの続編の発刊についてであります。 

   私は、先ほど申し上げましたように、昭和、平成と現在まで 70 年

間生きてきた者としまして、この時代の記録を後世に伝えていくこ

とは、今の時代を生きる者の義務と責任ではなかろうかと痛感する

ところであります。 

   現在、皆さんが利活用されている町史やわが町の人びとは、これ

は渡辺勉町長時代の昭和 55～56 年から 57 年ごろに発刊され、もう

ずい分長い年月がたっております。このときの編集にかかわってい

ただいた 20 人の編集委員さんも、現在御存命の方は２名だけでは

なかろうかと思っています。そして私たちは、この本を、折に触れ

まして利活用しているわけでありますが、この本の筆者の結びの言

葉といたしまして、足りないところが多々あるので、次の機会にさ

らに補足してよりよい内容の充実したものが再刊されることを期

待していると、こういうふうに結んでいるわけであります。 

   堀見町長も、こうした町史やわが町の人びと、あるいは文化財に

ついても、こういった本を勉強されていることではないかと思って

います。また、こうした書籍がなければ、西山の不動が岩の洞窟で

人間が生活始めて以来、１万年を超えるといわれるこの佐川の歴史

などは埋もれていくのではないかと大変、私は危惧していたところ

でありますが、幸い、本定例会の町長の行政報告にもありましたよ

うに、そして先ほどの松浦議員の答弁の中にもありました３年間か

けて、この佐川未来学、これの１つでありますふるさと力をつける

には、こうした本はなくてはならないと思いますけれども、町長の

御見解をまずお伺いをいたします。 

町長（堀見和道君） 

   御質問いただきましてありがとうございます。以前の一般質問で
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も答弁をさせていただきましたが、町史につきまして前向きに検討

したいというふうに考えております。以上です。 

３番（西森勝仁君） 

   前向きという、アバウト、漠然たる答弁だったと思いますが、今

の段階では、それしかできないということかもしれません。しかし、

一般の人もですね、この佐川町の歴史あるいは偉人に関心を持ちま

して、こうしたことをひもといていくことができるのは、もうこの

本以外にはないと思います。 

   また、佐川町はですね、古くから自他共に認める文教のまち、こ

ういうふうに呼ばれておりますけれども、これは私が思いますには、

名教館をそのルーツとしましてたくさんの偉人たちを輩出してい

ることが世間に認知されていることだと思っています。 

   皆さんも御承知のとおりでありますけれども、植物学者あり、港

湾学者あり、法学者、医学者、天文学者、文学者、本当にその枚挙

にいとまがありません。こうした人々の職責や功績などを学ぶにし

ましても、佐川町の人名辞典、こう言っても過言ではないわが町の

人びとがなければ、もう知ることはできないと思います。まさに役

立つことこの上なしであります。 

   当時、これらの編纂にかかわっていただいた人はもう、この佐川

町の歴史に通じていたいわゆる郷土史家と言われる方々でありま

したけれども。その人たちでさえも写真などの収集、あるいは執筆

活動に長い年月を要したものでありました。なかなか、一朝一夕に

できるものではありません。 

   そしてこうしてたくさんの人々の努力によって、やっと日の目を

見たものでありますが、その後というものは、時間の経過とともに、

資料というものはどんどん散逸していきます。今ある町史は、昭和

51 年ごろまでしか収録されていないと思っています。それから随分

長い空白があり、この間を知る人もどんどん他界しております。 

   しかし私は、今ならまだ何とか間に合うと思っています。私が職

員時代に、ぎょうせいだったか第一法規だったかは失念いたしまし

たけれども、そうした業者の方々と協議をしまして、また職員も配

置をしまして資料収集や、当時、中土佐町史が発刊されましたので、

その事例研究を始めた矢先ではありましたけれども、私は退職いた

しまして、またその職員も退職したということで、その後はどんな

ふうになっているかはわかりません。 
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いずれにしましても、先ほどから言っておりますように、後の時

代にこれを伝えていくことは、今の時代を生きる者の義務と責任で

はなかろうかと痛感するところであります。ましてや町長は、町の

最高責任者としてその義務と責任たるや、さらに大きいと思うとこ

ろですが、今、町長の答弁では検討するということですが、もう取

りかかってもらわんと、もう間に合わんじゃないかというふうに思

いますので、私はこの質問を９月に通告しておりましたけれども、

時間の都合上割愛して質問はしておりません。今一度、町長の御答

弁をお願いいたします。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。できましたら、西森議員が副町長時

代に、役場の庁議でどのような議論をされて合意をされて、今の職

員にどのように引き継がれていっているのか教えていただければ

というふうに思いますが、町史は私自身も、町の歴史を伝える、町

の人を伝えるという資料として大変大切なものだというふうに思

っております。町史を新しくつくるという前提において検討してい

きたいと考えております。以上です。 

３番（西森勝仁君） 

   検討してつくるという非常に前向きなお言葉をいただいたと思

います。これはありがとうございます。 

ちなみにですね、こうした町の歴史あるいはもろもろのものを後

の世代に伝えていく、こういったことがどういうふうにとり行われ

ているかと申しますと、この１月 31 日だったと思いますけれども、

高知新聞の記事にも「過疎の闘い 後世に」との見出しで、大川村史、

この追録が完成されたようであります。また先月 21 日の高新でも、

県、県史ですね、県史も半世紀ぶりに編纂に着手するということで

あります。県は、この理由としまして、本県の歩みを後世にしっか

りと伝え残すため平成の時代も踏まえた県史が必要になった、とこ

ういうふうに言っています。まさに佐川も同じことであります。資

料が散逸しないうちに、史実を知っている人が１人でも多くいるう

ちに、一刻も早い決断をお願いしたいところです。 

今、前向いてやろうというお言葉だったと思いますが、これも一

刻も早く予算措置もしながらですね、来年、再来年と言わずにやっ

ていただきたいと思います。そうしないとですね、やろうと思った

ときにはもう既に資料がないわ、また佐川の史実を知っている人は
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もう他界していないわ、こういうことになりかねません。早急に、

本当にお願いしたいと思いますが、今一度、御決断のほどをお聞か

せいただきたいと思います。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。繰り返しになりますが、町史を新し

くつくるという前提において、前向きに検討していきたいと考えて

おります。以上です。 

３番（西森勝仁君） 

   ありがとうございます。そのつくるには、担当課、あるいは担当

職員、こういったものを張りつけないと、これは町長のかけ声だけ

では、一つも前向いて進みません。幸い佐川町には前町史、わが町

の人びと、わが町の文化財、このころにかかわっていた最後の発刊

のころだと思いますが、かかわっていた再任用職員もおいでると思

いますし、優秀な再任用職員がたくさんいますので、こういった人

たちに、これに特化することはできんかもわかりませんけれども、

任命をしましてですね、ざんじ進めてもらいたいと思いますが、そ

の人的配置についてお伺いをいたします。いかがでしょうか。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。人事にかかわることになりますので、

この場での答弁は控えさせていただきますが、その体制も含めてど

ういうふうに進めていくか、どういうふうに検討していくか、しっ

かりと詰めていきたいと考えております。以上です。 

３番（西森勝仁君） 

   体制も含めて、予算も含めてということになろうかと思いますが、

検討していただけるということですので、早急にお願いしたいと思

います。 

   もう１件ですけれども、青山文庫、旧青山文庫が教育委員会にあ

るときにですね、このときに、それよりずっと以前から佐川の人々

の暮らし、こうした民具を収集していて、民具館を建設するところ

までは至っておりませんでしたけれども、この民具もですね、今、

収集しないと、もう納屋を壊した、昔の農家を壊した、こういった

生活様式も随分変わっておりますので、ああいったものは一般的に

不要とされるものでありますけれども、今だったら、まだあの収集

も可能ですが、その点。そして前に青山文庫に保管されていたああ

いった民具の多くは、今、どこでどうなっているのか、わかる方が
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おいでましたら、御答弁願います。 

教育長（川井正一君） 

   旧青山文庫にございました民具につきましては、現在、尾川のほ

うで保管しておりますが、その施設が少し老朽化してきましたので、

現在、その民具をまた別の場所に保管を移すということで、文化財

保護審議会の委員さんと協議しておりまして、きちっと、今後その

民具を保管できるような体制にしていきたいと考えております。 

   また、さまざまな民具が当然あろうかと思います。そういった点

につきましては、また文化財保護審議会の委員さんにもお伺いをし

まして、今後どのようにすればいいのかを考えていきたいと思って

おります。以上でございます。 

３番（西森勝仁君） 

   ありがとうございます。文化財審議委員さんともお話しをしてい

ただけるということでありますので、ぜひ、期待をしています。で

きるだけ早くですね、とりあえず集めることだけ、収集することだ

けでも一刻も早くしていただきたいと思います。 

   本当に、先ほども申し上げましたけども、生活様式も随分変わっ

て、家を建て直すとき、農家でもあの古い納屋なんかを壊しました

ら、多分もう全部処分されていくと思います。それで、林業に使っ

ていたもうものすごい畳１畳ぐらいある大きなのこぎり、そういっ

たものなんかは、今の時代にはもう邪魔でたまらんと思いますけれ

ども、のこぎりにしても、鎌とか、そういったいろんなもの、それ

からかまどの生活様式一式も含めて、こういったものは今やったら

まだありますので、文化財審議委員会で検討してもらって、可能な

限り早く収集、収集だけでも早くしていただきたいと思いますんで、

その辺、教育長の、もう１回お願いしたいと思います。 

教育長（川井正一君） 

   お答えいたします。定期的に文化財保護審議会の委員さんに集ま

っていただきまして会をやっておりますので、その中で今回、尾川

にある民具を移転する話も進めております。その際、合わせて文化

財保護審議会の委員の皆さんのお話を聞きたいと思っております。

以上でございます。 

３番（西森勝仁君） 

   ありがとうございます。次にですね、町長の政治姿勢とプライオ

リティー、つまり優先順位のつけ方、これについてお伺いをいたし
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ます。 

   特に、今回お尋ねする件はですね、県が今、加茂に予定をしてお

ります新たな管理型最終処分場、いわゆる加茂の産廃に関する町長

の言動等についてであります。 

   私の手元にですね、これが産廃に関する新聞の切り抜き約 50 枚

と、県からもらった資料であります。これに基づきまして、時系列

的にお伺いをしていきたいと思うわけであります。 

   まず平成 29 年、おととしの９月７日に、新産廃の候補地として

104 カ所が選定されております。そして５カ月後の平成 30 年、去年

の２月２日には佐川、須崎、香南の３カ所に絞り込まれたという新

聞の見出しがありましたが、まだこの時点では選考の理由、透明性、

こういったものが明確にされておりませんで、新聞にもこの透明性

確保が大事というふうに報道されておりました。そして、町民が知

ったのはこの日が最初でありましたので、異口同音に、降ってわい

た話、なぜ事前に地元に説明できなかったのか、あるいはまさに、

寝耳に水との声が上がりました。 

   そしてこの直後だったと思いますけれども、この候補地の首長２

人と堀見町長がテレビの取材に応じて談話している姿が放映され

ておりますが、香南市長は、香南市はもう既に自衛隊駐屯地、こう

いったものを受け入れているので、もうこれ以上、施設を受け入れ

る余地はないとし、また須崎市長も、急なことで驚いている。県か

ら詳しい説明を聞き選考過程を注視したいと、こういうふうに話し

まして、詳しいことはわからないと、こう言っているのに対しまし

て、テレビを見ていた町民は、何か佐川町長だけは浮き浮きしてい

るように見えた。もう決まっちゅうがやない、とこういう声が多く

あったわけであります。 

   このことは、後に、去年の 12 月 22 日の高新の報道にありました

ように、候補地が３つに絞り込まれた時点で、町長として、政治家

として腹をくくった。こう言っていますので、これは、３つに絞り

込まれた時点というのは１年前。これとつじつまが合うのではない

かというふうに思っています。 

   先ほども言いましたけれども、ほかの２人の市長は、詳しい説明

を聞いてから。こういうふうに言っているのに対し、もうこの時点

で受け入れたと同じことじゃないかと、私も後で思いました。 

   また、去年の３月議会でも、橋元議員の質問に対しまして、選考
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作業は公平公正、科学的に進められており、選定方法に異論はない。

こういうふうに言っているわけであります。 

   しかし私は、こうしたことをトータル的にですね、イメージして

みますと、どうも、例えは悪いかもわかりませんけれども、子供が

神棚の前に座って、ぼた餅が落ちてくるのを今か今かと心待ちにし

ていたようにさえ思えるわけであります。 

   こうした町長の言動に対しましては、多くの町民が不満に思って

いる、あるいは疑問に思っていることと思います。さらにまた納得

できないことが非常にあります。私は、こうした町民が普段からこ

の件について思っていることにつきまして、順次お尋ねをしていく

ところであります。 

   まず初めに、町長は、候補地が３つに絞られてから、県と二人三

脚で丁寧に住民に説明していく、こういうスタンスをとっている中

でありましたけれども、平成 30 年、去年の 12 月６日に県議会が開

会されまして、知事は、新産廃の最有力地は加茂であると、こうい

うふうに表明をしております。 

   しかし、最有力地ではあるけれども、まだ決まったわけではない。

そして新年の念頭の挨拶の中でも町長は、まだ決まったわけではな

い、こういう念頭の挨拶をしていたと思います。私は、12 月の一般

質問の中でも、これから丁寧に、住民説明会が行われ、おおむね住

民の理解が得られた時点で、この時期が多分、私は１月か２月ごろ

になりゃしないかと。そしてこのころに本決まりになるのではない

かというふうに思っておりました。 

   そして、去年の 12 月 12 日の高知新聞にも 24 日と 26 日に住民説

明会を開く、こういうふうに載っておりまして、また下川議員の一

般質問の答弁でも、町長は、あの施設は迷惑施設ではない、３候補

地に選ばれた時点で腹はくくったが、地元の不安や心配の声を受け

とめ丁寧に説明する努力をしていく、とこういうふうに答弁をして

いたと思います。 

   しかし、住民説明会の前の 12 月 22 日の高新に、選定の透明性を

評価し、これで納得したということだと思いますが、受け入れ宣言、

これをしたと載っています。これは、先ほど私がイメージしたとき

に申しましたけれども、町長にとっては、心待ちにしていたことな

ので、早く決めてほしかったのではないかと、こういうことかもわ

かりませんけれども、町民の多くは「説明会の前にどうして決定し
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たが。住民説明会で何ぼ反対の声が上がっても、もう後戻りできな

いような状況をつくりたかったがと違う」と言っておりましたけれ

ども、私も、当たらずしも、そう遠からずかなと、こういうふうに

思ったことでした。 

   この受け入れ宣言、こういったものは公正公平、こういったもの

をモットーとする新聞の記事でも住民説明会前の受託宣言は、フラ

イング気味ではないかというふうに報じられていたとおりであり

ます。 

   さらに疑問に思うのは、21 日に副知事が受け入れ要請に来たとあ

りましたが、なぜ、このときにですね、24 日、26 日に住民説明会を

予定しているので少し待ってください、どうしてこう言わなかった

のか、あるいは言えなかったのか。また普段は、町民とはアポなし

では面会しないとこう言っている、原則的かもわかりませんけれど

も、会わないと言っている町長が、なぜ、急な日程で会うことにな

ったのか。急な設定をしたのか。あるいは、こちらから頼んで来て

もらったのか、まずこの２点についてつじつまが合うような、理解

ができる御答弁をお願いします。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。私の名誉にかかわることですので、

この場で、議会だよりにつきましては、しっかりと事実を伝えるよ

うに取りまとめをしていただきたいなぁというふうに思います。 

きょうは、住民の皆さんも傍聴に来ていただいてます。私の真意

に反することを朗々と述べていただきましたが、私は決して、浮き

浮きなんかはしていません。それはわかりますか。ぜひ、訂正をし

てもらいたいなというふうに思います。 

去年の３月の時点で受け入れたと言ってもいい、そういう判断を

してたんじゃないかという話がありました。そんなことは全くあり

ません。私は、県の決定に対して、真摯に受けとめます、と。ただ、

住民の皆さんは不安に思われてる方、心配されている方もいらっし

ゃいます。丁寧に対応していただきたい、説明をしていただきたい、

このことだけ言い続けました。 

マスコミは、決めつけた書き方をしてある、そういう場合があり

ます。私が、県の決定を真摯に受け入れます、と言ったことを、あ

たかも施設を受け入れたというような書き方をします。そのことは

この場でもってしっかりと住民の皆さんにお伝えしたいというふう
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に思っております。議会の後の懇親会の場だったと思いますが、西

森議員も、町長の決断よかったね、というふうに言っていただいた

というふうに思っております。なぜ、こんな質問をされるのか、私

にはわかりません。 

   ただ私は、いつも佐川町のためを考え、佐川町民の幸せのためを

考え、町長としてすべき決断をしている、その覚悟で仕事をしてお

ります。ぜひ、御理解をいただきたい、そのように思います。以上

です。 

３番（西森勝仁君） 

   町長から、訂正をせよということでありますけれども、私は住民

の声として、住民が町長が佐川の町長だけはテレビの姿を見て浮き

浮きしているように見えたと言っていますので、そのとおり言った

わけでありまして、私が、町長浮き浮きしゆう、こういって住民に

１つも言うたことはありません。 

   また、そして新聞のことでありますけれども、新聞というのは、

町民はほかに知りませんので、報道された内容につきましては、私

は、額面どおり受け取ると思います。週刊誌あるいはゴシップ、こ

ういったものでありましたら、それはさらりと受け流すでありまし

ょうけれども、公的な新聞、ほとんど佐川町民の恐らく７割、８割

は高知新聞だと思いますが、もうこれ以外に、それかテレビのニュ

ース、これで知るか、情報を得られることにつきましては、本当に

額面どおり受け取りますので、町長は新聞が過大な報道するとかい

うことも言われましたけども、私はそういうふうには、よう受け取

りません。 

   訂正は当然するわけではありませんが、続いていきます。あくま

でもこれ、私が言ったのは町民の声として伝えているわけですので、

そのあたりは認識を改めていただきたいと思います。そして、24 日

から、12 月の 24 日のことですけれども、かわせみで住民説明会が

スタートしたわけでありますが。加茂の女性の自治会長だと思いま

すけれども、皆さんの意見を聞いてきたよ、と。８割の方が産廃に

反対じゃったと。そしてまた、これは新聞に載っちょった、先ほど

言いました町長が腹をくくった、これはどういうことぞねと質問を

しておりましたけれども。答弁らしき答弁はなかったように記憶し

ております。 

   そこで、お尋ねをいたしますが、この自治会長が言うように、腹
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をくくったとはどういう意味か、明確に答弁を願います。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。佐川町加茂を含め３カ所が最終候補

地として県から発表された中で、最終的に佐川町加茂が最有力と、

もしなったときには、佐川町として、町長として覚悟を持って、こ

の事案に臨まなければいけないなという思いで、腹をくくったとい

うふうに言わせていただきました。以上です。 

３番（西森勝仁君） 

   ３つに選ばれたところで、覚悟を持ってこの事案には対応してい

かなければいけないというふうに思ったということでありますが、

新聞に報道された、腹をくくった、これは言うたか言わんかは私は

定かでは、知りませんけれども。先ほど言いましたように、下川議

員の答弁でも、あの施設は迷惑施設ではない、こういうに言ってい

るわけでありますけれども。迷惑施設と思わなければ、腹をくくっ

たという表現はしないんじゃないかと思います。この腹をくくった

という意味を、いい意味で使う表現がありましたら、御教示願いた

いと思います。 

   私は、この時点で、つまりこの２月１日、３つに絞られた時点で、

町民からどんな反対が起こった、あるいは反対運動が起こっても、

絶対にひるまずやり遂げようと心に決めたと、これがやっぱり、そ

の腹をくくったという言葉の使い方ではなかろうかというに思う

ところであります。 

   私の 12 月の定例会の一般質問答弁の中にも、日高の村の駅にも、

県の振興策の補助金が入っているというて町長は答弁をしてくれ

たわけでありますけれども、これも、これは私が勘ぐるわけであり

ますが、町長はもうそのごろから振興策、今は何もないというて、

この間もまだ白紙の状態と言っていましたけれども、日高の村の駅

に県の振興策の費用、補助金が入っているか、私もそれは定かでは

ありません、知りませんけれども、町長がそういうに言っていまし

たので、その時点からそのメニューについて町長の脳裏には多少な

りともそういったものがあったんじゃないかというふうに思いま

すが、この腹をくくったという真意、そして日高の振興策について、

いろいろ知っていますが、何かイメージしているものがなかったの

か、そして現在、どうなっているのか。このあとも下川議員が加茂

の振興策についてお尋ねをするようでありますが、今の心境、その
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気持ちについてお伺いをします。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。西森議員は、きっと、この処分場、

佐川町が候補地となったということに対しても、反対をきっとされ

ているんだろうなというふうに思いますが、私の真意は先ほど述べ

たとおりであります。振興策につきましても、現時点でまだ白紙で

ございますので、この場で答弁する内容はございません。以上です。 

３番（西森勝仁君） 

   答弁はいただけないようですけども。私は、町長が言いますけど、

後で言おうとは思いましたけど、この産廃問題に対しまして、決し

て反対をする意味から言っているのではありません。町内、あるい

は加茂、この辺りの住民の声を素直にお届けし、そして町長の考え

を聞いているところであります。 

   そして続けていきますが、26 日には加茂地区住民センターで説明

会が行われたわけでありますが、このときの状況について、副町長

あるいは町民課長から、その会場の空気、出た質問、疑問、こうい

ったものについて何か報告を受けていることがあれば御答弁願い

ます。 

町長（堀見和道君） 

   報告は受けております。いろいろ、不安な声、心配な声、そうい

う声がありましたということで、報告受けております。以上です。 

３番（西森勝仁君） 

   不安の声とか、そういったものが出ましたので、そういった報告

は受けたというふうに了解をいたしました。そして、住民はですね、

あの会の冒頭に副町長は、町長は出張している、とこういうことが

言われました。この大事な会に町長が出席していないのはなぜか。

また、この頼りたいときに町長はおらんじゃいか。そしてまた、県

の説明を聞いていきますと、津波対策が大事じゃったと言うけんど、

やっぱり最初から加茂ありきじゃなかったがかよ、と。大変厳しい

意見が出ていました。 

   町長はこの住民説明会を、どう認識されていたのか。県と二人三

脚で説明し、住民の理解を求めていくと明言はしていた中で、これ

が何ぼ県の事業といっても、今、佐川町にとっても、町長にとって

も、何よりも最優先されるべき懸案事項だと思いますが、いかがで

しょうか。 



98 

 

   また、会に参加した方々、こういった、女性も結構多かったわけ

でありますけれども。帰り際にですね、副町長が来たいうたち、知

らん人が来ても役に立つかね。町長が来んのはまた怒られるきに逃

げたがじゃなないか。こんなような声もありました。さらに、一番

多かったのは、町長が来れんかったら日を変えるべきじゃないがか

よ、とこういうふうに言っておりました。そう言われても仕方がな

い。当然のことかとも思います。私も、この住民の声を聞いて、24

日のかわせみの説明会のときでも、相次ぐ質問があったので、ここ

加茂の本丸では、もっと厳しい質問や尋問が予想されるため、やは

り逃げたのかなあ、こういうふうに思ったところであります。 

   住民の皆さんが言うように、この大事な会に出席せんで事が足り

るかよと。私もこんな感じでありました。今、佐川町にとりまして、

この加茂の産廃問題は、最重要懸案事項だと思っています。産廃問

題につきましては、隣の日高村では、村を二分したり、リコール、

あるいは住民投票にまで発展しています。この大事な説明会を欠席

する重要な公務とは、どこに、何の用があったのか、お伺いをいた

します。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。怖くなって逃げたということではな

くてですね、この処分場の事案も町としては大変重要な事業であり

ますが、そのほかにも佐川町全体の経営を行うに当たってですね、

やっぱり重要な仕事があります。 

私は、12 月 24 日しか参加できませんでした。26 日はもう最初か

ら、どうしても都合がつきませんと、で欠席をします。そのかわり

副町長に必ず出席をしてくれという話をしました。２月にあった８

回の説明会は私は全て出席をしております。怖くなって逃げた人間

であれば、きっと２月の８回の説明会も逃げるんではないかなあと

いうふうに思っておりますが、私は、２月の８回の説明会は全て参

加をさせていただきました。 

26 日の業務につきましては、東京で、福祉自治体サミットという

のがありまして、佐川町にも導入をしたい、福祉にかかわる大切な

勉強会がありました。その後、ことしになりまして、大学の先生に

も佐川町に来ていただいてですね、その取り組みを今後進めていこ

うというふうに考えておりますが、福祉分野のどうしても大切な業

務がありましたので、それは前々から決まってた業務でありました
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ので、東京のほうに行って仕事をしておりました。以上です。 

３番（西森勝仁君） 

   今、お答えがありましたように、確かに福祉自治体ユニット首長

連絡会、これに出席していたと思います。あの会、加茂の説明会の

翌日にですね、私がたまたま用があって役場に行きましたところ、

廊下でばったり副町長に会いましたので「きのうは、夕べは怒られ

て大変やったね」とこういうふうに話しかけますと、人のよい副町

長がにこにこしながら「私が怒られて済むばあなら」と気の毒に恐

縮をいたしておりました。私が「どこへ行ったがぜよ」と聞きます

と、「福祉自治体会議」と言うものですから、私思わず「何、あんな

会は町長が行くようぶかよ、担当課が行きゃあ上等ぜよ」と。「そり

ゃどうも博報堂との忘年会でも行ったがじゃないかよ」こういうふ

うに言ったわけでありますが。そしたら、副町長は知らん、当然知

らんと、こういうことでした。 

   もともとあの福祉自治体ユニット首長連絡会、この会に加入した

いきさつはですね、当時の町長がみずから、私は土方、こう言って

はばからなかったように、土木分野が非常に長かったわけでありま

すから、私も、町長が福祉部門のこういったジャンルももうちょっ

とレベルアップ、グレードアップしてはどうかという思いから、当

時の西伯の坂本町長に頼んで、声をかけて誘ってやというて誘って

もらったものでありまして、前町長も都合がつくときには出席して

いたと思います。 

   これは今、大体 90 ぐらいの自治体が加入していると思いますけ

れども。この会は、役員会以外はですね、担当者も当然、出席して

勉強できる会なはずです。この前は役員会ではありません。そこで

お伺いしますが、町長の物事の序列のつけ方、あるいは優先順位の

決め方について、よもや好き嫌いあるいは思いつきで決めていると

いうことではないと思いますが、序列のつけ方について御答弁願い

ます。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。決して思いつきで序列をつけてると

いうわけではございません。以上です。 

３番（西森勝仁君） 

   そういう答弁にしかならんとは思いますけれども。しっかり状況

を見据えて序列をつけていただきたいと思います。 
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   ここで少し副町長にお尋ねをいたしますが、町長から東京へ行く

と言われたとき、なぜ、あの加茂の大事な住民説明会があるのに、

これは町長が行ってもらわんと始まらん、私らで行ったって事にな

らん、こういってとめなかったのか、いかんもんはいかん、ノーは

ノー。こうして言いにくいことも言うのが副町長の仕事ではなかろ

うかと思いますけれども。副町長の思いがありましたら、御答弁願

います。 

副町長（中澤一眞君） 

   お答えいたします。昨年の 12 月のその説明会の日程が決まりま

したこと、これは正直、私どもにとっても非常に唐突なことでござ

いまして、県と調整をする中で、できるだけ早くに地元に説明をし

たいという県の思いもございました。そんな中で日程を調整する中

で、今のような状況が生まれたわけです。 

   今思えばですね、私のほうからそういう御指摘のあったような御

意見を申し上げるということもあったかと思いますけれども。それ

以降、当初から私どもが申し上げておりましたのは、１回２回説明

をしてそれで終わりと。単に説明を、それが説明を尽くすことには

ならない。住民の意見をしっかり聞いていただいて、それに対して

しっかり答えをしていただく、そのキャッチボールも繰り返しやっ

てくださいということを当初から申し上げておりました。 

   ですので、確かに町長が全て出席するということは、それは望ま

しいことかもしれませんけれども、その１回だけではないという判

断も一方にございまして、私のほうからそのような御意見を申し上

げることをしなかったということでございます。 

３番（西森勝仁君） 

   私が今言いましたことに単刀直入で答弁することはできないか

もわかりませんど、雰囲気としましてですね、町長の言われたこと

に対して、御無理ごもっとも、こういったことが普通になるようで

したら、私は６月議会だったと思いますけれども、言いましたよう

に、もうそこにはアンデルセンの童話の世界になりやせんかよとい

うことを申させていただきました。 

   今月１月４日の高知新聞だったと思いますけれども、中央大学の

名誉教授の佐々木信夫さんが市町村長、首長でありますが、４期以

上で裸の王様になるとこういう記事を載せていたわけであります

が、これは、人事が硬直し、自分にとって都合のよい情報だけが届
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く裸の王様となりまして、弊害のほうが大きい、とこういうような

記事でありましたが、堀見町長はまだ６年目であります。私が先ほ

ども言いましたように、６月議会でも耳の痛いことにも真摯に耳を

傾けてもらいたい。裸の王様、あるいは茶坊主の館にならないよう

にお願いをしたいわけであります。 

   昔、田中真紀子さんが、外務省は伏魔殿などと言って物議を醸し

ておりましたけれども、こんなふうにならないように、職員の皆様

にもしっかりとお願いをしておきたいと思います。 

   そして２月 18 日の高知新聞によりますと、17 日の長竹公民館の

説明会、町長は先ほど、８回全部出たよということでありますが、

私も尾川でお会いをいたしました。この会の冒頭に町長が陳謝した

とありました。これは、恐らく 12 月の 26 日の会に欠席していた。

このことなんかも含めて、断りを入れにゃ会にならん、こういう状

況が発生する恐れがあるので会の冒頭に陳謝した、こうじゃないか

と思います。 

   新聞によりますと、腹をくくった、あるいは決して前のめりでは

ない、天地神明に誓ってもそんなことはない、県と二人三脚でやっ

ていく、こうしたワードやフレーズが並ぶわけでありますが、今の

町長の言動ではどうもちぐはぐで、皆さんが、違う、とこう言って

いるとおりじゃないかと私も思います。 

   だから、住民の感じとしては、言いゆうこととしゆうことは違う、

こういったことに映っているんじゃないかと、感じているんじゃな

いかと思います。このことにつきまして、町長自身はどうお思いか、

御答弁を願います。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。いろいろ、私の政治姿勢とかですね、

プライオリティーについて御意見いただきました。私も、西森議員

が副町長時代、何を優先してですね仕事をしてきたかということに

関しては、職員からたくさん聞いております。ぜひ、西森議員にも、

副町長時代のプライオリティーについて教えていただきたいなあ

というふうに思っておりますが。 

私は、長竹の説明会につきましては、住民の皆さんから書面でい

ろいろ意見をいただきました。その書面に対して、やはり私が１人

の人間としてまだまだ未熟だなあと、町長としてまだまだ未熟だな

あと素直に思うところがありまして、そのことについて住民の皆さ
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んの思いを十分受け取ることができませんで申しわけございません

でしたというところからスタートさせていただきました。 

私が言ってることとやってることが、それ違うんじゃないかとい

うことは、この件についてもこれまでの５年ちょっとの私の町長の

仕事の中でも、私にそういうことを言われたことはですね、ほとん

どありませんので、今回の件につきましても、言ってることとやっ

てることが違うよということを言われたことはございません。以上

です。 

３番（西森勝仁君） 

   町長のそばには、そういったことは耳に入ってこんと、こういう

ことだとは思いますけれども。それはそれでええも悪いも、それし

かないわけですので。 

   ところで、私の副町長時代のことをちょっと触れていただきまし

たけれども、町長と副町長とはもう全然違います。それはもう、極

端に言うたら、副町長は一般職。特命事項がない限り、自治法に定

められた特命がない限りは動けません。それは町長が、私が何を優

先したか、自分で、副町長に優先権はほとんどありません。そのこ

とは言っておきますが。 

   次にですね、ついこの間でありますけれども。ある方が私のほう

にやってきまして、あの加茂の産廃はどうなりゆうがぜよ、と。こ

ういうふうに聞きますので、私は県からもらった説明資料や新聞の

記事などをもとに説明をしましたが、どうもその口調は私に対して、

なぜ反対せんがぜよ、とこういうような口調でありましたので「そ

れを私に何で言うがぜよ」と。「それを言うならあんたらのグループ

に言いや」と私はこう言いました。そうすると「ほんなら原発のご

みでも何でも持ってきたらええじゃいか」とこういうことでした。

この人の真意というものは私は知りたくもありませんし、知る余地

もありませんが、この人の真意を知りたい、あるいはこういう人た

ちに説明して理解してもらいたい、こういうことであれば、私は、

いつでも御案内します。いつでも言っていただいたらと思います。 

   またもう１つ、ついでに町長の耳には入ってない、入っちゅうか

もわかりませんけど、恐らく今の答弁を聞いたら入っていないから

言っておきますが、ある人が、これはまぁ町長シンパの方でありま

すけども、私のほうにやってきて「西森さん、町長へ今度言うちょ

いて」と。「何をよ」と言いましたら「せんでもえいものはどんどん
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進める。やってもらいたいものは全然進めん、ちっとは尻をたたい

ちょいてや」とこういうことでした。私は、何をか言わんやであり

ますが、とりあえずお伝えをしておきます。 

   なお、先ほども私申し上げましたけども、私はこの加茂の産廃施

設に反対しているものではない、こういうことをはっきり申し添え

て、この質問は終わります。 

   次に行きたいと思います。次に、地方創生事業についてお尋ねを

するところであります。 

   この事業につきましては、平成 26 年 12 月議会におきまして下川

議員のまち・ひと・しごと創生に関する質問の中で、町長は条文を

読みながら、こう答えています。「佐川町にとってものすごいチャン

スがやってきているじゃないか。私は行政経験はないが、会社経営

をやってきた。地方創生事業に全知全能をかけて取り組んでいく。

そして起業家を生む起業塾の開設につなげていきたい」とこういう

ふうに並々ならぬ決意と抱負を表明しているところでありますが、

あれから４年余り過ぎますけれども、その取り組みの実績はどうな

っているのか、細かい数字につきましては後ほど担当課長からお伺

いすることとしまして、まず町長から、この足かけ４年余り、全知

全能をかけて取り組んできた成果とは何か。また起業家を育む起業

塾の開設とは、具体的にどんなもので、その進捗状況はどうなって

いるのか、御答弁願いたいと思います。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。自伐型林業を核としたものづくりに

よる地域活性化事業ということで、まず地方創生事業に取り組んで

いきました。今、自伐型林業の取り組みにつきましては６年目を迎

えておりますが、林野庁からも、新しい森林管理法の中で自治体の

取り組みとしては全国のモデル的な取り組みだということで評価

を受けておりますし、県のほうからも、この取り組みをほかの自治

体にも教えてほしいということで、講演を依頼をされたりですね、

あと視察にも来ていただくということになっております。 

   起業塾というものに関しましては、具体的にこれが塾だというこ

とで塾として立ち上げはしておりません。ただ一人一人起業をする

若者、相談は受けてですね、今、話をしているところです。なお詳

細につきましては、チーム佐川推進課の岡﨑課長から説明をさせま

す。 
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チーム佐川推進課長（岡﨑省治君） 

   私のほうからは、西森議員の質問の中でですね、地方創生推進事

業についての実績を、回答をさせていただきたいと思います。 

   地方創生交付金については、当初 100％の充当事業ということで、

平成 26 年度の補正予算、実質的には平成 27 年度からの実施になり

ますけれども、佐川町でも取り組んでおります。 

   ここ近年、平成 28 年度ぐらいからはですね、地方創生推進交付金

という名前でですね、充当率が 100％から２分の１、50％に引き下

げられております。その中で、今年度まで取り組みを進めている実

績をですね、お話しをさせていただきますと、まず最初町長が申し

ました自伐型林業を核とした雇用創出と地域活性化事業、これ具体

的には自伐型林業とあとものづくりの推進事業に当たりますが、こ

れが平成 26 年度の補正、実質は 27 年度から本年度 30 年度までで

すけれども、事業費、総事業費としては１億 8,500 万円程度。その

中で、地方創生交付金の充当額といたしましては、１億５千万円程

度いうことで、残りの一般財源が 3,500 万円程度ということになり

ます。 

   あと大きなものでいきますと、観光の分野でですね、仁淀ブルー

を活用したＤＭＯ観光づくり、観光地域づくりの連携事業というこ

とで、具体的な内容については、仁淀ブルーの観光協議会に対する

負担金と、あとはＪＲ西佐川駅の改修を行いましたが、それの工事

についても充当してます。 

   これが、平成 28 年度から 30 年度まで、仁淀ブルーの負担金につ

いては平成 33 年度、平成でいきますと 33 年度までの事業になりま

すが、本年度までの実績見込みのベースでいきますと、事業費が

2,880 万円程度。そのうちの地方創生交付金の充当額として 2,060

万円程度いうことになります。残り一般財源としては、おおむね 800

万円程度が一般財源ということになります。 

あとはですね、工事費の関係になりますけれども、斗賀野地区の

集落活動センター、これの建設工事についてもですね、これ名前は、

地方創生拠点整備交付金という名目になりますが、これも地方創生

交付金の一種です。平成 29 年度に実施をいたしまして、事業費につ

いては１億３千万円程度、その内の充当額、これ２分の１、おおむ

ね２分の１になりますが、6,440 万円程度ということになります。残

りの半分、約半分が一般財源ということになります。 
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あとは、実績は出ておりませんが、本年度からですね３カ年の取

り組みとして、先ほどから出てますが、地域ぐるみのふるさと学と

シティプロモーション事業ということで、事業費ベースでいきます

と 4,150 万円。３カ年で。充当額は２分の１の 2,075 万円という形

になります。 

大きな事業としてはそういった事業になります。なおですね、一

般財源のうち８割がですね、地方交付税措置をされるということで、

これは特別交付税、普通交付税合わせて一般財源の８割が地方交付

税措置をされるという国の基準といいますか、いうことで財政運営

をさせていただいております。 

以上が中身についてでございます。 

３番（西森勝仁君） 

   ただいま事業の概要につきまして御説明をいただいたわけであ

りますけれども。この実績につきましては、過去３回ほど森正彦議

員も質問をしております。それは、この佐川まち・ひと・しごと創

生総合戦略、これに照らして質問をされたと思いますけれども、本

人が言っていますように、ようというわけではないけんど、わかっ

たよ、と。私もいまいちよくわからないところでありますが。 

この事業につきましては、地方創生法第７条によって財政上の措

置は国がするとされていると思います。今、説明がありましたよう

に、一財の分の８割は特交のルール分、ここに入ってくると思いま

すけれども、純然たる持ち出しは一財の中でもその 20％程度と。こ

れはそう大した金額ではないというふうに思っております。 

また、この交付金の交付期間、これは開始からおおむね５年とい

うことになっておりますので、今 30 年度までというて説明を受けま

したが、これは理解できますし、森正彦議員の一般質問の答弁の中

にも、当時の副町長が５年が勝負、こういった答弁をしているとこ

ろでありますので、５年を過ぎたら交付金がもらえなくなる。この

事業を進めていくとなると、これ一つお伺いをしますが、これ、特

交でやっぱり 80％以上もらえるものなのか、これをまず１点お伺い

をしておきますが、この実績報告、これにつきましては、地方創生

推進交付金制度要綱第 12 条に定められておりまして、ずっとこれは

報告をされていると思いますが、いずれの機会にですね、このちょ

っと詳しいやつを入れていただきたいと思います。 

   今、御説明いただきましたＪＲ西口、仁淀ブルー、あるいはずっ



106 

 

と前に始めました町の総合計画、商品券、集落活動センター、あっ

たかセンター、子育て支援、こういったものについては理解をして

おります。 

   自伐の関係にもついて説明をいただいたわけでありますけれど

も、私がちょっと計算しているところとはちょっと違いますが、ち

ょっと精査をしてみたいと思います。 

   この中で、自伐型林業にですね、この４年間、５年分を今御説明

をいただきましたが、スタートから４年間で約７千万円くらいが要

っていると思います。29 年度には、自伐型林業作業車、これのレン

タル事業としまして１千万円、一般財源からつぎ足しているわけで

ありますけれども。これは２年間にわたって 500 万と１千万ちょっ

とですが、トータルで１千万くらい。これはどうして、これ今も聞

きましたように、純一財は２割程度になるのか、お伺いします。ブ

ランド構築事業として２年間で１千万と 540 万、大体 1,500 万支出

しているわけでありますが、これの実績というものは、どういうふ

うになっているのか、お伺いをいたします。 

チーム佐川推進課長（岡﨑省治君） 

   お答えいたします。まず、地方創生交付金の交付のもととなりま

す総合戦略ですけれども、これは平成 30 年度、今年度ですね、今年

度が最終年度ということになります。ただし、国のほうでもですね、

次期の総合戦略に向けて、国のほうは第２期といいますか、そうい

うところの構想を立てているということでございます。 

   県と市町村についてもですね、来年度、その第２期の総合戦略に

ついて検討していくようにということで、県のほうからもですね先

般、説明があったということで、この総合戦略については５年間の

くくりでありますけれども、次期計画も構想の中に入っているとい

うことでございます。 

   個別の事業についてはですね、取り組んでいる自伐型林業、それ

からものづくり推進事業、これについては先ほど西森議員おっしゃ

った金額でですね、実績を上げております。ですので、地方創生推

進交付金２分の１の充当の残の一般財源の８割は地方交付税で措

置をされるということの認識でございます。以上です。 

３番（西森勝仁君） 

   ありがとうございます。一般町民が好むと好まざる事業もあると

思いますが。あんなところにあんなにお金を、税金を使うてたまる



107 

 

かという人もおります。そこで、先ほどお尋ねしたわけであります

が。５年間が済んだときに、町民の税金で賄うていかんなったら大

ごと、こんなような感じで受け取っている方もおりますが。これは、

これを払拭するためには８割以上は特交で返ってくる、こういう説

明をしても間違いないのか。ちょっと確認をさせていただきたいと

思います。 

チーム佐川推進課長（岡﨑省治君） 

   お答えいたします。先ほども申しましたが、事業費のうち町の負

担分といいますか一般財源のうちの８割は国から地方交付税措置

がされるということで、実際の持ち出し分としては２割と。その一

般財源の分の２割ということでございます。 

３番（西森勝仁君） 

   ありがとうございます。この交付税、これだけコンピューターが

発達した時代でありますから、入っちゅうか入ってないかはもうわ

かりゃせんろうかとは思うわけでありますが。前は、もう 30 年そこ

らも 40 年くらい前は、県が入っちゅう、ここへ入っちゅうていうた

ら、もうひもときようがなかったわけですけれども。今やったら、

ものすごくコンピューターが発達していますので、ここへ何ぼ入っ

ちゅう、こういうふうに計算できるのかできないのか、お伺いしま

す。 

総務課長（麻田正志君） 

   お答えさせていただきます。普通交付税のほうにつきましては、

普通交付税の算式等ございますので、その算式の中で計算が町のほ

うでできるということであれば、その数字についてはできると思い

ます。 

   ただ、この中にいくら入っておるという、その基準の額自体を国

が定めてる場合は、ちょっと町のほうでわからない場合もあります

ので。あと特別交付税につきまして、ルール分等につきましてはこ

のような金額で、こちらのほうは要望いたしますけれど、最終的な

決定自体は普通交付税を出した後の特別交付税の予算の中で県が

県内全体の特殊事情を鑑みて計算するということになっておりま

すので、こちらのほうから出した要望額ということは把握はできる

とは思います。以上でございます。 

３番（西森勝仁君） 

   おおむね了解をいたしました。時間もあんまりありませんので次
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にいきます。 

   平成 31 年度の当初予算でありますが、予算規模としましては昨

年より２千万ちょっとぐらいが減っているということであります

が、私がこの内容を見る限りですね、特段、もう目玉的というか、

そう大した特徴があるようには思えませんが、いや、そんなことは

ない、ここがこういった目玉がある、あるいは、これは町民生活あ

るいは暮らしに役立つ予算、こういうものがあれば教えていただき

たい。 

   また、昨年の 12 月議会で町長は、防犯カメラの設置について、15

基つけてくれると答弁がありましたが、ことしの当初予算を見てみ

ますと、総務管理費の中に防犯カメラ設置の工事費として 255 万８

千円が計上されていると思いますが、これは何基分で、どこに設置

する予定か、また、私は、多分あれをつけるとしたら１基 80 万くら

いかかると思いますので、全部つけたら 1,200 万くらいかかるんじ

ゃないかというふうには思っておりますが、また、これが何基分か

わかりませんけど、補正対応するような予定はあるのか、予算のこ

とは予算審議で聞けばいいという方もおられるかもわかりません

けど、質疑は３回しかできませんので、一般質問でお尋ねをすると

ころです。御答弁願います。 

総務課長（麻田正志君） 

   それでは、最初に、防犯カメラの当初予算に計上されております

防犯カメラの分につきまして、お答えのほうさせていただきます。 

   本年度の当初予算のほうに計上しております防犯カメラの位置

につきましては、３カ所ということを予定しております。場所につ

きましては、31 年度におきましては小中学校、こちらのほうの未設

置のところを設置するという予定にしておりまして、場所は黒岩小

学校、加茂小中学校、佐川中学校の周辺に設置する予定としており

ます。残る尾川小中学校のほうにつきましては、教育委員会のほう

で、県の県警からの補助金を活用して設置するようになっておりま

すので、あと斗賀野小学校と佐川小学校については既に設置済みと

いうことになっておりますので、平成 31 年度において全ての小中

学校周辺に防犯カメラが設置されるという予定としております。 

   あと、残る箇所につきましては、総務課のほうで取り組んでおり

ますほかの事業等も考えまして、これからいつの年度に取り組んで

いこうかということを検討していくということにしております。 
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   あと本年度における主要な事業とかにつきましては、町長の行政

報告にありましたように、総合計画における分野ごとにいろんな事

業について取り組んでおります。いろいろ、今年度の経常経費につ

きましてはシーリングの枠とかを設定するということで、あと特定

財源の活用とかも用いまして一般財源自体を圧縮するということ

はできておりますけれど、その中で教育分野におきましてＩＣＴの

活用等を含めましたタブレット端末を購入であるとか、そのような

分野の予算も計上したような予算の規模になっておるんじゃなか

ろうかというふうに考えております。以上でございます。 

３番（西森勝仁君） 

   ３カ所の今、御説明をいただきましたが、この前の自治会長の会

のときにですね、総務課から提案をさせていただきました設置箇所、

これについて協議をしたわけでありますが、佐川中学校の予定して

いるあそこについては、学校の生徒対策だけになるので、一般の防

犯対策、犯罪の予防のためには、もっと下のほうにつけてもらいた

い、こういう要望があっておったと思います。 

   そして加茂小中学校の下付近という答弁でしたけれども、加茂の

教育長に聞きますと、学校にはもう２つあると。学校周辺には２つ

あるからここには不必要だからもう少し違うところへ。こういうふ

うに言っておりますが、そこらあたりの情報収集はどうなっている

のか、あわせてお伺いします。 

総務課長（麻田正志君） 

   お答えいたします。佐川中学校につきましては、佐川中学校周辺

ということで、まだ具体的に中学校の校門につけるであるとかそう

いうことはまだ決めておりません。あと加茂小中学校につきまして

は総務課のほうで確認もいたしましたけれど、校内向けのほうには

設置してありますけど、あの下のほうには、こちらのほうで確認し

たところはなかったということでありましたので、そちらのほうを

入れておるというような現状でございます。以上でございます。 

３番（西森勝仁君） 

   そのあたりはちょっと、もう１回精査をしてつけてもらいたいと

思います。まだ５分の１ですので。後の事業もよろしくお願いいた

したいと思います。 

   続きまして、これは前にも一般質問をしておりましたが、佐川町

役場、この職場環境の整備でありますけれども、自分たちの職場の
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環境、川の周辺も含め、そしてこの庁舎周辺の雑草、整理も、これ

はもう、こんなことはね、自分たちで簡単にできることですので、

自分たちでやったらと。庭木の剪定も、伸びる前にちょんちょんと

年２回くらいやったらどうかと、こういうことを言っておきました

ところ、町長答弁は総務課長に聞いて相談する、あるいは越知の土

木のことだと思いますけれども、こういったところに相談するとい

うことでありましたけれども、そんなおっこうな相談らせいじゃち、

自分らのことは自分らでやればいいと、これは多くの町民がそう言

っています。 

この築山も、いろいろ今やってもらっておりますが、かずらもあ

れに巻きついちょった、カヤも出てくる。そのカヤに今度はあのか

ずらが巻きついて上がっていく。何ぼ言うたち、カヤばぁのけたら、

カヤとあのツルはのけたらどうじゃおうと。 

   私は、以前、雑草と言うてある先生に非常にお叱りをいただいた

ことがありますが、あれは雑草じゃないと。野草であると。こうい

うことでありましたけども。 

私が今から 30 年くらい前に、今、役場周辺築山辺に牧野関係の植

物なんかを植えておりますが、私が同じようなことを大分やってお

りました。スエコザサも、あれは私が一番最初に植えたものであり

まして、ササはあちこちへはびこるということはわかっておりまし

たので、あの石の石灰岩のところのあのこれだけのエリアだけに深

い穴も掘りまして、また鉄板で囲うてやっていましたけど、その下

を通って伸びていくものですから、しまいには手に負えんなって、

あそこの一部だけを残して業者に枯らしてもらった経緯もあります

けれども、自分たちでこういったことも含めてですね、できること

はやったらいかがなものかというふうに提案しておったわけであり

ますけれども、その後どのように話されたのか、御答弁を願います。 

総務課長（麻田正志君） 

   お答えさせていただきます。庁舎の周辺につきましては、現在で

も年に１～２回程度職員のほうで、草刈りのほうは実施させていた

だいております。 

   あと、シルバー人材センター、こちらのほうの御厚意によってボ

ランティアで年に１回程度、草刈りとか庭木の剪定のほうを行って

いただいております。来年度以降におきましても、この草刈りにつ

きましては職員のほうで継続してやっていきたいというふうに考
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えております。 

   また、役場の前の河川の雑木とか雑草につきましても、来年度以

降、できる限りこちらのほうで対応していきたいというふうに考え

ております。以上でございます。 

３番（西森勝仁君） 

   シルバーなんかにも協力を得てボランティアでやってもらって

いるということですが、私も、かわせみと、それからここの庁舎と

そして遊学館をシルバーがボランティアでやっていますが、私もそ

れも参加はしています。 

   それはそれとして、この役場の前の川の中に２～３本ネムノキの

ようなものが生えてきて、もうこれくらいになっています。あれが

どんどん大きくなりますと、もくずなんかがひっかかって、またこ

の庁舎まで浸水してきたら、前にも言いましたように大したＢＣＰ

も持ってないのに、ここが浸かったら、パソコンなんかも浸かった

ら大変だと思います。これはもう人災ということになりますので、

あの木なんかは、簡単に切って、自分らで、河川管理が県だといっ

ても自分らで迷惑になるものは切ったらどうかと思いますが、いか

がですか。 

総務課長（麻田正志君） 

   お答えさせていただきます。そのあたりについても、こちらのほ

うで切れるということだったら切らせてもらうようにいたしたい

と思っております。以上でございます。 

３番（西森勝仁君） 

   前から言ってありますが、ちっとも事が進まんというように感じ

るわけですが。簡単なことですので、県が切れんいうたら、あんな

ものは、本当言うたら、土砂も上げてもらいたいと思うところです

けれども。そのあたりをちょっと、つちをきかしてもらいたいと思

います。 

   次に、ほとんど時間がありませんので、桜座の借地の関係、あれ

はもう随分になりますので、120 何万ずっとこう払っているわけで

ありますが、あれはもう買収さしてもうたらと、前にも相談をして

おりましたが。その話はどんなふうになっているのか、相手がある

ことですので、なかなかそうもいきませんけど。これから永遠にあ

れを払うていかないかんいうたら、大変だと思います。 

   純然たる町税の中から払わないかんので、売るものは売る。買う
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ものは買うて整理する。こういうことを私は思うわけですが、どう

いうふうになっているのか、御答弁願います。 

教育次長（片岡雄司君） 

   西森議員の御質問にお答えをさせていただきます。12 月にですね、

一般質問でいただきました桜座の借地の用地につきましてお答え

をさせていただきます。 

   ２筆ありまして、１筆目、国道に面した緑地 304 平米につきまし

ては、ことしに入って、現所有者との最初の交渉では、土地の鑑定

の結果によりまして、条件が合えば売却してもよいとの返事をいた

だいておりましたが、その後ですね、２月の末、先月の２月の末に、

その地権者の管理している方が家族と協議した結果、売却しないこ

とにしたとの連絡がありました。 

   そして２筆目の桜座西側の駐車場の 1,277 平米につきましては、

交渉の当初から売却はしないとの返事を得ております。それにより

まして、現段階では２筆とも売却することは困難な状況ではありま

す。が、今後も粘り強くですね、買収に向けて交渉を続けていきた

いというふうに考えております。 

議長（永田耕朗君） 

   西森議員、あと持ち時間が１分となっております。 

３番（西森勝仁君） 

   今、御答弁いただきまして大体のことはわかったわけであります

が、今申し上げましたように、未来永劫に 120 何万払うていかない

かんとなると、本当に大変な負担になっていきますので、努力をし

てもうて、何回も足を運んでもうて、何とか買収してもらえるよう

に、前は、もう売ってもいいよと、事はわかった、売ってもええと

いうようなことでしたけども。両方とももう所有者が亡くなられま

して、代が変わっておりますので、事情も変わってきているという

ことは重々承知できます。また、粘り強い交渉をお願いしたいと思

います。 

   通告しておりました残余の質問につきましては、またいずれの機

会にさしていただくことといたしまして、今回はこれで一般質問を

終わります。どうもありがとうございました。 

議長（永田耕朗君） 

   以上で、３番、西森勝仁君の一般質問を終わります。 

   休憩前ですが、午後、私、所用のために席を外したいと思います
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ので、議事進行を松浦副議長に議長をお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。 

   ここで、食事のため１時 30 分まで休憩します。 

    

   休憩  午前 11 時 52 分 

   再開  午後１時 30 分 

 

副議長（松浦隆起君） 

   議長を交代をいたしました。 

   休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   引き続き、一般質問を行います。 

   ５番、坂本玲子さんの発言を許します。 

５番（坂本玲子君） 

   ５番議員の坂本です。通告に従いまして質問をさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

   まず第１問目、産廃施設についてお伺いいたします。 

   昨年 12 月、県は産廃施設の最終候補地を佐川町に決定しました。

町はその決定を受けとめ、住民の不安を解消できるよう、また安全

な施設になるよう努力をしていくとの考えだと思いますが、それで

よろしいでしょうか。 

町長（堀見和道君） 

   御質問いただきましてありがとうございます。坂本議員の御質問

にお答えさせていただきます。今、坂本議員おっしゃられましたよ

うに、坂本議員のおっしゃるそのとおりでございますが、住民の皆

さんの声をしっかりと受けとめていきたいというふうに考えてお

ります。以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   ２月に、町内各所で説明会や話し合いが行われました。もちろん

課長は全ての説明会等に参加したことと思いますが、町民の声はど

のようなものがあったのか、反応はどうだったのか、まず、お聞き

します。 

町民課長（和田強君） 

   お答えさせていただきます。加茂地区における意見としては、ま

ず候補地選定方法に関して、１カ所に絞り込む際に、津波による通

行の支障を評価しているが、この点は最終候補地３カ所からの時点
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ではなく、一次評価において 104 カ所に絞り込む際に評価すべきで

ある、とか、廃棄物の安全性に関しては、搬入される廃棄物が安全

で適正なものとなるようチェックを行い管理をしていくことが重

要である。水に関することとして、水質の基準はクリアして安全だ

が、よい水でないのは確かであるので、流してもよい水でも管理を

してもらわないといけない。また、長竹川の浸水対策に関しては、

河川改修はぜひ実施してほしいが、示された案を全て実施すること

が可能なのか。地域振興策として町道の補修や拡幅工事をしてもら

いたい、などの意見がありました。 

   また、加茂地区以外では、選考過程について、佐川町加茂以外の

最終候補地２カ所は、進入路を新設しても周辺に影響があることは

最初からわかっていたのではないか、や、業者の利便性を重視し、

選定範囲を高知市中心部から１時間圏内に絞ったことは納得でき

ない。そのことに関して、選考委員会の委員からは、疑問の声はで

なかったのかなどの意見があった一方、佐川町がよくなることなら

よいと思う、との意見もありました。以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   町長の行政報告の中にも、その反応の声がありましたし、また課

長からもいろいろと声を聞かせていただきましたが、住民の方々が

不安をまだたくさん持っているっていうことは事実であると思い

ます。 

   ところで、県が最終候補地に選んだということは、今後の土地の

調査等で問題がなければ佐川に決定するということでしょうか。ま

た佐川町は決定されたら、それに従うということでしょうか、その

辺、明確にお答えをお願いします。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。県のほうでどのような過程で決定を

するのかということについては詳しく説明は受けておりません。町

としましては、これまで一貫して公平公正に、客観性を持って県の

ほうが決断をしてきたことに対して、町としては県の決定を真摯に

受けとめたいという答弁をさせていただきましたが、最終決定を県

が出された際にはですね、町としてはその決定を真摯に受けとめた

いというふうに考えております。以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   真摯に受けとめるっていうことは、県が決めたときには佐川町も
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それに合意をしてやるという意味ですか。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。やるのはあくまでも県ですので、町

としては受けとめるということになります。以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   やるのは県ですけれども、町の合意がなければやれないと思うん

ですね。そういう意味で、ゴー、オーケーのサインを出すのか出さ

ないのかの辺をお聞きしています。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。県が決定をした後にですね、町議会

の皆さんとも協議をさせていただいて、町としては受け入れる、受

け入れない、決定をすると。基本的には、県が出した決定に関して

は、町としては受け入れるという方向で今、考えてます。以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   もちろんこれは県の事業ですが、佐川町民の問題でもあります。

県の事業だからといって町は関知しないというものではありませ

んし、町長ももちろん住民のためにという話をされております。町

は、もし住民の反対があった場合、どのように対処するおつもりか

お伺いします。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。県に対して、より丁寧にですね、御

理解いただけるように、納得いただけるように説明をしていただき

たいというお願いをしていきたいと考えております。 

５番（坂本玲子君） 

   本当にこの問題は、ものの言い方が難しい、県がやる事業ですの

で、佐川町がやるとかやらないとか、なかなか言えないと思います

が、住民が、もし県の説明に安心できなければ、その町としてそれ

は住民が安心できないから白紙に戻すという選択はあるでしょう

か。 

町長（堀見和道君） 

   お答えします。町として白紙に戻すという選択肢はございません

ので、県の決定に真摯に向き合っていくということになろうという

ふうに思っております。以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   しつこいようで、聞きますが、町が白紙に戻すのではなくても、
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町として、県が決めたときに、住民が不安があるから、これはちょ

っとまだだめですとか、そういうふうなことを言う余地はあります

か。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。どのような事業であってもですね、

例えば今、上町で観光振興を進めておりますが、100％の住民の人の

賛成があって進めているわけではないんですね。実は反対をされて

いる方もいらっしゃいます。その中でも町としては多くの皆様に理

解をいただいて、これは町のためにいいだろうというふうに判断を

して進めていっております。 

   今後、県がこの管理型の最終処分場の判断、決定、住民の合意と

いうことをどのように考えていくかということは、県のほうでも考

えがあろうというふうに思いますが、全ての人が賛成をしないとや

らないというわけではないんではないかなあというふうに思って

おります。以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   産廃の最終処分場の３候補地の１つに佐川町がなったとき、どう

思うか聞かれた３首長の返答を聞いたときに、もう佐川町に決まっ

ているのではと疑っていた町民がたくさんいました。その予想どお

り、最後の候補地に佐川が決まりました。県の進め方は、佐川町の

住民の気持ちに寄り添っていないという批判も多くあります。 

   日高の産廃は最短で、平成 34 年９月には満杯になる可能性があ

ります。後３年６カ月です。しかし、道路や処理場を建設するには

２年６カ月が大体必要と言われています。さらに、地権者との交渉

やその設計をするには６カ月が必要と言われています。残された期

間は、あと６カ月しかありません。 

   先日のかわせみの説明で、地域の自治会長さんが、住民の意向を

言っていました。ほとんどの方が反対の意向であるとのことでした。

県は、安心してもらえるように丁寧な説明をしていくと言っていま

した。もし佐川町に決まった場合でも、町長は、安全な施設になる

よう努力をしていくという発言もされています。場所を変更するの

ではなく、説明で理解を求めるということでしょうか。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。少し質問の内容がわかりにくかった

んですが。町として県が決めることに関しましては、今、佐川町加
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茂の、今、県が予定をしている場所以外、私としてほかに場所があ

るというふうには認識をしておりませんので、県が出した決定に関

して、それを受け入れていくということになろうと思いますけど。

以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   なかなか、そこが難しいようですが。産廃施設についてですね、

佐川町でも、安全な施設になるよう努力をしていくという発言をさ

れましたが、佐川町では、現時点で、どういった検討がなされたか、

また危険性をどのように考えているのかお伺いいたします。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。佐川町としては、県の説明を受けて

疑問な点、心配な点について県に質問をして、県から回答でいただ

いているという状況です。以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   そのときに、どういったことをお聞きをしているのか。例えば、

本気でやっぱり危険性についても、いろんな住民の方がいろんな危

険性を述べておられます。やっぱり町も本気でその危険性について

考える必要があるのではないかと思うのです。 

   国の基準を守れば安全というわけではありません。現に、安全と

言われ続けてきた原子力が、原子力発電所が爆発し、今も居住でき

ない地域が発生しその廃棄物処理のめどもたっていません。高濃度

核廃棄物の最終処分場を佐川町には設置しないと、町長は発言して

います。 

   それは国がいくら安全だと言っても、その保証がないためではな

いかと思うのです。町独自に、産廃施設の危険性についてしっかり

検討していく姿勢が必要だと思いますが、その辺はいかがでしょう

か。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。まず、管理型の最終処分場と原子力

発電所は基本的に違うということをこの場で申し述べさせていた

だいた上で、町としても本気にリスクを考えました。その都度質問

もしました。ただ、もう漏れもなくですね、全て聞けるかどうかと

いうことは、これは人間のやってることでありまして、ひょっとし

たら気づいてない点もあるかもしれません。 

   ただそれは、町としては真摯に、真剣に向き合ってですね、疑問
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に思ったことはその都度、質問を投げかけて回答を得てですね、納

得をするというそのプロセスは丁寧に踏んでおりますので、そこは

理解をいただきたいというふうに思います。以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   町もいろいろ考えてリスクを聞いたと。どのようなリスクがある

と思われましたか。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。遮水シートの件ですとか、水が本当

に漏れないのかどうなのかですね、あとは、やはり持ち込まれる廃

棄物が本当に規定されてる有害でないものが持ち込まれてるかど

うかのチェックをどのようにするのかとかですね、そのようなこと

は質問させていただいて、技術的にですね、これから進歩も見込ま

れますので、そういうチェックがもっと機械的に精度よくできるよ

うにならないものですかねという、そういう提案、投げかけもして

おります。以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   わかりました。私はですね、本当に、この処分場で一番心配なの

は石こうボードのことを心配しています。この石こうボードは、最

初は安定型の廃棄処分場に廃棄されていましたが、それが、管理型

処分場に埋め立てられるようになりました。その理由をお聞きしま

す。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。過去に、国内の産業廃棄物安定型最

終処分場におきまして、排水ピット内で作業をしていた作業員が発

生した硫化水素ガスにより中毒死するという事故が発生をしまし

た。その原因が埋め立てられていた石こうボードにあるとされたこ

とから、国のほうで廃石こうボードの埋め立て処分方法等について

検討が行われました。    

   その結果、管理型の最終処分場に埋め立てるということになった

というふうに調べました。以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   石こうボードにはですね、硫黄分が含まれていて、特殊な状況、

県の説明では空気が少ない地中で水分や養分が供給され、特殊な細

菌、硫酸塩還元菌が存在するなど、いくつかの条件が重なった際に

硫化水素が発生すると。そういうことで、硫化水素を吸って死亡事
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故があって、管理型処分場で処理をするようになったと、そういう

ことだと思いますが、硫化水素は非常に猛毒で 10ｐｐｍで死に至る

というふうな物質です。それに対してはどのようにお考えでしょう

か。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。どのようにお考えでしょうかという

質問のされ方に、どのように答えようかと今考えておりますが、物

質に、化合物になる中で、危険な状態になるなということは確認を

しております。ただ、しっかりと管理をしていくということが、や

はり人間の経済活動の中で、社会活動の中で、やはり課せられてい

る責任ではないかなあというふうに考えております。以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   今の日高の産廃施設では、管理中は実は水も土もありませんので、

その心配がないかと私も思ったのですが、空気を送って還元性菌が

活発に働かないような措置をしています。やっぱりその危険性が、

そういう中でもあるから、こういう空気を送って、現実的には管理

をしているという状況なんです。 

   私は、管理をしている間にはその危険性は非常に少ないかと思い

ますが、満杯になって土とシートをかぶせ、屋根を取り除いた後を

心配しています。県は無害化してから管理型の施設を閉めると言っ

ていますが、その状態では石こうボードは無害化されたとは言えま

せん。 

   平成 27 年度、１万２千トンの埋め立が行われていますが、その内

約３千トンが廃石こうボードです。埋め立ての約４分の１が廃石こ

うボードであります。これほど多いと、非常なリスクがあると言わ

ざるを得ません。やがてシートは破れます。そこから水がしみ込み、

菌と反応したと考えますと、危険と言わざるを得ません。 

   少量の石こうボードでは、その危険性は少なくなります。しかし

毎年３千トンも埋め立てられる。さらに今後はその量が６千トン以

上になると予想されています。廃石こうボードの量をできるだけ少

なくするために、その再利用ができるような、再生工場が必要です。

県外では既にできていて、高知県からも運んでいるとお聞きしまし

た。 

   さらにそういう再生できるところを増やして、できるだけ管理型

の処分場に持ち込まないような努力が必要だと思います。 
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   この件に関して、県は、どうするつもりなのか、また町はどのよ

うな提言を県に上げていくのか、お伺いいたします。 

町長（堀見和道君） 

お答えさせていただきます。県がどうするつもりなのかという 

ことにつきましては、現時点ではこうするということを確認をして

おりませんので、私のほうではわかりません。 

ただ、町としましては、リサイクルできるものは極力リサイクル

のほうに回してほしいと。リサイクルできるように努めることがや

はり責務じゃないでしょうかということはお伝えさせていただいて

おりますので、現実的にも今、県外のリサイクル工場のほうに回し

てる分もありますので、しっかりとリサイクルできる方向で取り組

みをしていただきたいということは言い続けたいと、そのように考

えております。以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   できるだけですね、再利用できるものは再利用できるようにやっ

ていくということが大事だと思いますし、県も多分その方針でやる

と思います。けれども減量することは必要ですが、なかなかゼロに

はなりません。管理型最終処分場が満杯になり、管理を終了すると

き、どうすれば将来的にも安心なのか、そのしまい方の研究が必要

だと思います。終了させるためには埋め立てられたものから有害物

が出ないこと、これ以上変化しない状況であることが必要です。石

こうボードは、今のままではこれに当てはまりません。管理中は石

こうボードには水をかけず空気を送ることで菌の活動ができない

ようにしています。ところが終了すると、空気を送ることがなくな

ります。シートはいつか破れます。知らない間に硫化水素が発生し、

死亡事故が起こる可能性もあります。 

   県は、以前、鉱滓等による発火問題が起きたとき、その発火が起

きないようにするのに、前もって発熱させ、埋め立てた後に発熱し

ないような解決策を実施しました。石こうボードに関しては、管理

中は反応が起きないように空気を入れ、水を遮断しています。しか

しそれでは不十分で、逆に受け入れ時に嫌気性菌が活発に働く状況

をつくり、反応を促す、硫化水素を先に発生させ、それを集める。

残ったものは無害化されている。そういう状況をつくれば、埋め立

て後も変化をしないことが明確で、安心できます。それについては、

どんなにお考えでしょうか。 
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町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。私自身、研究者でありませんので、

明確にこうです、と言い切れるものがありませんが、今、坂本議員

からお話しのあった件につきましては、県にしっかりと伝えて、心

配のないような管理をしっかりとしていただきたいということを

伝えていきたいと考えております。以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   私も専門家ではありませんので、これがベストであるというふう

なことではありませんので、やっぱりそういうしまい方、入れ方っ

ていうののその辺の危険性について認識をすると同時に、きちっと

そういう、どうすれば一番いいのかっていうのを考えるっていうの

も、安全な産廃施設にするといった町長の意に沿っていると思いま

すので、ぜひ、その辺のこともぜひやって無害化をしていただきた

いと思います。 

   昨年度、大雨で、大災害が日本各地に起きました。大きな屋根つ

き建物は、雨が降ったとき、水の流れを変えます。地面にしみ込ん

でいた水が地上に流れ出すのです。県は、汚水をためる調整池をつ

くりコントロールすると言っています。しかし最近、激甚災害とな

っている地域では、予想をはるかに超える大雨が降っているのです。

調整池についても、しっかりと検討しなくてはいけません。将来に

禍根を残さないためにも、そのあたりの危険性、対処法を県ととも

に研究していくことが必要だと考えますが、その辺についての覚悟

はいかがでしょうか。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。調整池に関しましては、研究すると

いう部分ではないかなあというふうに思っております。これはもう

想定をしてですね、想定をまたさらに上回る雨が降ったときにでも

ためられるような容量のものをつくるということでしかないとい

うふうに思っておりますので、そこは県もしっかりと、設計をする

ときに雨量についてはしっかり吟味をしていきたいというふうに

言っておりますので、その内容をしっかりと見ていきたいなあとい

うふうに思っております。以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   町長は、そういう水に対しては多分わかっていると思いますので、

そのわからない部分もあると思いますので、いろんな方といろんな
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ことを考えて危険性についてもしっかりと追及をしていく姿勢を

していただきたい。   

   ぜひですね、住民の不安がないように、しっかり話し合いを行い、

もし危険があるのなら、潔く候補地辞退をする。さらに、もしも管

理型の最終処分場が佐川にできても、将来的に安全が保証できるよ

う、最大限の努力をしていただきたいと思っています。 

   以上で、産廃施設についての質問を終わります。 

   次には、ぐるぐるバスについて御質問いたします。 

   ぐるぐるバスが正式に運行しだしてから１年以上がたちました。

ある一定運行を続けなくては、その成果の判断は難しいと思い、質

問は控えていました。ぐるぐるバスの現在の状況、利用状況、町民

の反応等をお聞きします。 

チーム佐川推進課長（岡﨑省治君） 

   坂本議員のぐるぐるバスの現状につきまして、質問につきまして

お答えをさせていただきます。ぐるぐるバスについては、本格運行

を開始してから１年以上たちました。 

現状のですね、利用者数の実績等をですね、お話しをさせていた

だきますと、まず本格運行当初の直後でありますけれども、これの

乗客数、平成 29 年の 11 月の実績を申し上げますと、全部で９路線

の合計の利用人数が 11 月１カ月で 502 人です。対しまして、昨年の

12 月、平成 30 年の 12 月現在ではですね、合計の一月間の利用者数

としては 679 人ということで増加をしております。 

少し詳しく御説明しますと、各路線の状況はどうなっているかと

いうことも少し申し述べさせていただきますと、昨年の 12 月現在で

ですね、これは一便当たりの利用者数ということでデータをとって

おります。一便当たりというのは、郊外線に行きますと往復一便、

中心部ぐるぐる線については一回りでどれくらい乗っているかとい

う数値を上げてます。 

主な路線でいきますと、例えば、加茂荷稲線ですけれども、これ

は 4.0 人になってます。それから西山線 4.2 人。四ツ白線 4.1 人と

いうことで、この３路線が４人を超えております。いずれも、この

３路線につきましても、直後ではですね、本格運行直後では２人台、

2.0 前後ということで倍増ぐらいになっているということでござい

ます。それから中心部ぐるぐる線につきましても、本格運行開始直

後の平成 29 年の 11 月では 0.9 人ということでありましたが、それ
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からそれが昨年の 12 月では 1.4 人ということで、これも増加をして

いるということで、ほぼ全ての路線において増加しております。 

あと、利用者の方々の声ということで、ことしの１月から２月に

かけて、主にですね地域でやっているふれあいサロン、これのとこ

ろにお邪魔をいたしまして、主に高齢者の方々の声ということにな

りますが、拾っております。いくつかちょっと御紹介をさせていた

だきたいんですが。これは、多くの声がこうあったということでは

なくて、こういった声があったということですが。 

例えば、飲み会に行くのに使ったであるとか、あるいは、加茂だ

と思うんですけれども、日高村の方も乗ってくださっているという

声がありました。それから、以前スクーターに乗っていましたが、

ぐるぐるバスにかえたという方もおいでます。ある地区のサロンで

はですね、何人かでお弁当を持ってぐるぐるバスでどっかへ出かけ

てみようという前向きな御意見があったりと。それから何かイベン

トと連携してみたらいいねというお声もいただいてます。 

それから、郊外線については、今ほぼ週１回ということになって

いますが、できれば週２回来てもらいたいであるとか、あるいは料

金のことでは、郊外線多く使いますと 400 円かかりますけども、ち

ょっと高いよと。逆に安くて助かっているという方の御意見もあり

ました。 

また別のバス路線への乗りかえ、これは恐らく黒岩観光さんが運

行している例えば仁淀川町行きのバスであるとか、そういった分だ

と思いますが。乗り換えを便利にしてもらいたいなというふうな声

等々ございました。 

バスの利用の実績と住民の声はこういったところでございます。 

５番（坂本玲子君） 

   ぐるぐるバスの運行についてお聞きしましたところ、職員の方々

の努力があると思いますが、また住民の認知度が上がり、昨年度と

比べて乗車数が少しずつ伸びていることがわかりました。 

   ぐるぐるバスは交通手段のない町民の足となるため、運行される

ようになりました。多くの町民の方が使ってくれることで、その存

在意義が認められます。ぜひこれからも、さまざまな工夫をし、多

くの町民の方々が喜び、便利に使える存在になってほしいと思って

います。 

   まずは利用者をどう増やしていくかですが、何かどのように考え
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ていますか。 

チーム佐川推進課長（岡﨑省治君） 

   お答えいたします。このぐるぐるバスの利用者、徐々に増えてい

るとはいえ、まだまだだというふうに認識をしております。その中

で、地域公共交通会議の委員さんにもお話をいただいておりますが、

特に今後ですね、来年度、主に重点的に取り組みたいということで

いくつか申し上げますと、１つは百歳体操とかあるいはあったかふ

れあいセンター、こういったもの、実際にあったかふれあいセンタ

ーではお出かけ日を設けてですね、利用促進していただいていると

ころもございますが、そういった各地域の拠点とかそういった集ま

りのとこ、連携をさせていただいてお出かけイベントとかそういっ

たところをですね広めていきたいというふうに考えております。 

それから、特に中心部ぐるぐる線、これらの利用というのが１つ

の大きな課題であるというふうにも考えております。これについて

は、中心部ぐるぐる線というのは、主に病院であったり、量販店で

あったりというところの停留所を構えておりますので、例えばその

町内の量販店等とですね、これも連携をしながら、こういったダイ

ヤの使い方ができますよとかいうふうな周知をですね、もう少しし

ていきながら、利用者を増やしていく方策も考えていきたいと思っ

ています。 

あとはですね、例えば牧野公園であるとか、来訪者増えておりま

すけども、まだまだ町民の方々訪れてほしいなあという施設、とい

うか名勝等もございますので、そういったものもですね、例えば、

郊外線とぐるぐる線を両方使っていただいて、町内のいろんなとこ

ろに出かけていただけるというふうなこともあわせて、これは周知

の仕方だと思いますけれども、そういったことも、例えば、広報に

継続して載せるであるとか、いろんなところでですね、周知をさせ

ていただきたい。こういった取り組みを含めて、利用者の増加とい

うのを図っていきたいと考えております。 

５番（坂本玲子君） 

   さまざまな案を検討されているということですが、バスの利用者

にお聞きしましたところ、病院とかサンシャイン、サンプラ、マル

ナカなどの量販店、かわせみ等で今、現実的に利用をしている方が

いて、待っている方がいます。しかし、病気の方とかお年寄りは、

停留所のところで立ってずっと待つのは大変だ、暑い夏や寒い冬は
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なおさらです。しかし、バスはぐるっと回るだけですぐ行ってしま

い、待ってくれないということをお聞きしました。そんなところで

は少しとまって待つとか、建物の中に入って、御利用の方はいませ

んかと聞いてくれれば、その方たちは中で待つことができるという

ふうな御意見がございました。道路の真ん中でとめるっていうのは

なかなかできないかと思いますが、そういう一定広い場所では可能

です。ぜひその辺のサービス強化もお願いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

チーム佐川推進課長（岡﨑省治君） 

   お答えいたします。今、町がぐるぐるバスとして運行しているも

のについては、地域公共交通ということで、走らせて、路線とダイ

ヤ、時刻をですね設定をして走らせていただいております。ですの

で、なかなか現状、その運転手さんがですね、例えばその施設の停

留所へとまって中の様子を見るということは現実的にできないと

いうふうに思ってます。 

   ただ、停留所でですね、一旦停止をするとか、そういった今のダ

イヤの中で対応できる範囲がございますので、そういったところに

ついては、運転手さんとも話をしながら対応していきたいと思って

おります。 

５番（坂本玲子君） 

   なかなか中へ入るのは難しいということでしたら、例えばとまる

時間を少し長くして、中にいる人でもゆっくり歩いても来れるぐら

いの時間の停車をしていただければ助かると思います。 

   もう１点、今はバスを利用していなくても、何年か後には利用し

ようと思っている人がいます。その方たちに、事前にその経験をし

てもらうことで、そういう、車からバスへの変換がうまくいくので

はないかと考えます。 

楽しい経験でその準備をするために提案したいことですが、例え

ば１日乗り放題券、あるいは１カ月乗り放題の券の創設をしてみて

はいかがでしょう。１人でも利用を増やすことが必要です。まず乗

ってもらうことが大事です。乗る楽しさを知れば、利用者も増えて

きます。 

そういうふうな、今、本当は必要ないけれども、先ほど課長が言

ったように、例えば斗賀野の方が尾川の峯まで行って帰ってくると、

そういうことを計画するのに、１日乗り放題券なんかがあったら、
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あ、あれを使って行こうねっていう楽しい気持ちになって、経験が

増えると思うんですが、その辺についてはいかがでしょうか。 

チーム佐川推進課長（岡﨑省治君） 

   お答えいたします。今の時点ではですね、回数券、今その 50 円券

24 枚つづりというのを１種類だけ発行しております。今の時点では

その種類をいろいろこう、増やすとかっていうことについては具体

的に考えてはおりませんでしたけれども、先ほどちょっと坂本議員

さんからですね、新しい提案というか、使い方も含めて御提案ござ

いましたんで、事務局等と、あと地域公共交通会議とかいうことで

話をさしていただきながら、検討してみたいというふうに思います。 

５番（坂本玲子君） 

   ぜひ、いろんな工夫をすることで利用者の増加につなげていって

いただきたいと思います。 

   次に、経費についてお伺いします。 

   ぐるぐるバス運行に必要な経費及び補助金を除いた町単独の経

費はどれくらいか。また福祉タクシー券及びガソリン券で 29 年度

と 30 年度でどれくらい費用が増加したのか、お聞きします。 

チーム佐川推進課長（岡﨑省治君） 

   お答えいたします。ぐるぐるバスについての運行経費を申し上げ

ますと、年間 2,200 万円程度の委託料がかかっております。その内、

国の補助金というものが 400 万円程度、2.0 人の補助基準がありま

すけれども、それを全てクリアするとすると、400 万円いうのが国

の補助金としていただけます。それから利用者の方の利用料金とい

うものが年間 100 万円前後ですので、それを差し引いた 2,200 万か

らですね 400 万と 100 万円ですね、500 万円ですか、差し引いた金

額が残りの町の持ち出しというふうになります。 

ただ、この運行経費に町の持ち出し分についてはですね、地方交

付税としてその８割が算入をされるという算式になっております。

ちょっと申しわけありません、今、計算がちょっと、手元にないの

で、具体的なその数字を申し上げられませんが、算出としては、一

般財源としては町の持ち出し分の、町の一般財源の２割というもの

が実際の持ち出しになります。 

   平成 29 年と 30 年の経費の比較ということでよろしいでしょう

か。 

   今ちょっと、ごめんなさい、実際の経費についてはですね、算出
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したものがございませんけれども、ぐるぐるバスに限って言えば、

平成 29 年の 10 月からの本格運行ということになりますので、29 年

度と 30 年度と比較すると、倍の経費がかかっていると。本格運行に

関しては。ということにはなります。 

   ちょっと申しわけございません。お答えになっていないかもわか

りませんが、以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   １点目のお答えはいただきました。もう１つ聞いてたのは、福祉

タクシー券及びガソリン券で、29 年度と 30 年度でどれくらい費用

が増加しているのか、お伺いします。 

健康福祉課長（田村秀明君） 

   坂本議員の御質問にお答えします。ちょっと、詳しいですね、資

料的なですね、数字聞いてなかったので、ちょっとこの場でわかる

数字だけをお答えしたいと思います。 

   平成 30 年度の当初予算で、福祉タクシー券とガソリン券の金額

は、793 万９千円。今後、この定例議会のほうに出してます平成 31

年度の金額につきましては、573 万９千円ということで、220 万円の

減額ということにさしていただいてます。 

   これは、本年度です平成 30 年度よりですね、制度の見直しを実施

した結果ですね、本年度のまだ今途中なんですが実績に基づいてで

すね精査をした額ということで 220 万円の減額しております。以上

です。 

５番（坂本玲子君） 

   ちょっと聞きたかったことと違うお返事でしたので、私のほうで

調べた話をしますと、福祉タクシー券、ガソリン券を今年度から充

実をさしました。その結果、予算ベースで 29 年度より 30 年度が 100

万ぐらい多かったのではないかというふうに理解をしています。そ

の利用が少なかったために来年度はもっと少なくなったというこ

とを課長が今おっしゃってくれました。 

   ぐるぐるバスのことは、設計のときから福祉の観点での運行でな

かったために、今年度、そのそういう福祉タクシー券等を増額して

予算も膨らんだと。ぐるぐるバス運行での補助金を除いた町単独で

の支出額は、係の方に聞きますと約 800 万くらいかなという話だっ

たと思いますが、それに、タクシー券などを足しますと、やっぱり

予算がどんどんどんどん膨らんでいると。いくらでも予算があり、
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使い放題ならそれでもいいかもしれませんが、少ない予算で効率よ

く町民のためになる施策にしていくことが求められています。 

現町長になってからですね、佐川地区を除く４地域に集活やあっ

たかができました。これは新しい事業ですが、これにかかる経費を

まずお伺いします。 

チーム佐川推進課長（岡﨑省治君） 

   まず、そしたら集落活動センターに関する経費について、私のほ

うから御説明いたします。 

   集落活動センターについては、１点目は指定管理料というものが

発生いたします。これについては１カ所当たり 150 万程度だったと

いうふうに認識しております。それが４カ所になります。そして後

はですね、集落活動センターを運営していくといいますか、地域の

ですね活性化を図るために、集落支援員というものを置いておりま

す。これについては、各地域一人役人分ということで、これは地方

交付税、特別交付税の措置がある 350 万円、年間１人当たり、これ

の範囲内で予算を組んでおりますので、350 万円掛ける４地区とい

うことで、それを集落活動センターの経費と合わせて、集落活動セ

ンターに関連する経費ということで、その金額がかかっております。 

健康福祉課長（田村秀明君） 

   お答えします。あったかふれあいセンターの経費ということでよ

ろしいでしょうか。 

   平成 31 年度の経費ということでよろしいでしょうか。 

   尾川のほうが 743 万３千円。斗賀野のほうが 1,071 万９千円、黒

岩が 863 万３千円。加茂が 830 万７千円で、合計がですね、3,567

万４千円で、前年度よりですね 59 万３千円増額となってます。 

   この内訳、財源内訳につきましては、半分が県補助ということに

なっております。以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   本当にたくさんの、例えばあったかでは約 3,500 万の半分、それ

から集活の指定料、これは町がほとんど全部出しているのだと思い

ますので、２千万以上のお金がそこに必要となっています。 

   例えば、その事業について批判をしているのではありません。と

ても、そういうあったかができた、集活ができたということで皆さ

ん喜んでおいでますが、例えば加茂のあったかでは、週１回お買い

物の日を設定して、あったかまでの送り迎えはそこの担当者がして、
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そこからぐるぐるバスを使って買い物をするという取り組みをさ

れています。また斗賀野のあったかでは生活支援の一環として、行

き帰りにあったかを利用する人に買い物や通院支援を行っていま

す。 

   斗賀野での利用数は月 30 回から 40 回になるそうです。これ、す

ばらしい取り組みだと思うんですが、自分でバスの乗り降りができ

るんならば、バスを利用する。乗り降りや買い物が１人では困難だ

ったら、そういう生活支援を使うと。そういう活動が全域に広がり

ますと、今行っているぐるぐるバスの利用も増えるんじゃないかと。

またその今は全地区網羅をしてバス路線を構えていますが、そうい

うあったかを利用することで、あったかまでの運行でよくなる可能

性も出てきます。 

   そうなると委託費も大きく減少しますし、法のたてりが、これは

違うと思いますけれども、住民がより使いやすくなる、また玄関か

ら玄関までの送り迎えが可能となると。そうなると、松浦議員や私

が主張していましたデマンド方式に近づくのではないかと考える

のです。そういうふうなあったか機能の活用についてのお考えをお

聞きします。 

チーム佐川推進課長（岡﨑省治君） 

   お答えいたします。ぐるぐるバスの運行につきましては、先ほど

申しましたとおり、地域公共交通ということで１つは交通の空白地

区をなくすという取り組みの中で、全町９路線、それから黒岩観光

バスの路線も含めて、ダイヤ、それから路線の設定をしてます。お

っしゃいましたあったかふれあいセンターの送迎機能というもの

については、あったかふれあいセンターまで来られない方、なかな

かぐるぐるバスの利用もできないような方についてですね、あった

かふれあいセンターの機能として取り組んでいるというふうに考

えてます。 

   先ほどおっしゃいました質問の趣旨を考えてみますに、ぐるぐる

バスの利用をですね、促進していくにはもちろん、今現時点でです

ね、あったかふれあいセンターの送迎機能を利用されている方が、

仮にぐるぐるバスをもう利用できるという方がおいでましたら、も

ちろん健康福祉課とかあったかふれあいセンターと連携をしなが

らですね、ぐるぐるバスの利用促進に向けて話をしていくべきでし

ょうし、そういったこととあわせて、あったかふれあいセンターの
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先ほど言ったような事業のイベントの連携であるとか、そういった

ところを含めてぐるぐるバスの利用者の増加を図っていきたいと

いうふうに考えております。 

   ですので、あったかふれあいセンターの送迎の機能が拡充するか

らといってですね、ぐるぐるバスの路線を、例えば見直しにすると

いうのは、少し難しい、無理があるんではないかなというふうに、

現実的には考えております。以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   もちろん最初のたてりが全然違うものですから、地域公共交通で

やっていくと。それもすごく大事な話だと思うんですけれども、い

ろんな考え方があるよ、と。ポケットにお金がいくらあって、なん

ぼでもあれば、全部それをすればいいと。けどポケットのお金が決

まっている場合は、いろんなことを活用してやっていく必要がある

んじゃないかという話を、私は今、さしていただきました。 

   今の時点では難しいかもしれませんが、そういうふうな柔軟な考

えで、町の予算を減らしていくということもやっぱり必要ではない

かと思います。 

   そこの辺は、すぐには難しいかと思いますので、その辺、柔軟に

考えて、お母さんが家計簿をつけるのに、女の人はね、本当に１円

でもどうやったら安くなるかっていうのを考えるんですが、やっぱ

り町の執行部は、１円でも安くっていう、しかし誰一人取り残さな

い行政をすると。その両方を満足させるためにはどういう工夫がで

きるのかということをやっていく必要があると思いますので、ぜひ、

今後、考えていただきたいと思います。 

   別の観点からお聞きします。２月７日の新聞に佐川町での交通事

故の記事がありました。また高齢者の事故がたびたび報道されてい

ます。しかし、なかなか運転免許返納は進みません。それは、田舎

暮らしでは車がないと生活しにくい状況があるからです。 

   しかし、最近は安全を重視した車の販売がなされています。アク

セルとブレーキの踏み間違いでの誤作動を抑止できたり、人を感知

してとまる衝突防止の機能がついた車です。高齢者がそんな車に乗

れば、事故は大きく減ってくると思います。あるメーカーの調べで

は、事故率が 80％減少したとのデータも発表されています。交通事

故を減らすため、高齢者の方が、そんな車に乗れば事故は激減しま

す。 
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そんな話をしていたら、そんなお金はないわね、という話になり

ました。年金は年々少なくなり生活で精いっぱいでは、機能のいい

車を買いたくても買えない人がいること、そこで例えば、70歳以上、

あるいは後期高齢者の車の買いかえに、補助を出すような施策の推

進をしてはいかがでしょう。これは町単独では難しいのであれば、

そういう施策の推進を県とか国とかと一緒に進めていくっていうふ

うな方法もあると思いますが、その辺のお考えをお聞きします。 

総務課長（麻田正志君） 

   お答えさせていただきます。現在、今、坂本議員がおっしゃられ

ましたように、自動車メーカーのほうでは、センサーによって障害

物を感知したり、自動で停止する機能を備えた自動車の販売のほう

が始まっております。このような優れた機能を搭載した自動車につ

きまして、高齢者の自動車の安全運転に大きな効果が見込まれる。

高齢者だけではなくて大きな効果が見込まれるというふうには思

いますけれど、現在のところ、この交通安全技術は、技術競争の途

中であるということもあります。近年その性能は大きく、確かに向

上はいたしております。 

   一方、メーカーや車種ごとに性能とか機能とか価格に差があると

いうことも現実であります。そしてその性能につきましては、メー

カーの自称値ということになっておりまして、現在のところ国とし

て公証されたものではないという段階になっておると思います。 

   国のほうにおきまして、一定の安全効果が見込まれる水準に達し

た技術のほうから保安基準を策定することや、先進安全技術が一定

の性能を有していることを国が確認して、その結果を公表するとい

うような制度についての検討が始められているようであります。 

このようなことも踏まえまして、町といたしましても、このよう

な動向のほうも注視いたしまして、先ほど坂本議員がおっしゃられ

ますように、国、県への働きかけとかそういうことも踏まえまして

考えていくような必要も出てくるのではなかろうかというふうに現

在のところは考えております。以上でございます。 

５番（坂本玲子君） 

   ぐるぐるバスがですね、今後多くの方に利用されるバスになりま

すように、さらなる利用者ファーストの視点で改善を続けていただ

きたいと思います。 

   また総合的に施策を運用して、経費節減する努力もしていただき



132 

 

たいと思っています。先ほど総務課長が言っていただきましたが、

高齢者が交通事故を起こさないような、そんな車、そういう施策に

ついても、ぜひ推進していっていただきたいと願っています。 

   その他の質問に移ります。 

   福祉タクシー券、ガソリン券に関して一言述べたいと思います。 

   昨年度、福祉タクシー券や福祉ガソリン券についての制度の改定

がありました。タクシー券はその利用ができる対象を広げ、かつそ

の金額を増やし前進しました。しかしガソリン券に関しては、18 歳

以上では、本人が運転するのでなければ受け取れないようになって

います。身体障害者の肢体不自由１、２級で、本人が運転できる人

がどれくらいいるでしょうか。身体障害者障害程度等級表では、１、

２級の人は上肢や下肢がほとんど使えない人が該当します。 

   そのお世話をしている人に聞きますと、運転なんかできるわけが

ないと言っていました。タクシー券利用では、券は１～２カ月しか

もたない。後は自費だ。ガソリン券なら自分が連れていける。もっ

と長く使えるとのことでした。その方は、仕事の合間を縫ってお父

さんの世話をしている方です。 

   それを聞いて私も、そのとおりだと思いました。今年度制度が改

定され、内容が充実してきたと喜んでいましたが、自分の考えが甘

かったんだなあと思い知らされました。来年度、その辺をもう少し

考慮して変更することはできないでしょうか。 

健康福祉課長（田村秀明君） 

   坂本議員の福祉タクシー、福祉ガソリン券についての質問につい

て、お答えをさせていただきます。    

   まず、本年のですね４月に改正した内容ですが、主な改正がです

ね２つありました。１つ目はですね、ガソリン券について、先ほど

議員さんもおっしゃいましたように、18 歳以上の身体障害者の方が

介護運転の場合はですね、対象外ということになりました。原則と

して、障害者本人が本人名義の車を運転する場合に交付をします。

障害者本人の運転が困難な場合はタクシー券の交付ということに

さしていただいてます。 

   もう１点は、タクシー券、ガソリン券の枚数のほうを変更しまし

た。これは一部変更してないところもあります。また療育手帳ので

すね、Ｂ２の方を新たに追加し、拡充をしました。 

   今回のですね、改正に至った背景なんですが、この制度につきま
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しては、障害者等が通院、通勤その他社会活動に参加するための一

部助成を目的としまして、タクシー券は昭和 63 年度より、ガソリン

券は平成８年度に始まりました。当初はですね、運転を行うことが

できない 18 歳以上の方は、タクシー券のみの交付ということにな

っておりました。 

その後ですね、13 年経過をしまして、平成 21 年度にですね、どの

ような理由であったかわかりませんが、運転の行うことができない

ですね、18 歳以上の方も対象とするという改正がありまして、それ

以降ですね、ガソリン券について、障害者以外の介護運転の場合に

おいて、本人が乗車していないことなど適切な利用をされてないと

いう指摘がですね幾度となくあり、改善のほうを求められてきまし

た。 

また１カ月の間にですね、集中して利用してるなどのですね、そ

の利用の目的が不透明なことなどの課題がありました。これにつき

ましてはですね、タクシー券とガソリン券の利用方法が異なり、タ

クシー券の場合は、乗降時ごとにですね、障害者手帳を提示するこ

とになりますが、ガソリン券の場合はですね、給油のときにですね

障害者手帳を提示すればですね、給油以外は誰が利用しているのか

確認の方法がないということです。 

もう１つの課題として、タクシー券とガソリン券の交付枚数がで

すね、手帳の等級により一律の枚数になっているということで、移

動の距離がですね、ガソリンとタクシー券では全く異なること、そ

のほかですね、平成 27 年３月策定の佐川町障害者計画第４期佐川町

障害者福祉計画である障害のある人や家族、関係団体、事業所への

ヒアリングなどのですね、主な聞き取りの中で軽度知的障害Ｂ２ま

でのサービス拡大を、意見などもあってですね、Ｂ２について枚数

の変更を行いました。 

それでですね、本年度の改正に当たってはですね、以前からの課

題等に対する改正であります。課内のほうでですね再々検討したり、

また身体障害者などとも協議を重ねた結果行っています。今後の改

正に当たってはですね、福祉ガソリン券、福祉タクシー券の交付目

的であります社会参加などに添い、かつ適正な利用になるよう努め

てまいります。 

来年度ですね、関係機関への本年度の状況の報告、今後の御意見

をいただく中で、改正が必要と思われたときに対応させていただき
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たいと思ってます。以上です。 

５番（坂本玲子君） 

   返答ありがとうございます。もちろん、ね、いろんな不正をして

いる人もいるかもしれません。でも、この制度のもともとは何だっ

たのかなあと考えるときに、やっぱり障害がある人、そしてその面

倒を見ている人が経済的にも大変だから、少しでもサポートしよう

といってできた制度ではないでしょうか。まさに、誰一人取り残さ

ないっていうふうな考えのもとにやっていることです。 

   肢体が不自由な人を、１人では病院や買い物に行かすことはでき

ません。一緒に連れて行きお世話をする必要があります。その家族

の苦労ははかり知れないと思います。知的障害がある方で、例えば

運転免許をとれる方がどれくらいいるでしょう。1 人で病院に行け

る方はどうでしょう。軽度の方は大丈夫かもしれません。重度の方

はどうでしょう。障害のある人は家でじっとしていればいいという

ものではありません。外に出ていき、ほかの人と交流することも必

要です。 

例えば、身体障害者ガソリン券変更後は 18 枚です。ガソリン券 18

枚は約 9 千円。ガソリンはリッター150 円くらいですから、60 リッ

ターのガソリンを入れることができます。リッター10 キロで走ると

したら、600 キロ。12 カ月で割りますと、月 50 キロ走れることにな

ります。1 カ月の移動距離が 50 キロ。これは多い数字だと思います

か。 

   さまざまな人間がいます。しかし最も大変な人を助けることが福

祉の基本です。今のままでその精神が本当に守られるのか。最も大

変な人のことを思いやる、その想像力が必要だと思います。ぜひ、

今後、いろんな方の意見もお聞きしていただけることと思いますが、

そういう福祉の観点に立って、誰一人取り残さない施策をぜひして

いただきたいと思いまして、これで私の質問を終わります。ありが

とうございました。 

副議長（松浦隆起君） 

   以上で５番、坂本玲子さんの一般質問を終わります。 

   ここで、50 分まで休憩します。 

 

   休憩  午後２時 35 分 

   再開  午後２時 50 分 
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副議長（松浦隆起君） 

   休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   引き続き、１番、橋元陽一君の発言を許します。 

１番（橋元陽一君） 

   １番議員の橋元です。通告に従いまして質問してまいります。 

   まず第１問目であります。今、国会で質疑真っ最中でありますが、

今年 10 月増税予定されてます消費税の問題について、町長の所見

をお伺いしたいと思います。 

   消費税は、日々の生活に直結する税金であり、増税は毎日の生活

に深刻な打撃を及ぼします。2017 年 12 月佐川町議会において、消

費税 10％への引き上げを中止してほしいという意見書が出されま

した。産業厚生委員会では、意見書を採択しないという本会議での

報告に基づきまして、賛否を問う討論で、意見書に賛成の立場から

討論も行いました。消費税は、国の税制のあり方にかかわる問題で

ありますが、多くの国民の増税してほしくないとの声も上がり、２

回延期されてきております。 

   私は、昨年３月の議会の一般質問でも、就学援助制度を充実させ

てほしいという教育長への質問の中で、消費税は所得の少ない方に

負担が大きくなる不公平な税制であることも指摘もさせていただ

きました。 

   そのとき国会では、生活保護基準の引き下げが取り上げられてお

りまして、町内の準要保護世帯は子育て世代の半数に及んでいるこ

と、消費税が所得の少ない世帯に、より重くのしかかってくる不公

平な税制であること。目的税ではないこと。税の負担については支

払うことができる力に応じて負担するのが原則であるとして、消費

税が導入される段階から不公平な税制であることも指摘させてい

ただきました。 

   また、社会保障の財源が切り下げされていく中で、生活保護基準

の引き下げも行われると、住民税、保育料、介護保険料、就学援助、

最低賃金などに連動して、国民の負担は大きくなっていくことも指

摘させていただきました。 

   数字で少し、消費税にかかわるデータについて紹介させていただ

きます。消費税が 1989 年に導入されて 2017 年までに５％、８％に

増税されてきた消費税収の累計は、およそ 349 兆円になります。一

方、法人３税の減収累計がおよそ 281 兆円です。また、所得税、住
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民税の減収累計も 266 兆円に及んでいます。 

   単年度で比べてみますと、1989 年の国税収入が 54.9 兆円。2016

年が 55.5 兆円ですので、0.6 兆円の差がありますが、ほぼ横ばい状

態ですが。内訳を見ますと所得税が 21.4 兆円から 17.6 兆円でマイ

ナス 3.8 兆円の減収。法人税が 19 兆円から 10.3 兆円と、8.7 兆円

の減収。消費税は 3.3 兆円から 17.2 兆円と 13.9 兆円も増えており

ます。 

そして大企業の内部留保、これには保険会社や金融会社も含まれ

ておりますが、2012 年度の 333.5 兆円から 2016 年度には 425.8 兆

円と 92 兆円を超えて増額しております。まさに消費税は、大企業、

富裕層優遇の税制であると言っても過言ではありません。 

消費税が社会保障の充実させる財源ではなくて、大企業、富裕層

への減税を補填をする財源になっていることを改めて指摘させてい

ただきます。 

今回、10％の増税では、さらに買い物の仕方、カードか現金か、

買う場所、買うもの、食べる場所などで税率が分かれていく複雑な

税制度の導入に対しまして、複雑な対応の処理、また新たなレジの

買いかえなどで、商店街や中小企業の皆さん、大手スーパーのほう

からも中止を求める声が広がっております。 

安倍首相の、消費は持ち直しているとの増税根拠も崩れてきてお

ります。2014 年消費税８％への増税を契機に、深刻な消費不況が続

き、総務省の家計調査でも、2017 年の２人以上世帯当たりの実質家

計消費は 2013 年度増税前と比べて年額 25 万円も減っていることが

指摘されています。 

今国会で明らかになった政府の毎月勤労統計の不正で、昨年の賃

金上昇率が大きくかさ上げされたデータをもとに、政府は昨年の実

質賃金がプラス 0.2％としておりましたが、かさ上げの影響を除い

て計算されたものはマイナス 0.5％だと、国会で指摘されておりま

す。 

消費税がことし 10 月に８％から１０％に増税されようとしてお

ります。消費税 10％増税がもたらす町民の毎日の暮らしへの影響、

町の税収への影響などについて、町長の御所見を伺いたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

町長（堀見和道君） 

   御質問いただきまして、ありがとうございます。消費税が８％か
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ら 10％に上がって、町民の暮らしがどうなるかと、また税収がどう

なるかという御質問ですが、10％になることによって、少し、あぁ

負担が増えたなあと、ちょっと大変だなあと思われる方もいらっし

ゃるかもしれませんし、社会保障が保障費がこれだけ上がっている

中で増税もやむをえないかなあと思われている町民の方もいらっ

しゃるんではないかなあというふうに思います。 

   軽減税率も一定ありますので、受け止め方は町民の皆様さまざま

ではないかなあというふうに思っております。また町の税収への影

響につきまして、税務課のほうで少し算出をしましたが、平成 31 年

度におきましては地方消費税分としてですね、前年度比 833 万円ほ

どの税収増というふうに見込んでます。これは４カ月の税収増とい

うことになります。10 月からですね。１月までの消費税ということ

になります。 

   １年間で単純に計算しますと、2,400 万円程度の税収増と、地方

消費税分として増ということが考えられております。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   消費税が 10％に増税されていきますと、本当に所得の少ない方へ

の負担がさらに広がっていくかと思います。今、町長の答弁もあり

ましたけども、今後も意見書等の形で消費税増税をやめてほしいと

いう声が上がってくるかと思います。ぜひ、町民の日々の生活を直

撃する消費税増税について、町民の声にもしっかり耳を傾けていた

だきますよう重ねてお願い申し上げまして､この質問は終わってい

きたいと思います。 

   ２番目の質問に入ります。 

   新たな管理型最終処分場についてであります。先ほどの坂本議員

や西森議員との質問と重なる点もあるかと思いますけども、御容赦

ください。 

   昨年佐川町 12 月開会日に、全員協議会が開催され、その場では､

県は佐川町加茂地区を最有力候補地としての旨の報告を行い、12 月

20 日の県議会で最終候補地に決定した報告をして、佐川町加茂に決

定したことを公表いたしました。９月議会以降、いつごろ確定する

かなど、決定までの予定計画も公表せず、新聞報道でしか知らされ

ない状況でありました。そして 12 月 24 日にかわせみで、26 日に加

茂の里で、３候補地から加茂地区に決定した経過などについて地元

説明会を開催いたしました。 
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   この２日間の説明会で、両会場ともほぼいっぱいになるような参

加者の中から、半永久的に敷設される施設への安全に対する疑問、

不安、そして敷設施設が老朽化していく中で､近隣、下流域にもたら

していく住民の生活への影響などを懸念する声が次々に上がりま

した。その声は､今の世代だけではなくて、50 年、100 年、さらにそ

の先の次世代がこの地で暮らすことを考えた声であると私は捉え

ています。 

   最初に、12 月末、県の候補地決定過程や施設に関する説明に対し

ての町としての見解、また町民の方々からの質問に対する県の回答

に対する町としての見解をお伺いしていきたいと思います。 

   昨年 12 月末の２カ所での説明の場で、長竹地区の自治会長をし

ているという方が、24 日のかわせみの説明会では、なぜ、年末押し

迫った多忙な時期に､突然知らせてくるのか、自治会長として､住民

の声を十分に聞いて回ることもできない。それでもきょうの日に間

に合うようにと 90 人の方に意見を求めたら、72 名の方々が反対の

声をあげられた。地元の声を何も聞かずに決定するのか、と行政の

やり方の理不尽さを指弾されたと捉えています。 

   その後も、住民の皆さんから、長竹川の上流域に最終処分場を敷

設することへのさまざまな不安や疑問の声、質問が出されておりま

す。この町民の不安や疑問の声、質問について、また県の回答内容

について､町としてどのように捉えているか、お伺いしたいと思い

ます。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。町としましては、県のほうからは､今

年度の３月末までには絞り込みたいというお話で説明を受けてお

りましたが、12 月、昨年の 12 月に県知事が発表されるという話を

聞いて、あ、少し早いな、という実感はありました。 

   ただ、いつ発表されても、その発表の内容を真摯に受けとめると

いう準備は私自身しておりましたので、しっかりと覚悟を持って真

摯に受けとめさせていただいたという状況であります。 

   また住民の皆さんからは、少し唐突な発表に対する疑問の声です

とか、選定過程への疑問の声、また施設の安全性や水に対する不安

の声は、候補地の近くで生活される皆様にとって当然のことと受け

とめました。 

   また県の回答については、住民の皆様の声に誠実にお答えいただ
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けたとは思いますが、時間の制約もあり、十分な理解を得るには至

らなかったと感じました。このため、２月の話し合いの場では住民

の皆様の疑問や不安の声によりわかりやすく、丁寧に説明していた

だくよう、と町から県へ要請をしたところであります。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   ありがとうございます。この 12 月の説明会で、住民からの､住民

の意思を無視して進めるのかとの質問に対しまして、県は、住民の

合意を得られない段階では、次の段階､ボーリング調査は行わない、

と回答したと私は受けとめておりますが、その回答について､町と

してはどのように捉えていますか。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。12 月 26 日の田所部長の説明ではで

すね、今後のスケジュールについては、仮の話にはなるが､多くの皆

様に御理解いただけたと判断できる状態になれば、実際に現地でボ

ーリング等の調査に入っていくことになると考えている､という説

明をされております。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   そしたら、その 12 月の説明会の後、２月の８カ所で行われる説明

会が始まるまでの間、このボーリング調査に向けた住民合意を得る

手立てに関してですね､県から相談を受けたり、あるいは逆に町の

ほうから県に要請した事項がありますか。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。先ほども申し上げましたが、12 月の

説明会において､選定過程について行政と住民の皆様の間の理解に

ギャップがあることが明らかになっておりましたので、選定過程を

最初からしっかりと説明をいただくこと、また水の安全性について

よりわかりやすく説明をしていただきたい､丁寧な説明をしていた

だきたい、と県のほうには要請をいたしました。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   そしたら、そういう説明を重ねながらですけども、ボーリング調

査については地元の合意を得るまでボーリング調査については行

わないという田所部長の回答は、この段階ではまだ生きているとい

うに捉えてもいいですか。 

町長（堀見和道君） 

   生きているかっていう､その質問がなかなか難しいんですが。県
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としてはある程度、一定合意を得られている中で、ボーリング調査

は次の段階として行いたい、というふうに言っておりましたので、

現時点でまだボーリング調査をしておりません。県としてはボーリ

ング調査をするという決定もしておりませんので、まだそういう状

況には至ってないというふうに判断できるかと思います。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   そしたら、県が地元の合意を得たと判断するところが重大なポイ

ントになるかと思います。そのことをしっかり踏まえながら質問を

続けてまいります。 

   ３カ所に絞り込んだときの説明では、３カ所とも候補地として適

した土地だといわれ､その後、12 月７日に最有力候補と報告があり、

12 月 20 日には最終候補地に決定したとの報告を新聞報道で私も知

りました。 

   その後、24 日のかわせみの説明会場では、津波で進入道路が浸水

しないのが佐川町加茂地区で、１カ所に絞り込んだという県の説明

に対して、会場からはそのリスクは最後につけ加えるのではなくて、

最初の段階で想定して選定するべきではなかったか､という声も上

がりました。私もそのとおりだというふうに捉えています。このと

きの県の答弁について、町としてはどのように捉えていますか。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。有識者の方も含めて､消費者団体の

方も含めて､選定委員が選ばれております。その選定委員の選定過

程、プロセスは、やはり県としては尊重しないといけないんではな

いかなあというふうに思っております。住民の皆さんから南海トラ

フの津波の影響に関してはもっと早い段階で考慮したほうがいい

んではないかという意見もありましたので、例えば県のほうで今で

すね、最初の 104 に絞り込むところでその評価項目入れた場合にど

うなるのかということを、仮の検討として県のほうで今､進めても

らっているというふうに思っておりますので、それは町からも依頼

をしておりますので、そういう状況で今､県は検討を進めていると

いうふうに思っております。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   少し､町民の皆さんの不安の声が県に届いている、町長の要請も

加わってのことだというふうに思います。私自身は、その報告を聞

いた段階で、この津波浸水を受けた直後に、施設の安全性を点検に
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行くために、高知市から候補地までの、道路が冠水しないところと

いうふうにして佐川町を選んだということ、この理由づけについて

は、本当に私はそのときは子供だましではないかと、本当、腹の底

から怒りがわくような感じで捉えておりました。 

   12 月の説明会を踏まえ、県が町長の要請を受けて、その後行われ

た２月の８カ所での説明会等について質問を進めてまいります。 

   加茂地区では、佐川加茂地区の皆様から頂戴した主な御意見に対

するお答えとして、12 ページの資料が加茂地区全戸に配布され、２

月の加茂地区４カ所での話し合いの場でも配布をされております。 

   私は、横山を除きまして、遅れて参加いたしました長竹、竹ノ倉、

加茂の里、黒岩、斗賀野、佐川、尾川に参加してまいりました。２

月 17 日からの竹ノ倉から加茂の地区４カ所では、話し合いの場と

して開催をされ、加茂地区以外での４カ所では説明会として開催を

されております。 

   当日の配付資料も違いましたけれども、２月広報への案内折り込

みも異なりました。町として、２月の説明会のあり方や内容につい

て、県と協議や何か要請したことがあるかどうかお伺いしたいと思

います。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。候補地の下流にあたる長竹、横山、

竹ノ倉につきましては、自治会単位で開催することを要請しました。

また 12 月の説明会での住民の皆様の質問や疑問に対して真摯に答

えていただきたいと。また対話を積み重ねて、住民の皆様の率直な

御意見をしっかり聞いていただきたいと。理解を得る努力をしてい

ただきたいと、そのように要請をしました。 

   また、加茂の地区以外の住民の皆様につきましては、この問題、

この管理型最終処分場の事案につきまして、町全体で自分ごととし

て捉えていただきたい、それとあわせて、捉えて一緒になって考え

ていただきたいという思いがありましたから、加茂地区以外の４地

区でも開催を県のほうに要請をしました。 

   また説明の内容につきましては、最初の選考過程から最終候補地

の決定までのプロセスと搬入する廃棄物の種類、またこれまでの質

問に対する回答について、より丁寧に説明を行っていただきたいと

いうふうに県に要請をいたしました。以上です。 

１番（橋元陽一君） 
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   町のほうからの要請も受けて、２月８カ所での説明会が行われた

経過が一定把握できたかと思います。 

   この３月議会の開会日の町政報告の中で、町長が、長竹自治会か

ら、12 月以降３度にわたって地元の声が書面で届られていることが

紹介されております。この３度の書面というのは、いつ、誰宛てに

出されたものか、一方的だったのか、それともその３度の書面に対

して、誰かが対応されたのか、その経過を教えていただければと思

います。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。いつというのは、今、何月何日と、

明確にちょっとお答えすることができませんので、それは追ってま

た町民課長から回答をさせます。議会の後でもよろしいですかね。    

   あと、誰に対して、というのは、町長にという分と、あとはマス

コミの皆さんにも、同じものをマスコミの皆様向けということで提

出をされてたんではないかなあというふうに思っております。ただ、

町長宛てということで、私がしっかりいただいております。以上で

す。 

１番（橋元陽一君） 

   わかりました。また後で説明をお願いいたします。地元説明会で

もそうした説明がありませんでしたので、今改めてお聞きしている

ところです。 

   県が加茂４地区とほかの４地区とで異なる手立てをしたことに

ついて、多分その提出された書面への対応も含まれているかと私も

思っていますので、県のほうも当日配布された 12 ページの文章に

ついては、その分が含まれていると判断をしていいのか、ちょっと

町長に聞いてもわからんことでしょうかね。済みません。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。長竹地区の皆さんからいただいた３

つの書類に対する答えも、当然県として用意できるもの、間に合う

ものは用意してありました。 

ただ、それがあるから変えたということではなくてですね、加茂

地区につきましては、12 月の説明会において出された意見への回答

もあります。一方的な説明にならないようにですね、対話をしなが

ら理解を深めていただきたいとの県の思いからですね、話し合いの

場として設定をされておるというふうに町としては捉えております。 
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   また、ほかの地区に関しましては、初めての説明会となりますの

で、12 月の説明会と同じような内容の説明会になったのではないか

なと思っております。 

   ただ、ほかの４地区におきましても、加茂地区の皆様からどうい

う声が上がったのか、かいつまんでの説明はされておりません。要

点を押さえて県のほうから説明をしていたという、そういう状況に

なっております。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   町長の県への要請事項とそれから２月に行われた加茂地区４カ

所と加茂地区以外の４カ所の説明会を、同席もいたしまして私自身

もいろいろ質問をいたしましたけれども、中には加茂地区以外の説

明会では、県の１時間程度の説明で、質問がもう出ないまま終わっ

たところもあります。加茂４地区の話し合いの場と、他の４地区の

説明会での内容や質問、参加者数など、大きく違いが出たというに

も私は捉えています。 

また、12 月末の加茂地区を対象にした２回の説明会のときと比べ

ましても、この２月行われた加茂地区以外の説明会では、非常に、

住民の皆さんが先ほど言ったような捉え方に違いが出てきたという

ふうに私は捉えているんですけども、町としてはどんなふうな捉え

方をされていますか。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。候補地に近接した住民の皆様は、生

活に直結した不安があると思われ、より具体的な意見や質問、疑問

が出たのではないかというふうに捉えております。 

   一方、候補地から離れて、水系など異なる地域では、具体的な不

安が少なく、そのため、質問内容に違いが出てきたのではないかな

あというふうに考えております。以上です。 

１番（橋元陽一君）  

   そのように、説明会場によって大きな捉え方の違いが出てきたと

いうことも、今、話もいただきました。これまでのこの説明会を通

じまして、施設そのものに対する安全性、下流域への廃棄物の流出

事故、地下水の汚染、風評被害などさまざまな不安や疑問の声、質

問が出されてきております。 

   そうした地元の声に対して、国の基準に基づいた設計設備でやる

から安全だと。仮に流出事態が起きても、基準以内で埋め立てたも
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のだから問題がないと、県が説明することに対しては、それほど安

全だというのであれば、高知市内につくったらいいではないかと怒

りを込めたような発言も出ました。 

   しかし、県は、ほかに何か不安や疑問があれば、どんなことでも

聞かせてほしい、丁寧に説明をして理解を深めてまいますというこ

とを繰り返すだけでありました。こうした県の説明のあり方そのも

のについては、町としてはどのように捉えていらっしゃるでしょう

か。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。県の説明そのものは、丁寧に、住民

の皆さんの質問、疑問の声に向き合って行われていると、そのよう

に考えております。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   町長の捉え方と私の間には差があるということも今、わかりまし

た。昨年２月以来、県内３カ所の候補地での説明会で出た質問や疑

問、不安の声やアンケートをまとめたものが、昨年７月と 10 月に質

疑応答集で配布をされております。３候補地には差がないことを調

査項目を挙げて記載をしてあります。そうした資料を踏まえて上が

ってくる住民の不安や疑問に答えたものではないと、私は捉えてお

ります。 

   住民の皆さんが黙っていたら、何も言わなかったら、住民が納得

したと捉えてしまうのではないかと危惧する状況でもあります。12

月末の２回の説明会と２月の８カ所の説明会を比較しても、参加者

などを含め、先ほども言いましたけれども、新しい産業廃棄物処理

施設に対しての住民の皆さんの捉え方に大きな違いが出てきてお

ると捉えております。 

   竹ノ倉の話し合いの場では、住民の方から 104 カ所から 27 カ所、

そして３カ所、そして加茂地区への選考過程において、調査検討項

目について、マル印が多かったから最終候補地に決定したというけ

れども、なぜ加茂なのか、その根拠が見えない。評価をつけたマル

印の中にも差があるはずだ。その差を数値化して加茂に決定したと

いう根拠を示さないと納得できないという声が上がりました。 

   その声に対して、県は、最初、数値化は難しいと答えておりまし

たけども、町長が数値化できる項目は数値化することを検討しては

どうかと助言もされて、県は、検討すると答えました。この答えの
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内容で、私の捉え方に間違いがないかどうか、町のほうはどういう

捉え方をされてるか、お伺いしたいと思います。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。今、橋元議員がおっしゃられたその

ままが私の回答になりますが、数値化できるものは数値化を検討し

てみてはどうですかということを県のほうに要請をしました。以上

です。 

１番（橋元陽一君） 

   選定委員会は、議論をして最終的に合意をしてマルの評価をして

いるという回答でありました。その選定委員会は、専門分野の異な

る学識経験者、自然環境、地盤、経済、土砂災害、廃棄物のそれぞ

れの専門の大学の先生５人と、行政から高知市の副市長、中土佐の

副町長、そして消費者代表として連合婦人会会長、環境の杜こうち

の評議員、そして産廃業者協会の代表の方、経済団体から高知商工

会議所の常議員の計 11 名で構成をされております。 

   この同じ専門分野の専門家がいない選定委員会において、専門分

野の違う人たちの間で、専門的な意見の違いを出し合って論争でき

るとは、私は思いません。どんな議論されたのか、議事録があれば

読んでみたいとさえ、今、思い始めております。逆に、全員がマル

印をつけることに合意をしたとの県の説明に対して、私は、選定委

員会の選考過程にも疑問を持っております。この点につきましては、

11 人の選定委員会の中で、項目を加茂地区に絞ってきたことについ

ては、数値化できるものについては改めて検討するということです

ので、そのときを改めて待って対応していきたいというに考えてい

ます。 

   竹ノ倉では、有機栽培でトマトハウスを経営されている方が、流

れ出しても基準値以下だから大丈夫ではなくて、水質の安全の根拠

を示すべきだと指摘もされました。そして 2014 年８月３日の台風

12 号の襲来のときの朝からお昼ぐらいまでの間、ハウスが水没し、

国道 33 号線から加茂駅方に向けた一体が冠水していく様子をパワ

ーポイントで、映像で映して説明をされ、1976 年ごろから計画され

ているこの長竹地区の改修工事が進んでない状況も明らかにされ

ております。 

さらに、2016 年９月、2018 年９月の大雨でも冠水している状況も

報告され、改めて加茂地区は、大雨による増水地域であることを説
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明をされておりました。 

こうした地域の上流に産業廃棄物最終処分場が建設されることへ

の不安、疑問の声だと私は捉えております。 

このときの説明について、町としてはどのように捉えているかお

答えをお願いいたします。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。私自身としましては、管理型の最終

処分場ができる、できないにかかわらず、昨今の大雨の状況でハウ

スがつかるという現状を知っていただきたいということで説明を

されたものだというふうに受けとめております。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   長竹川の河川改修は、40 年以上も前から地域の要望として上がっ

てきている、そして放置されていることも指摘されてきた問題だと

私も捉えている一面もあります。 

   竹ノ倉の話し合いの場で、この選定の検討項目のマル印について、

11 人の選定委員の中で、異論を出す方がいなかったのかと私も質問

をいたしました。このときの私の質問に対して、県はどのように回

答したのか、町長、覚えていらっしゃるでしょうか。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。覚えておりませんので、ぜひ、教え

ていただければというふうに思います。 

１番（橋元陽一君） 

   いろいろ意見は違ってても、最終的に合意をしてマル印をしてる、

と。33 項目の検査項目があげられていたかと思うんですけれども、

33 項目について協議もし、討論もし、最終的に合意をしてマル印を

つけたというふうに捉えました。 

   そこで私は、選定委員の選定は、どんな基準でおこなったかと質

問をいたしましたら、県のほうは、県とかかわりのある方を選びま

したという回答をいただきました。 

   この回答で、改めて選定委員会のあり方に不信感をいだいたので

あります。そこで、斗賀野の説明会の場では、11 人の選定委員会全

員が合意をしてマル印をつけたというこの検討について質問をい

たしてまいりました。 

   第１回選定委員会において、スタートの時点で選定エリアの条件

を、産業廃棄物業者の利便性を踏まえて、高知市からおおむね１時
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間以内の距離に限定したことに対して異論は出なかったのかと質

問いたしました。選定条件に、業者の利便性を組み入れて、毎日の、

そこで暮らす住民の生活、なりわいに不安を与えることのないエリ

アを選定することをなぜ、加えなかったのか。業者の利便性より住

民の安全・安心を優先させる選定を行うべきだ、とそのような意見

や考えを表明する委員の方はいなかったのか。いなかったとしたら、

選定委員の選考に疑問を持たざるを得ない。１時間の距離に限定す

ることについて、どんな立場の方の委員が提案をし、どんな審議が

行われ、全員が合意されたのかと質問いたしました。 

この質問については、県は、高知市からおおむね１時間の距離に

ついては、特に異論はなかったという回答でありました。そして、

繰り返しますけど、選定委員会は合議制をとって意見のやりとりは

あったけれども、全会一致でまとめてきているという回答もありま

した。 

   業者の利便性を住民の声よりも優先して選定してきた選定委員

会や県の姿勢に対しまして、加茂地区住民の皆さん初め、説明を受

けた町民の方々は、不安や疑問をさらに深めていたったのではない

かと私自身も捉えています。この業者の利便性から、高知市からお

おむね１時間以内と限定したことについて、町として何か見解を持

たれていることがあるかどうか、お伺いしたいと思います。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。先ほどの質問のときに、正確に私、

記憶しておりませんで、教えてください、とおっしゃいました、私

の記憶も本当に不確かだなあというふうに反省をしておりますが、

県の選定委員の皆さんの選び方は、県にかかわりのある人を選んだ

というふうに、私は説明を受けてないんじゃないかなあというふう

に思っておりますので、その私の記憶を少しお伝えさせていただい

た上でお話しをさせていただきますと、選考委員の皆さん、さまざ

まな分野の皆さんが集まるということで、消費者の視点での意見も

出るだろうし、専門家の意見も出るだろうしということで、11 名さ

まざまな分野の方を選ばれたということは、それは１つの選定方法

としては、あるのではないかなと。 

   町も、いろいろ検討委員会を、委員さんお願いするときにですね、

できるだけいろんな分野の御意見をいただきたいと考えるときは、

そのように選定をすることがあります。 
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   その、県のほうで選んだ 11 名の県民である選考委員の皆さん、が

おおむね１時間以内という選定条件を出したということに関して

ですね、私がどうこうと異論を挟むようなものではないかなあと。

その選考委員の皆さん、選ばれた選定委員の皆さんが、決めたその

内容につきましては尊重したいというふうに考えております。以上

です。 

１番（橋元陽一君） 

   県の回答については、もう１回確かめてもいただきたいというふ

うにも思います。 

   ２月 1９日の加茂の里の話し合いの場でも、質問や疑問の声が上

がりました。風評被害、加茂の農作物への影響などの質問も出て､町

長が、町内の学校給食の食材は､はちきんを通じて仕入れているけ

れども、なお給食に利用される食材については責任を持つと答えら

れる場面もありました。 

   また日高など下流地域の町村へ説明していくのか、昨年９月の説

明会で､今後のスケジュールについて質問したけれども、白紙だと

いう答えがあった。ところが、12 月に入り、突然に最終有力候補､

そして最終候補地として決定した通知をしてきたと。突然に通知し

てくるのではなく、早くから今後のスケジュールを明確にするべき

だ、明確にしてほしい、そういう旨の意見も加茂の里では出ており

ました。 

   こうした地元からの声については、町としてはどんな意見を考え

持っていらっしゃるか、お伺いします。 

町長（堀見和道君）  

   お答えさせていただきます。住民の皆様に丁寧に説明していくた

めにも、できるだけ早くスケジュールについて明確にしていただけ

るとありがたいというふうには思っておりますが、ただ、今は、ス

ケジュールありきでこの説明を進めていくべきではないというふ

うに考えております。住民の皆様の理解を深めていただく、納得を

していただくと。理解を深めるということがとても大切だと思って

おります。スケジュールありきの進め方ではなく、丁寧に進めてい

ただきたいとそのように考えております。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   大事なところだと思います。しかし、今後のスケジュールにつき

ましては、2024 年が日高エコサイクルセンターが満杯になると、リ
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ミットであると。それを逆算をして設計、建設にかかれば、３年ほ

どの時間を要するという説明は、県のほうからあっております。 

   それ以上のことについては、住民にも明らかにしません。だから、

今、町長の答えでスケジュールありきではだめだと思うんですけど

も、今後、およその、どういうスパンで、この計画を進めていくの

か、どうか。おおよそのスパンについては明らかにすべきじゃない

かと思うんですけども、そこのことを含めて県のほうには改めて要

請していくことを検討されないかどうか、ちょっとお伺いしたいと

思います。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。改めての同じ答弁になりますが、や

はり、スケジュールありきで県のほうには進めてほしくないという

思いがあります。その中で、丁寧に説明をしていただくなかで、県

としてスケジュールをもうそろそろ明らかにできるタイミングに

なったんではないか、県として、県のまとめ、県の考え方がまとま

ってきたというふうに、県のほうで思われた段階では明確に、スケ

ジュールをしっかりとしていただきたい、明確にしていただきたい

ということはお話しをしたいと考えております。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   スケジュールのことについては、ぜひ、そういう意見を上げてい

ただきたいというふうに思います。最終候補地の通知を受けたこと

で、下流地域の町村への説明についても意見が出ております。 

   例えば、この直近の日高との間で、この問題について町として協

議、検討する計画はあるのかないのか、お伺いしたいと思います。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。特に計画はございません。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   それでは、最初のほうの確認に戻ることにもなりますけれども、

12 月末の２カ所の説明会では、施設に対して、理解することとその

施設を地元に受け入れることとは別問題であり、受け入れるかどう

かの合意を住民にどのような方法で求めていくのか、私もこのとき

に２会場で同じ質問を繰り返しました。 

   しかし、県の回答は、この７月、10 月に配布された質疑応答集に

ありますけども、受け入れるかどうかの合意を住民にどのような方

法でしていくかという疑問に対しては、丁寧な、疑問があれば出し
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てください、丁寧な説明をしていきます。理解を深めていきますと

いうことを答えるだけで、合意を得る手立てについては明確な答え

はありません。７月に配布されたものを繰り返すだけであります。 

   この、住民の賛成、反対の意思表明を、どのような方法で判断さ

れるのか、この時点で県から何か、町のほうに提示されていること

があるかないか、お伺いしたいと思います。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。県からは、住民の合意について、そ

の状況を図ることは難しいと考えますが、２月中旬から、県が住民

の皆様の不安の声に対して、具体的な対策案を示すなどして、その

解消に努めているところであり、そのことについて一定の御理解を

いただけたのではないかと判断できるような状況になること、つま

り、不安の声が小さくなってきたかどうか、また地域の振興につい

ての御意見や御要望など、施設整備の受け入れ後に関する声が多く

なってきたかどうか、といったことが、住民の皆様の御理解が得ら

れたかどうかの判断の１つの目安になるのではないか、との考えが

示されております。 

   先ほど、坂本議員の御質問にもお答えさせていただきましたが、

全ての人が賛成をするという状況は町としても難しいかもしれま

せん。できましたら、全ての皆さんが納得をしてですね、御理解い

ただいた形がよろしいのかというふうに思いますが、町としまして

は、県が示された考えについて、同じような考えで、今は捉えてお

ります。持っております。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   そしたら今の段階では、県の、住民合意をする判断については、

県と、町としては大体同じ視点であるというふうに捉えていいとい

うことでありますね。 

   そしたら、そういう、こう、納得するわけじゃありませんが、そ

ういう状況を確認して、次の質問に入ります。 

   佐川町は、国土強靱化地域計画の策定に向けて 2017 年９月に 22

名の検討委員を選出をし、策定検討委員会を組織をして 2018 年３

月に県内では、高知県、高知市に続いて３番目に国土強靱化地域計

画佐川版を独自に策定をいたしました。 

   このときの議論で、佐川町民の安全を最大限優先をし、あらゆる

リスクを想定して、自然災害などへの対策を計画的に取り組んでい
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くことが組み込まれております。 

昨年、県から３候補地の１つに選定された２月から１年以上がた

ちました。この新しい産業廃棄物最終処分場のリスクについて、県

の説明や提示された資料を基に、庁議の中でどのように議論されて

来てるか、町として、この時点でどのような見解をまとめられてい

るかお伺いをしたいと思います。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。庁議の場につきましては、町として

県のほうに、いろいろ考えられるリスクについて質問をした内容に

ついて、あわせて説明をする中で、庁議のメンバーの中からですね、

特にリスクと考える点があるという議論には至っておりません。庁

議として、佐川町としては、県に質問した上で、町としてはリスク

はないんではないかというふうに考えております。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   私は、きょうはまだ、今回の議会では、施設そのものについての

質問はまだ触れるところにまで至っておりません。今、庁議の中で、

リスクはないというふうに現時点では判断してるということです

けども、世界一幸せなまちづくりに町民の声、願いを受けとめるた

めに、尽力されてきている堀見町政として、これほどまでに町民の

捉え方に差が生まれたことに対して、住民の意思に問いかけていく

手立てをぜひ、検討していただきたいというふうに考えます。 

   県が委嘱をした選定委員会が出した結論に対して、そのまま受け

とめていくということではなくて、町独自で検討委員会を立ち上げ

て検討する機会をつくることを、ぜひ、検討していただきたいと思

うんですけども、そのことについて、町長の見解を求めたいと思い

ます。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。現時点では、そのような計画、予定

はございません。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   産業廃棄物最終処分場の新たな建設に向けまして、県外ですけど

も、事業主が民間ということで提案の形態は異なることもあるかと

思いますけれども、岐阜県御嵩町では、建設に向けて県と業者と町

の代表が３者協議会を持って、反対の声が広がる状況を踏まえなが

ら、住民の声を尊重するということで住民投票を行い、投票の結果
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を尊重するという合意が、この３者協議会で行われて、町民に提案

をされています。 

   そして、投票結果で反対数が多かったので中止をされています。

中止後は、建設予定地は取得した建設業者が県に寄贈されていると

のことです。建設する側の利便性を優先するのではなくて、住民の

意思を尊重する手立てがとられたことに、学ぶことがたくさんある

のではないでしょうか。 

   町長は、地元説明会の場で、最後には町長として政治的な判断を

すると表明もされておりますが、その前に、住民の意思、民意を大

切にする姿勢が求められていると、私は思います。 

   町内での十分な説明会や意見を受けとめていく機会を持った上

で、住民の意思を問いかけて確認をする方法として、住民投票を行

う考えがあるかないか、お伺いをしたいと思います。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。今でも、住民の皆様の声をしっかり 

と受けとめさせていただきたいということで、たび重なる説明会の

開催を県に要請をしております。 

 説明会以外でも、私のところに直接届いてくる声もあります。十

分、住民の皆さんの声を受けとめるという努力を重ねる必要はある

というふうに考えておりますので、その姿勢は、今後も崩さずに続

けていきたいと考えております。 

 ただ、住民投票につきましては、実施する考えはございません。

以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   12 月、２月の地元の説明会に参加をいたしまして、特に加茂地区

住民の皆さんが、新たな産業廃棄物処分場を 104 カ所から１カ所に

選定した根拠が見えない。半永久的に敷設をする施設そのものへの

安全性への不安、疑問の声が上がっております。このように、50 年、

100 年後、この下流域で毎日の生活を行われることへの不安、疑問

の声に応えていく行政の責任が問われていると私は思っています。

これまで施設の安全性の疑問、埋め立てた廃棄物が地下水、長竹川、

日下川に流出することへの不安、手続きや選考過程についての質問

が中心でありました。 

   加茂地区長竹公民館で、２月 26 日、そして３月２日の２日間、10

時から４時まで、個別の相談会も開かれております。日高エコサイ
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クルセンターの視察見学は、全町的に案内されておりますが、この

相談会は加茂地区だけの案内のようでもありました。２日間で 10 人

ほどの地域の方々が参加されているとお伺いをいたしました。私も、

３月２日の午後、長竹の公民館に行きまして、いくつかの質問もし

てまいりました。 

   ２月 19 日付の高知新聞で高知市の産業処理業務について、包括

外部監査員が４人の弁護士によって行われまして、その報告書が提

出された記事が掲載をされております。 

   1,483 件の報告書の中に、年度記載や事業者の名前がないなど問

題あり、とする報告書が 749 件で半数に及んでいて、過去の報告書

の使い回しが疑われるとの指摘もされている内容であります。概要

は私も手に入れました。 

   この件を県のほうにこの場で伝えますと、これは高知市の問題で、

県はきちんと委託して管理してると答弁をされます。しかしその根

拠を裏付けるものはありません。埋め立てが開始して５年目の日高

エコサイクルセンターでは、2016 年に２度にわたって燃焼事件も起

こっております。その燃焼事件のもとは、２年前に生まれた鉱滓が

発火の原因になっていると説明も受けております。 

   施設に使用する建材の安全性については、これから検討していく

ということでありました。施設の建設に使用される建材の安全性、

耐久性、候補地の地盤の耐震などについて、まだまだ多くの疑問点

が残されているかと思います。限られた時間の中では、十分に審議

もすることもできません。県は、地域の不安､疑問の声がなくなるま

で説明を続けていくと繰り返しておりますけども、期限は決めてい

ないということも言われます。  

   しかし、日高エコサイクルセンターが満杯になる時期を想定して、

設計、建設の時期は回答をされておりますので、先ほども町長の答

えもありました。どこかの時点で､住民の合意を得たと判断する場

面が出てくるのだと捉えております。 

   県の施設として、建設を決定することにつきまして、議会に報告

はするが、議会の議決は必要ではない、議会の議決も求めないとい

う県の説明も受けております。住民合意を得たと判断していくスケ

ジュールも明確にされないまま、その場面をそのまま待つわけには

まいりません。 

   町として、県が加茂地区を最終処分場の候補地として決定したこ
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とについて、町民の皆さんが理解し、合意するかどうかの意思表示

ができる機会をつくることを強く要望していきたいと思います。そ

して同時に、議会としても、独自に学習会を計画したり、町民の皆

さんの声を受けとめる機会をつくることを求めて､この質問を終わ

りますけども、何か町長に考えがあれば、お伺いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

町長（堀見和道君） 

   お答えさせていただきます。やはり、住民の皆様の中には、今､住

んでる場所、住んでる家のすぐ近くにできるということに対して不

安を持たれる。それ、もう本当に、住民の皆さんの気持ちを考える

と、その気持ちをしっかり受けとめなければいけないなと。不安に

思われるのもごく当たり前の思いではないかなあというふうに思

います。 

   ただ、日高、日高村の皆さん、日高村に聞きますと、今、日高村

エコサイクルセンターができてから、しっかりと運営をされている

中で、住民の皆さんから反対とか不安の声は起きてないと。私が聞

いている限りでは､そういう話を聞いております。 

   仁淀川にすぐ面した場所に、エコサイクルセンターはあります。

その中でも、仁淀川の下流域のいの町ですとか、土佐市から心配の

声が上がっているという話は聞いておりません。実際に、日高村で

は、１つ目のエコサイクルセンターをつくるということに、いろい

ろ議論はあったようですけども、実際に現時点では、安心をして施

設の運営を見てるという声のほうが多いのではないかなあという

ふうに思っております。 

   ただ、２つ目の施設として新しくできるということに関してはで

すね、坂本議員からも硫化水素のお話がありました。しっかりと、

気になる点につきましては、県に対して意見を出して､安心をして

運営をしていただくように。県が県内どこかに２つ目をつくらなけ

ればいけないという判断をしているのであれば、安心して安全な運

営をするというのが県の責任でなされる、と私は思っております。

そのためにも、県としてはより安全で、安心していただける、県民

の皆さんに安心していただける施設をしっかりつくって、運営をし

ていただくという責任があると思いますので、そこの部分に関して

は、町としてしっかりと要請をしていきたいと考えております。以

上です。 
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１番（橋元陽一君） 

   ありがとうございます。引き続き私も､施設そのものの安全性に

ついてもまた質問もしてまいりたいと思います。 

   次の質問に入ります。 

   新図書館建設の進捗動向について、質問をしてまいります。 

   2018 年３月議会の町政報告で、町長のほうから建設に向けて１年

延期をして基本構想もつくっていくという答弁、そして 2018 年９

月議会での教育長の答弁を踏まえながら質問をしていきたいと思

います。 

   この１年間で、新図書館整備検討委員会が立ち上げられて､基本

構想策定に向けて活動を続けてこられておると思うんですけども、

現時点でどのような検討を進めてこられたのか、お伺いをしたいと

思います。 

教育長（川井正一君） 

   この１年間の新図書館整備に向けた取り組みについて答弁をさ

せていただきます。 

   本年度、新図書館整備方針策定委員会を立ち上げて、３年間かけ

て基本計画を策定する予定でございます。 

１年目の本年度は、策定委員会を開催するとともに、委員の皆様

には図書館の先進地視察研修を通じて図書館建設に至る取り組み内

容や図書館施設の特徴、図書館サービスの内容などについて見識を

深めていただき、来年度以降、具体的に検討する際の参考にしてい

ただくこととしております。 

委員会は、これまで２回開催し、佐川町立図書館の現状、図書館

の設置及び運営上の望ましい基準についての協議や先進地視察研修

の振り返りを行うとともに､この３月下旬には第３回目の委員会を

開催し、本年度のまとめと来年度のスケジュールについて協議する

こととしております。 

   先進地視察につきましては、７月にゆすはら雲の上の図書館と、

津野町立図書館かわうそ館、10 月にオーテピア高知図書館と、日高

村ほしのおか図書館、そしてこの２月には、市民参加による図書館

整備と、これからの図書館サービスのモデルを示したことが評価を

され、平成 29 年度のライブラリー・オブ・ザ・イヤーで大賞を受賞

された岡山県の瀬戸内市民図書館の視察研修を実施いたしました。 

   これが、この１年間の取り組み内容でございます。 
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１番（橋元陽一君） 

   そうした先進地の視察のほかに、専門家の意見も聞くということ

でありましたけども、この間､専門家の方の意見を聞かれたかどう

か、また専門家の方からどんな意見が出てきたのか、あったら、お

伺いしたいと思います。 

教育長（川井正一君） 

   お答えいたします。まず、専門家としまして、本年度､新図書館建

設に向けた取り組みを進めるに当たりまして、総務省の地域情報化

アドバイザー事業を活用し、住民参加で整備された、これは私ども

が視察しました瀬戸内市民図書館のアドバイザーも務められまし

た岡本眞氏をアドバイザーに迎えておりまして､この岡本氏には２

月の策定委員会にも出席をしていただきまして、図書館整備に至る

取り組みの事例、そういったものを踏まえて議員の皆様に、基本構

想をやる取り組みの過程でありますとか、基本計画を立てる手段

等々、こういったことで進める必要がありますといった内容につい

て、御助言をいただいております。以上でござます。 

１番（橋元陽一君） 

   そういう専門家の方の意見も踏まえながら、2019 年度の計画は、

まだということですけども、現段階で、来年度の計画について､何か

特徴的な取り組みがあれば、お伺いしたいと思いますけど。 

教育長（川井正一君） 

   お答えいたします。来年度は、引き続き策定委員会の開催と、住

民向けの講演会やワークショップの開催を予定しておりますが、具

体的なスケジュール内容については、来年度の早い時期に決定した

いと考えております。 

   講演会につきましては、図書館の専門家に、目指すべき図書館道

などについて話をしていただき､図書館に対する住民の理解と関心

を高めていきたいと考えております。 

   またワークショップにつきましては３回程度の開催を予定して

おりまして、子供から高齢者まで､幅広い世代の参加を得て､そのワ

ークショップには、策定委員会の委員にも参加していただきたい、

とも考えております。 

   来年度の概要は以上でございます。 

１番（橋元陽一君） 

   県外も含めて､県内の先進地の視察も終えられて、検討されてま
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とめられているという段階でございますけども、視察先で､住民に

寄り添った施設としての図書館のあり方とか、それから情報センタ

ーとしての役割を果たしていることとか、委員の中から、こういう

ところがよかったねというようなことが提起をされて、2019 年度の

計画に取り入れるような案件が出てきたか出てこなかったか､出て

きていたら､どんな案件だったかいくつか紹介していただければと

思います。 

教育長（川井正一君） 

   お答えいたします。これまで、先ほど答弁しましたように、檮原

町の図書館から始まりまして、計５カ所の図書館の視察研修をさせ

ていただいております。その全体の取りまとめを３月下旬の策定委

員会で行うこととしております。その場に、これまでそれぞれの図

書館視察で得た情報を出して､またそれぞれの特徴、そういったも

のもペーパーとして出して、また委員の皆さんで共有していただい

て、それを、来年度以降の具体的な検討の際に活用していただけれ

ばと､そのように考えております。以上でございます。 

１番（橋元陽一君） 

   じゃあそのまとめを待っていきたいと思います。さらには 2018 年

９月議会での教育長の答弁で、青山文庫との合築問題については、

教育委員会として今年度中に検討委員会で一定の方向を示して、来

年度から具体的な中身に入っていくという答弁をいただいており

ます。この合築問題についてはどのような方向が確認されているか、

お伺いをしたいと思います。 

教育長（川井正一君） 

   お答えいたします。新図書館の建設場所と、単独施設にするのか、

あるいは複合施設にするのかを､私どもとしましては本年中に決定

したいと。そしてそれを策定委員会の場にお示ししたいというふう

に考えておりましたが、現時点では決定するには至っておりません。

このことにつきましては、総合的見地から町長が判断されると考え

ておりまして、来年のできるだけ早い時期に町の方針を、まずは町

議会の方に御報告させていただければと､そのように考えておりま

す。以上でございます。 

１番（橋元陽一君） 

   この間､この合築問題については場所の問題も含めて､なかなか

大きな課題になっているということだと思います。今の説明では、



158 

 

合築問題が場所と合わせて､町長が総合的な見地から判断をすると､

その前の段階で議会のほうにも一定の案が提案されるという踏ま

え方でいいんですね。 

教育長（川井正一君） 

   町としての方針を町長が判断された。その方針を議会のほうにま

ず報告をさせていただいて、それから策定委員会等々へおろしてい

きたいと。基本的にはそういう流れで進めていきたいというふうに

考えております。以上でございます。 

１番（橋元陽一君） 

   時間的な系列を、来年度できるだけ早い段階でそういう方向付け

をしていきたいということですので、その段階でまた対応もさせて

いただきたいというふうに思います。 

   町長も、町政報告の中で､つくるのであれば、町民からありがたい

という声が広がるような図書館をつくっていきたいということも、

議会の場でも答弁もされているかと思います。 

これからその新図書館の基本構想が策定もされ、建設されていく

ことになると思うんですけども、利用しやすい、そして町民の求め

る図書や社会科学､人文科学、自然科学などの情報を得ることができ、

大人も子供もより豊かな人生を送る一翼を担える図書館であってほ

しいと、そうした図書館であってほしいと。 

そうした充実した図書館を目指して､本当にこう繰り返しますけ

ども、新しい図書館が佐川にできてよかったと声が広がるような充

実した図書館を建設に向けてですね、町民参加で建設を進めてほし

いということを要望いたしまして、この質問を終わりたいと思いま

す。 

次に､４つ目の質問に入ります。新木造住宅耐震化計画について、

であります。 

昨年３月の議会で、木造耐震化支援事業の進捗状況について質問

をし、その答弁を踏まえながら､その当時答弁がありました、2018 年

度かけて新しい計画を策定するという答弁でありました。この新計

画の現状について、まとめられている段階に入っていると思うんで

すけども、新しい計画で対象となる住宅総数、耐震あり、なしと判

断されていく戸数が前回の計画と比べてどのような変化があったか

どうか、お答えをいただきたいと思います。 

産業建設課長（田村正和君） 
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   お答えをさせてもらいます。佐川町の耐震改修促進計画、この２

期計画についての御質問でございます。まず、現在､作業の途中では

ございますけども、関連する数値もございますので一緒に説明をさ

せてもらいます。 

   平成 37 年末の２期計画の目標については、高知県が平成 29 年 12

月に策定をしております２期計画の率、目標値 93％とする予定でご

ざいます。 

   続いて､今現状の耐震化の率につきましてですが、県が使ってい

るような住宅・土地統計調査というような調査の公表がございませ

んので、佐川町におきましては独自に抽出調査を行いました。その

結果、平成 31 年１月現在の耐震化の率は 60.0％とすることとして

おります。１期計画、平成 20 年１月現在の耐震化率が 51％として

おりましたので、９％、今現状上がっているということでございま

す。 

   次にですね、平成 31 年１月１日現在､今の住宅総数についてはで

すね、6,581 戸と数字を出しております。そこから空き家等を除き

まして、先ほど出した 60.0％耐震性ありという住宅の推計が 3,356

戸となります。 

   次に、将来的には今の現状の住宅総数は減少していくという予定

ですので、解体等によって減っていく数値を考慮して、目標年度で

ある平成 37 年度の住宅総数の推計を 4,962 戸としておりまして、

この時点での目標値、耐震化率 93％としますと、その時点で耐震性

ありの住宅の目標値は 4,615 戸ということになります。4,615 が目

標値ですので、今現在の住宅総数 3,356 を引きますと 1,259 件、こ

れが目標値になります。 

   今､作業をしております２期計画についての数値の概要でござい

ます。以上でございます。 

１番（橋元陽一君） 

   今、２期の計画についての目標数値、実数と現状を踏まえた上で

の目標数値が示されたところであります。2008 年に立てた目標をこ

の 10 年間で 90％の目標を掲げたと思うんですけども、それで 60％

にとどまっていると。この達成できなかった主な要因というのは何

か、特に住宅について説明いただければと思います。 

産業建設課長（田村正和君） 

   お答えをします。１期計画の目標値を達成できなかった要因とし
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ましては、まず第１に、所有者の方の費用の負担が大きかったと考

えております。そのほかに、耐震化の効果自体に疑問であるとかで

すね、工事中には耐震をする箇所の片づけであるとかいうのが必要

になります。それから､申し込みの手間が必要であるとか、所有者の

方の意識の問題も考えられますけども、今後は県が行った防災意識

調査でもこういう結果があらわれておりますので、こういう課題に

対しても啓発も取り組んでいきたいと考えております。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   そうしたこの 10 年間の達成できなかった課題を踏まえながら、

新しい計画での目標について､総括を踏まえてどのような計画を立

てられたのか､重点的なことで構んですけれども、住宅、それから多

数の者が利用する建築物、大分耐震化が進んでいるものもあると思

うんですけど､公共物の建築物の目標と大きく３つに分けて､ちょ

っと簡単に目標を御説明いただければと思いますけど。 

産業建設課長（田村正和君） 

   お答えをします。まず２期計画の目標ですけども、多数の者が利

用する建築物につきましては、目標を 97％としております。公共的

な建築物の目標としましては 100％としております。それから住宅

に対しては､先ほど説明をしたとおり 93％として目標を立てる予定

でございます。 

   これから、目標達成に向けて事業を進めていくわけですけども、

木造の住宅、特に目標が 93％､現状 60％です。先ほど御説明をした

耐震化が必要な件数を目標までの期間で割ると 180 件程度の工事が

必要になってくる、もしくは建てかえをするということが必要にな

ります。 

   目標達成には、先ほど言うたように、個人負担の軽減ということ

が一番有効であると考えております。今、町内で耐震改修工事をし

ておりますけども、実績をちょっと紹介をさせてもらうと、平成 30

年度の工事のうちに 33 件の実績が今ございまして、平均的には、耐

震改修工事費は 130 万円でございます。うち個人の負担額が 37 万

円となっておりまして、住宅の大きさや補強の箇所にもよって大分

違うんですけども、決してこれが、負担額が小さいものではないと

考えております。 

そのために、県においては低コスト工法というのもございまして、

新しい工法を推進しております。この工法を用いることで、既存の
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壁とか床､天井を崩さずに補強ができると。これらの復旧工事が不要

となりまして、結果として工事費や工期の縮減につながるというこ

とが実績でありますので、こういった工事ができる業者さんをです

ね、今､少ない数ですので、こういう業者さんが増えるような普及を、

今後県とともにですね拡大をすると､目標を達成できるような取り

組みをしたいと考えております。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   もう１回お伺いします。新しい計画で 93％住宅目標を上げていく

と。現状段階は当節なんか 60％だと。実戸数というか、にしたら、

1,529 件でいいんですかね。 

産業建設課長（田村正和君） 

   お答えします。実戸数ということですけども、先ほど言うたよう

に、平成 31 年１月１日現在､住宅総数が 6,581 戸。現状はですね、

その 6,581 戸から空き家が一定入っておりますので、それを除きま

して推計をしたものが 3,356 戸、これが耐震性があるという戸数で

ございます。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   そしたら、済みません､約 3,200 戸ぐらいが耐震化がまだできて

ないよという捉え方、を踏まえて新しい計画の進捗状況を捉えてい

けばいいというふうに捉えたらいいんですかね。 

産業建設課長（田村正和君） 

   この目標の戸数はですね、７年間で 1,260 戸を目標にしてます。

７年間の目標の戸数がですね。これは、現状の住宅総数で耐震性が

あるものを推計をして、その後、計画年次、今から減るだろう住宅

の戸数を考慮して、それの差し引きと言いますか、そういう計算を

して推計値として７年間で達成をせないかん目標値が 1,260 戸とい

うことでございます。 

１番（橋元陽一君） 

   ちょっと専門的で難しくなっていきましたけど、大体､実数が大

体想定をしたら、先ほど説明がありましたように新しい工法等でさ

らに耐震化工事を進めていきやすい環境、事業者の育成も含めて進

めていくという回答でありました。 

   それにしても、年間、さっき平成 30 年度の 33 件の報告もありま

したけども、間に合わないんではないかということを懸念をするわ

けであります。そこで、できるだけ住民の皆様の命を､暮らしを守る
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という観点からもですね、佐川町が昨年策定をいたしました国土強

靱化地域計画、これを､最大限運用してですね予算の確保も別ルー

トからも考えることをしていかなければ、住民の安心安全を守るこ

とができないのではないかというふうにも考えます。 

   町として重点化をしているリスクシナリオの中に、住宅密集地で

の火災・倒壊などが想定もされているかと思います。その防災・減

災対策に位置づけた耐震化事業として、これまでこの事業で位置づ

けられている木造耐震化事業をドッキングさせて、予算を別枠から

とるようなことも､ぜひ検討していただけないかということを提案

をしておきたいんですけども、済みません、ざっくりとした質問で

すけども､説明をお願いしたいと思います。 

産業建設課長（田村正和君） 

   お答えをします。国土強靱化の地域計画があるということで、別

メニューでというような御質問をいただきました。この国土強靱化

計画につきましては、平成 30 年の３月に策定をしまして、その中で

確かに､大規模災害等発生時の人命の保護を重点目標としておりま

して、木造住宅の耐震化事業が項目として上げられております。 

この計画に基づいて実施される取り組みに対する国の支援につい

は、内閣府国土強靱化推進室の資料によりますと、交付金、補助金

の交付の判断に当たって、一定程度の配慮を行うと示されておりま

す。具体的な配分額については未定でございますけども、しかし、

国土交通省の既存の補助メニューである防災・安全交付金において､

一定程度の配慮がなされていると考えられますので、引き続き社会

資本整備総合交付金の中で、国それから県に対してさらに要望をし

てまいりたいと考えております。以上です。 

１番（橋元陽一君） 

   ぜひ、そういうことも検討を進めていただきたいというふうに思

います。 

それで、先ほども説明もありましたけども、これまでの事業費を

見ると､耐震化とリフォームを合わせた事業が大半を占めてきてる

かと思います。ここ数年だと思うんですが。両方の補助を受けるこ

とで、事業主の負担も随分と少ない、事業の規模によっても違うと

思うんですけども、多くの方が予想よりも少ない持ち出しでリフォ

ームあるいは耐震ができているのではないかというふうに思ってい

ます。 
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しかし、そのことが町内全体の住民の皆さんへの啓発につながっ

ていないのではないのかなと。今､課長の答弁の中にあったように、

最大の要因が自己負担が大きいと捉えておいでる町民の皆さんが多

いんではないかと。そうしたことを払拭するためにも、これまで補

助を受けて耐震化をされてきた方々の声をもう少し町民の皆さんに、

具体的に予算の枠なんかも含めてですね、見て聞いてわかるような

情報として発信することを、ぜひ検討していただいて、啓発を広げ

ていただきたいと思いますけども、課長の見解を求めたいと思いま

す。 

産業建設課長（田村正和君） 

   お答えします。今後、橋元議員からも提案いただきました啓発活

動につきましては、やはりこの説明をさせてもらいました自己負担

額の軽減と御理解が必要と考えられますので、個人負担額の過去の

データを詳細に分析しまして、低コスト工法とあわせた負担軽減策

の提案を検討してまいります。 

   また、過去に補助事業を受けられた方のかかった金額、それから

意見、感想等を､御本人の同意も得てですね、取りまとめをしまして

情報発信に活用していけるように検討をしてまいりたいと考えて

おります。以上でございます。 

１番（橋元陽一君） 

   この 30 年間の中に起きる南海巨大地震の発生率も大きく高まっ

てきております。一刻を争う段階に入ってきているのではないかな

というふうに思います。なかなか実感しにくい状況でありますけど

も、町のほうも毎月、防災の日を設けて啓発もされてきております

けども、耐震化に向けて、さまざまな啓発活動もさらに進めていた

だいて、町民の皆さんの命､暮らしを守る町政を進めていただきた

い､そういうことをお願いをいたしまして、全ての質問を終わりた

いと思います。ありがとうございました。 

副議長（松浦隆起君） 

   以上で、１番、橋元陽一君の一般質問を終わります。 

お諮りします。 

   本日の会議は、これで延会したいと思います。 

   御異議はありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 
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   本日は、これで延会することに決定しました。 

   次の会議を、５日の午前９時とします。 

   本日は、これで延会します。 

 

    

   延会  午後４時 16 分 

 

 

 

 


